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「
ナ
チ
犯
罪
」

(
N
S
,
 Ge
w
a
l
t
v
e
r
b
r
e
c
h
e
n
)
 

な
定
義
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
ナ
チ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
背
後
に
も
ち
、
法
と
国
家
、
そ
し
て
そ
の
担
い
手
た
る
指
導
層
も

一
般
国
民
を
も
巻
き
込
ん
だ
政
治
的
犯
罪
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
権
力
犯
罪
・
組
織
犯
罪
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
概
念
的
中
核
が
見

ら
れ
る
犯
罪
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
従
っ
て
、
以
下
に
お
い
て
具
体
的
に
言
及
さ
れ
る
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
。

広
い
意
味
で
の
ナ
チ
犯
罪
と
い
う
概
念
の
も
と
で
は
、
通
常
、
「
戦
争
犯
罪
」
と
「
ナ
チ
権
力
犯
罪
」
の
二
つ
の
も
の
が
総
称
さ
れ
る

が
、
ま
ず
、
こ
こ
で
「
ナ
チ
犯
罪
」
と
は
、
戦
争
犯
罪
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
プ
ル
ク
・
セ
ン
タ
ー
の
上
級
検
事
の
ハ
イ
ン
ツ
・
ア
ル
ッ
ト
は
、
「
戦
争
犯
罪
と
ナ
チ
犯
罪
の
区
別
に
つ
い
て
」
と

(
1
)
 

い
う
論
文
の
中
で
、
こ
の
両
者
の
明
確
な
概
念
区
別
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
戦
争
の
隠
れ
蓑
の
も
と
で
実
行
さ
れ
た
、
例
え
ば
ユ

ダ
ヤ
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、

国
の
構
成
員
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
人
間
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
基
本
原
理
は
、
「
理
念
的
な
人
間
性

①

概

念

第
一
節
ナ
チ
犯
罪
の
概
念
と
類
型

関
法

第
四
一
巻
第
四
号

第
三
節
司
法
犯
罪
の
自
浄
作
業

第
四
節
ナ
チ
犯
罪
の
刑
事
学
的
分
析
（
以
上
本
号
）

第
六
章
ナ
チ
犯
罪
と
刑
法
理
論

第
七
章
ナ
チ
不
法
体
系
の
克
服

ま、
9
,
,
 

と

ひ
と
つ
の
集
合
概
念
で
あ
る
。
従
っ
て
、

第
五
章
ナ
チ
犯
罪
の
現
象
学
的
・
刑
事
学
的
分
析

ナ
チ
犯
罪
と
の
内
包
と
外
延
の
厳
密

ロ
シ
ア
人
の
民
間
人
に
対
す
る
犯
罪
は
、
戦
争
犯
罪
で
は
な
い
。
ナ
チ
犯
罪
は
、
戦
争
犯
罪
と
は
逆
に
、
敵

第
八
章
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
・
テ
ー
ゼ
の
意
義

第
九
章
政
治
刑
法
の
復
活

結

語

四
八

(
―
二
二
六
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

は
な
ら
な
い
。

①
ナ
チ
犯
罪
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

②
ナ
チ
犯
罪
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
権
力
機
構

四
九

の
価
値
を
全
く
尊
重
し
な
い
こ
と
」
で
あ
る
。
戦
争
犯
罪
と
は
、
国
際
法
の
一
部
と
し
て
の
戦
時
法
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ナ
チ
犯
罪

は
す
で
に
国
内
法
に
お
い
て
可
罰
的
な
も
の
で
あ
る
。
戦
争
犯
罪
に
お
い
て
は
「
お
前
も
同
じ
」

(tu
q
u
o
q
u
e
)
 
と
い
う
原
則
と
「
空
白

状
態
」

(tabula-rasa-)

原
理
の
原
則
に
従
っ
て
、
相
互
的
な
相
殺
ま
た
は
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
が
行
わ
れ
う
る
。
し
か
し
ナ
チ
犯
罪
の
場

合
は
そ
う
で
は
な
い
。
ナ
チ
犯
罪
と
は
、
戦
争
と
何
ら
内
部
連
関
な
く
し
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て

正
当
化
さ
れ
た
人
間
存
在
、
お
よ
び
一
定
の
グ
ル
ー
プ
の
生
存
権
の
一
般
的
抹
殺
を
現
し
て
い
る
。

ナ
チ
の
法
に
対
す
る
考
え
方
の
ひ
と
つ
の
基
本
原
理
は
、
「
人
間
は
等
し
く
人
間
な
の
で
は
な
く
、
行
為
は
等
し
く
行
為
な
の
で
は
な

(
2
)
 

い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
民
族
共
同
体
思
想
は
、
具
体
的
秩
序
に
従
っ
て
、
人
間
を
差
別
し
、
法
・
権
利
の
享
受
を
制
限
・

排
除
さ
れ
る
集
団
を
作
り
上
げ
る
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
犯
罪
も
ま
た
、
こ
の
原
理
か
ら
説
明
さ
れ
う
る
。
ナ
チ
犯
罪
と
は
、

ナ
チ
ズ
ム
の
付
随
現
象
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
ナ
チ
の
人
種
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
偏
向
性
の
一
貫
し
た
帰
結
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
お
い
て
行
わ
れ
た
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
大
量
殺
人
は
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
社
会
全
体
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
権

な
く
、

力
機
構
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ナ
チ
犯
罪
の
担
い
手
と
な
っ
た
人
々
は
、
通
常
は
、
個
人
的
に
は
犯
罪
の
素
質
を
も
っ
た
者
で
は

ナ
チ
犯
罪
へ
の
関
与
の
何
年
か
前
、
あ
る
い
は
後
に
は
、
大
抵
は
、
良
き
市
民
と
し
て
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
人
々
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
「
価
値
の
な
い
」
人
種
と
民
族
を
「
根
絶
す
る
」
と
い
う
ナ
チ
の
指
導
部
か
ら
課
さ
れ
た
任
務
に
服
す
る
者
に
、
そ
れ
に

(―ニニ七）



第
四
一
巻
第
四
号

よ
っ
て
自
ら
が
非
社
会
的
で
あ
る
か
に
振
る
舞
っ
て
お
り
、
自
ら
が
社
会
の
根
本
規
範
の
外
に
い
る
と
い
う
感
情
を
与
え
な
い
「
雰
囲

気
」
が
、
そ
の
時
代
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
こ
れ
が
、
そ
の
後
に
至
っ
て
も
、
ナ
チ
犯
罪
行
為
者
に
責
任
の
感
情

が
欠
け
て
い
る
一
因
で
あ
る
。
ナ
チ
犯
罪
の
特
徴
は
、
ナ
チ
犯
罪
が
、

り
、
ま
た
、
戦
争
犯
罪
で
あ
り
、
独
裁
の
所
産
で
あ
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
は
、

な
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

た
が
、
こ
れ
が
、

ナ
チ
ズ
ム
の
世
界
観
の
中
核
要
素
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

②
権
力
機
構
の
樹
立

(―ニニ八）

ナ
チ
犯
罪
と
い
う
全
体
的
現
象
に
お
い
て
一

役
を
担
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
大
量
の
集
団
を
根
絶
す
る
よ
う
な
犯
罪
を
責
任
を
感
じ
る
こ
と
な
く
行
わ
し
め
た
動
機
を

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

(
5
)

ナ
チ
ズ
ム
の
人
種
理
論

(
R
a
s
s
e
n
l
e
h
r
e
)

が
、
そ
の
他
の
点
で
は
、
曖
昧
模
糊
た
る
、
そ

し
て
体
系
的
に
は
把
握
で
き
な
い
ナ
チ
ズ
ム
の
「
世
界
観
」
の
中
核
を
な
す
。
「
北
方
人
種
」
が
創
造
的
人
種
で
あ
り
、
人
類
の
指
導
の

た
め
に
支
配
す
る
と
い
う
こ
の
疑
似
科
学
的
人
種
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
宜
伝
に
よ
っ
て
こ
の
対
極
に
位
置

づ
け
ら
れ
た
の
が
、
「
価
値
の
低
い
」
人
種
で
あ
る
。
す
で
に
一
九
世
紀
か
ら
ド
イ
ツ
に
お
い
て
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
顕
在
化
し
て
き
て
い

ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
市
民
権
を
剥
奪
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
見
え
な
い
壁
に
囲
ま
れ
た
ゲ
ッ
ト
ー
に
囲
い
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

政
治
的
敵
対
者
や
人
種
的
な
敵
の
抹
殺
の
た
め
に
は
、
既
存
の
国
家
の
行
政
機
構
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
ナ
チ
ス
は
、
権
力
掌
握

(
6
)
 

の
後
、
外
部
的
・
内
面
的
強
制
に
よ
っ
て
、
反
ナ
チ
的
思
想
を
も
つ
も
の
を
排
斥
し
、
反
抗
を
抑
圧
し
、
権
力
機
構
を
作
り
上
げ
て
い
く
。

こ
れ
は
、
行
政
官
僚
機
構
に
お
い
て
も
司
法
機
構
に
お
い
て
も
、
容
赦
な
く
押
し
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
価
値
の
低
い
人
々

(
M
i
n
d
e
r
w
e
r
t
i
g
e
)

を
特
別
扱
い
し
、
権
利
を
剥
奪
す
る
役
割
を
担
う
特
殊
な
団
体
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
主
た
る
役
割
を
果
た

し
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
S
S
で
あ
り
、
ナ
チ
党

(
N
S
D
A
P
)

関
法

の
軍
隊
で
あ
る
一
九
二
五
年
に
創
設
さ
れ
た
S
A
の
下
部
組
織
で
あ
っ

一
九
三
五
年
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の

―
つ
ま
た
は
多
数
の
組
織
化
さ
れ
た
集
団
の
行
き
過
ぎ
行
為
で
あ

五
〇



デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
プ
ラ
ッ
ハ
ー
に
よ
れ
ば
、

①
権
力
掌
握
・
確
立
の
た
め
の
政
敵
に
対
す
る
テ
ロ
犯
罪

③
ナ
チ
犯
罪
の
類
型

た。

S
S
は
、
「
ド
イ
ツ
・
人
種
の
支
配
体
制
を
展
開
し
、
そ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
権
力
手
段
を
も
っ
て
守
る
」
任
務
を
も
っ
て
い
た
。
ヒ
ム

ラ
ー
の
S
S
が
ナ
チ
国
家
の
中
心
的
な
テ
ロ
組
織
に
発
達
し
た
の
は
、

た。

S
D
、

五

S
D
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
警
察
と
融
合
し
た
結
果
で
あ
っ

つ
ま
り
、
「
ラ
イ
ヒ
ス
フ
ュ
ー
ラ
I
S
S
の
保
安
局
」

(
S
i
c
h
e
r
h
e
i
t
s
d
i
e
n
s
t
)

は
、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ハ
イ
ト
リ
ッ
ヒ
の
指

揮
下
に
あ
り
、
情
報
収
集
活
動
な
ど
を
行
う
機
関
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
ナ
チ
犯
罪
で
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
の
が
、
ラ
イ
ヒ
保
安
本
部

(
R
S
H
A
)
で
あ
っ
た
。
計
画
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
抹
殺
に
つ
き
と
く
に
重
要
だ
っ
た
の
は
、
ラ
イ
ヒ
保
安
本
部
の
第
四
局
（
ゲ
シ
ュ
タ

ポ
）
で
あ
っ
辺
。

ナ
チ
犯
罪
は
、
こ
の
よ
う
に
ナ
チ
政
権
の
「
権
力
犯
罪
」
で
あ
り
、
国
家
が
、
そ
の
支
配
政
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
き
組
織
的
に

政
策
の
一
環
と
し
て
遂
行
し
た
も
の
だ
と
い
う
側
面
を
も
つ
。
具
体
的
に
そ
の
犯
罪
の
展
開
過
程
を
見
て
い
く
と
、
そ
れ
は
、
偶
発
的
・

付
随
的
現
象
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
ナ
チ
ズ
ム
の
政
策
の
展
開
過
程
と
密
接
に
関
連
し
た
形
で
現
れ
て
い
る
。

す
で
に
、

ヒ
ト
ラ
ー
ヘ
の
ラ
イ
ヒ
首
相
の
授
任
お
よ
び
ラ
イ
ヒ
議
会
の
新
選
挙
の
挙
行
そ
の
も
の
が
、
暴
力
的
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る

が
、
権
力
を
確
立
す
る
た
め
に
、
非
合
法
な
手
段
を
使
っ
て
、
政
敵
を
排
除
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
権
力
掌
握
直
後
に
発
生

し
た
最
も
重
要
な
事
件
で
あ
る
「
ラ
イ
ヒ
議
会
放
火
」
事
件
は
、
憲
法
の
基
本
権
の
停
止
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
カ
ー
ル
・

一
九
＿
―
-
三
年
一
月
三

0
日
か
ら
七
月
ま
で
は
、
権
力
掌
握
の
第
一
段
階
を
な
す
の
で
あ
る

(
9
)
 

が
、
こ
こ
で
は
、
ラ
イ
ヒ
議
会
の
放
火
は
、
形
式
的
に
は
象
徴
的
な
意
味
を
も
つ
事
件
で
あ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
の
闘
争
部
隊
は
、
半
国
家

的
・
半
警
察
的
な
地
位
に
ま
で
押
し
上
げ
ら
れ
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

ナ
チ
主
義
者
の
暴
力
は
正
当
化
さ
れ
た
。
共
産
主
義
者
や
社
会
民
主
主
義
者
は
、
迫
害

(―ニニ九）



③
強
制
収
容
所
犯
罪

実
の
も
と
に
、

一
九
三
四
年
六
月
三

0
日、

さ
れ
、
選
挙
活
動
は
妨
害
さ
れ
、

の
末
期
に
は
、

第
四
一
巻
第
四
号

N
S
D
A
P
以
外
の
政
党
は
、
解
散
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
司
法
へ
の
介
入
が
行
わ
れ
、

こ
の
段
階
は
、

い
わ
ゆ
る
「
褐
色
の
テ
ロ
」

(brauner
Terror) 

(IO) 

い
わ
ゆ
る
「
レ
ー
ム
一
揆
」
事
件

(
R
o
h
mー

P
u
t
s
c
h
,
 Affare) 

(
―
二
三
0
)

の
対
象
と
な
り
、
弾
圧
さ
れ
た
。
こ
の
第
一
段
階

ナ
チ
ス
ト
の
犯
罪

に
代
表
さ
れ
る
。
ナ
チ
の
「
運
動
」
の
時
代
の
独
裁

か
ら
不
動
の
独
裁
体
制
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
「
犯
罪
」
行
為
が
投
入
さ
れ
る
。

S
A
と
ラ
イ
ヒ
国
防
軍
の
対
立
関
係
は
、

に
、
ヒ
ト
ラ
ー
と

S
A
の
隊
長
エ
ル
ン
ス
ト
・
レ
ー
ム
の
緊
張
関
係
に
至
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
、

と
し
、

②
ナ
チ
内
部
の
権
力
闘
争
の
た
め
の
犯
罪

は
、
訴
追
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

関
法

一
九
三
四
年

レ
ー
ム
が
一
揆
を
企
て
て
い
る
と
い
う
口

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヒ
ム
ラ
ー
と
ゲ
ー
リ
ン
グ
を
使
っ
て
レ
ー
ム
を
は
じ
め
多
数
の

S
A
の
指

導
者
を
逮
捕
し
あ
る
い
は
殺
害
す
る
。
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
機
会
に
、
そ
の
他
の
政
敵
、
例
え
ば
元
の
ラ
イ
ヒ
首
相
シ
ュ
ラ
イ

ヒ
ャ
ー
な
ど
を
も
殺
害
す
る
。
こ
の
レ
ー
ム
事
件
で
殺
害
さ
れ
た
者
の
数
は
、
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
八

0
人
か
ら
二

0
0
人
の
間

だ
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
殺
害
作
戦
を
法
的
に
繕
う
た
め
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
府
は
、
三
日
後
の
一
九
三
四
年
七
月
三
日
に
「
国
家
正

当
防
衛
処
分
に
関
す
る
法
律
」
を
発
布
し
、
そ
の
行
為
を
国
家
正
当
防
衛
の
遂
行
措
置
で
あ
っ
た
と
し
て
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ

で
重
要
な
の
は
、
政
敵
を
打
ち
倒
す
た
め
の
暴
力
の
適
用
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
公
然
と
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
を
正
当
で
あ
る

(12) 

ナ
チ
の
や
り
方
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
総
統
が
法
を
守
る
」
と
い
う
の
が
、
ナ
チ
の
憲
法
理
論
が
、
レ
ー
ム
事
件

か
ら
引
き
出
し
た
帰
結
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
合
法
性
の
軌
道
内
で
新
し
い
支
配
秩
序
を
樹
立
す
る
と
い
う
ナ
チ
ズ
ム
の
要
求

の
真
の
背
景
を
、
例
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
レ
ー
ム
一
揆
に
つ
い
て
は
、
後
に
も
う
一
度
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

五



す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、

り
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
、

い
て
ド
イ
ツ
民
族
に
闘
争
す
る
思
想
を
与
え
る
の
だ
と
言
明
し
て
い
る
。
ナ
チ
法
思
想
に
よ
れ
ば
、

人
間
と
し
て
の
基
本
的
価
値
を
有
し
な
い
も
の
と
し
て
排
外
さ
れ
る
。

(
a
)
 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

ば
、
ダ
ッ
ハ
ウ
、
オ
ラ
ニ
エ
ン
プ
ル
ク
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
収
容
所
の
中
で
は
身
体
•
生
命
に
対
す
る
犯
罪
が
日
常
茶
飯
事
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
、
法
治
国
家
的
刑
事
手
続
な
く
し
て
収
容
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
す
で
に
犯
罪
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
第
一
段
階
(
-
九
三
三
年
1
一
九
三
六
年
）

段
階
(
-
九
三
六
年
ー
一
九
四
一
年
）
に
お
い
て
は
、
迫
害
の
重
点
が
新
た
に
さ
れ
た
こ
と

さ
ら
に
外
国
人
、
ジ
プ
シ
ー
、
同
性
愛
者
）
、
ま
た
、
戦
時
経
済
的
な
動
機
に
よ
っ
て
、
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
第
三
段
階
(
-
九
四
二
年

遇
を
要
求
す
る
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、

ユ
ダ
ヤ
問
題
の
「
最
終
的
解
決
」
の
た
め
、
工
場
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
殺
害
の
包
括
的
シ
ス

(13) 

テ
ム
の
組
織
化
と
絶
滅
収
容
所
の
設
立
に
つ
な
が
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
の
迫
害

④
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
犯
罪

よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
軍
需
産
業
は
、

五

ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
つ

ー
一
九
四
四
•
四
五
年
）
に
お
い
て
は
、

よ
り
、
ま
た
、
新
た
な
囚
人
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
追
加
に
よ
り
（
と
く
に
「
聖
害
研
究
派
」
〔
エ
ホ
バ
の
証
人
〕
、

一
九
三
九
年
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
、

（
い
わ
ゆ
る
「
非
社
会
者
」
「
犯
罪
者
」
）
に

強
制
収
容
所
は
、
当
初
、

一
九
三
三
年
夏
以
降
、
大
規
模
な
強
制
収
容
所
が
設
立
さ
れ
は
じ
め
る
。
例
え

に
お
い
て
は
、
強
制
収
容
所
は
、
と
く
に
政
敵
の
た
め
の
特
別
施
設
で
あ
っ
た
。
第
二

一
方
で
は
、
目
的
が
さ
ら
に
広
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
他
方
で
は
、
絶
滅
収
容
所
の
設
立
に

一
方
で
は
強
制
収
容
所
内
で
の
労
働
力
の
確
保
の
た
め
、
労
働
力
を
損
な
わ
な
い
よ
う
な
処

ナ
チ
ス
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
お
い
て
は
ユ
ダ
ヤ
人
嫌
悪
は
、
初
め
か
ら
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ

(14) 

ナ
チ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
核
と
な
っ
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
す
で
に
『
わ
が
闘
争
』
の
中
で
、

ユ
ダ
ヤ
人
は
、
民
族
同
胞
で
は
な
く
、

ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
組
織
的
迫
害
は
、
す
で
に
ナ
チ
ス
の
権
力
掌

i 

ひ
そ
か
に
設
立
さ
れ
る
が
、



ヘ
ル
シ
ェ
ル
・
グ
リ
ュ
ン
シ
ュ
パ
ン

(
b
)
 

一
九
三
八
年
一

0
月
末
に
は
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、

ラ
イ
ヒ
水
晶
の
夜
事
件

ン
を
訪
れ
、

第
四
一
巻
第
四
号

一
九
三
三
年
四
月
に
は
、

フ
ォ
ム
ラ
ー
ト

(
E
r
n
s
t
 v
o
m
 R
a
t
h
)
 
に

一
九
＿
―
-
八
年
―
一
月
七
日
に
は
、
「
ラ
イ
ヒ
水
晶

i 

い
わ
ゆ
る
公
務
員
再
建
法
に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
公
務
員
を
公
職
か
ら
締
め

出
し
、
公
職
に
就
く
こ
と
を
禁
じ
た
。
「
職
業
を
奪
い
、
所
有
権
を
剥
奪
し
、
遺
産
を
残
す
こ
と
も
受
け
取
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
公

園
の
ベ
ン
チ
に
腰
掛
け
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
カ
ナ
リ
ア
を
飼
う
こ
と
も
許
さ
れ
ず
、
公
的
交
通
手
段
を
用
い
て
は
な
ら
ず
、

レ
ス
ト
ラ

コ
ン
サ
ー
ト
、
劇
場
ま
た
は
映
画
を
訪
れ
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
か
れ
ら
に
は
人
種
法
が
妥
当
し
、
国
民
と
し
て
の
権
利

は
す
べ
て
剥
奪
さ
れ
て
い
る
。
住
居
移
転
の
自
由
は
な
く
、
人
権
と
そ
の
人
間
の
尊
厳
は
、
か
れ
ら
が
強
制
収
容
所
に
輸
送
さ
れ
、

(15) 

室
に
行
き
着
く
ま
で
、
塵
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
」
の
で
あ
っ
た
。

他
方
、
国
内
に
と
ど
ま
る
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
は
、
「
人
種
恥
辱
」
罪
を
定
め
た
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
な
ど
様
々
な
差
別
立
法
を
な
し
、

ユ
ダ
ヤ
人
を
「
民
族
共
同
体
」
の
片
隅
で
権
利
を
制
限
さ
れ
た
立
場
に
追
い
や
っ
た
。

の
夜
」
事
件
に
つ
な
が
る
出
来
事
が
パ
リ
で
発
生
し
た
。
こ
の
ラ
イ
ヒ
水
晶
の
夜
事
件
と
い
わ
れ
る
一
九
三
八
年
―
一
月
九
日

-
1
0
日

に
発
生
し
た
ナ
チ
に
よ
る
大
規
模
な
ユ
ダ
ヤ
人
の
組
織
的
迫
害
事
件
に
つ
い
て
、
以
下
で
若
干
詳
し
く
紹
介
し
て
お
こ
う
。

「
ラ
イ
ヒ
国
民
法
」

(
R
e
i
c
h
s
b
i
.
i
r
g
e
r
g
e
s
e
t
z
)

置
の
一
環
と
し
て
、

は
、
す
で
に
一
九
三
五
年
に
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
ド
イ
ツ
国
籍
を
剥
奪
し
た
。
差
別
的
措

(
H
e
r
s
c
h
e
l
 G
r
y
n
s
z
p
a
n
)
 

握
の
直
後
か
ら
始
ま
．
っ
て
い
た
。

関
法

ガ
ス

一
万
人
を
越
え
る
東
部
出
身
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
列
車
で
ポ
ー
ラ
ン
ド

国
境
に
輸
送
し
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
こ
れ
ら
の
人
々
の
受
け
入
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、
か
れ
ら
は
国
境
の
無
人
地
帯
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
が

(16) 

最
終
的
に
受
け
入
れ
る
ま
で
キ
ャ
ン
プ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
受
難
者
の
ひ
と
り
の
息
子
で
、
パ
リ
に
住
む
一
七
歳
の

は
、
両
親
の
苦
し
み
に
復
讐
す
る
た
め
、
パ
リ
の
ド
イ
ツ
大
使
を
射

殺
し
よ
う
と
し
た
。
大
使
は
大
使
館
に
い
な
か
っ
た
た
め
大
使
館
書
記
官
エ
ル
ン
ス
ト

五
四



迎
え
ら
れ
、
ラ
ー
ト
を
射
殺
し
た
。
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
、
こ
の
暗
殺
事
件
を
、
ド
イ
ツ
全
土
で
ユ
ダ
ヤ
人
襲
撃
（
ポ
グ
ロ
ム
）
を
組
織
す
る

の
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
。
ポ
グ
ロ
ム
は
、

一
九
三
八
年
―
一
月
九
日
か
ら
一

0
日
に
か
け
て
突
撃
隊

(
S
A
)

的
に
挙
行
さ
れ
た
。
警
察
は
介
入
し
な
い
よ
う
に
命
令
さ
れ
、
消
防
隊
は
、

よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
ベ
ル
リ
ン
か
ら
の
指
令
で
、

S
A
、
S
S
や
煽
動
さ
れ
た
民
間
人
は
シ
ナ
ゴ
ー
グ

押
し
か
け
、
劫
掠
し
、
放
火
し
、
破
壊
し
、
さ
ら
に
ユ
ダ
ヤ
人
商
店
か
ら
掠
奪
し
、

暴
行
を
加
え
殺
害
し
た
。
ゲ
ー
リ
ン
グ
に
対
す
る
ハ
イ
ト
リ
ッ
ヒ
の
報
告
に
よ
る
と
、

六
が
完
全
に
破
壊
さ
れ
た
。
ハ
イ
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
三
六
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
が
、
実
際
に
は
そ
の
何
倍
に
も
の

ぼ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
二
万
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
強
制
収
容
所
に
拘
引
さ
れ
た
。
ラ
ー
ト
の
殺
害
に
対
す
る
「
贖
罪
金
」
と
し
て
ド
イ

ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
一

0
億
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
拠
出
金
が
課
せ
ら
れ
た
。

さ
て
、
戦
後
、
こ
の
時
の
ポ
グ
ロ
ム
に
つ
い
て
も
、
そ
の
追
及
が
問
題
と
な
っ
た
。

に
よ
れ
ば
、
そ
の
時
点
ま
で
に
二
七

0
三
名
が
こ
の
狼
藉
行
為
に
参
加
し
た
と
し
て
有
罪
と
さ
れ
、
そ
の
う
ち
ほ
と
ん
ど
の
者
は
有
期
自

由
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
法
に
よ
る
と
軽
罪
の
時
効
は
五
年
で
あ
り
、

(18) 

ガ
ラ
ス
を
割
る
な
ど
の
軽
微
な
行
為
に
つ
い
て
は
時
効
に
か
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

収
容
所
へ
の
収
容
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
抹
殺

一
九
＿
―
-
三
年
か
ら
一
九
三
七
年
に
か
け
て
、
ド
イ
ツ
国
内
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
す
で
に
五

0
万
人
か
ら
三
五
万
人
減
少
し
、
三
八
年
か
ら

一
九
四
一
年
九
月
中
頃
か
ら
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
国

ユ
ダ
ヤ
人
が
居
た
。

二
九
年
に
は
、
さ
ら
に
一

0
万
人
が
国
外
に
逃
れ
た
。

一
九
三
九
年
九
月
に
戦
争
に
突
入
し
た
と
き
、
ド
イ
ツ
国
内
に
は
約
二

0
万
人
の

(19) 

ユ
ダ
ヤ
人
は
「
ユ
ダ
ヤ
の
星
」
を
服
に
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

(

C

)

 

五
五

； 

一
九
四
五
年
か
ら
起
算
し
て
も
一
九
五

0
年
に
は
、

一
九
六
五
年
二
月
二
四
日
の
連
邦
司
法
省
の
報
告

一
九
一
の
シ
ナ
ゴ
ー
グ
が
燃
や
さ
れ
、
そ
の
他
七

ユ
ダ
ヤ
人
の
家
を
取
り
壊
し
、
無
数
の
ユ
ダ
ヤ
人
に

（
ユ
ダ
ヤ
教
会
）
に

や
S
S
に
よ
っ
て
組
織

ユ
ダ
ヤ
人
の
所
有
以
外
の
建
物
を
保
護
す
る
た
め
活
動
す
る



h
e
l
m
 Hoettl) 

(d) 
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
抹
殺
数

は
二
五
万
人
を
越
え
る
と
さ
れ
て
い
る
。

K
o
n
f
e
r
e
n
z
)
 

第
四
一
巻
第
四
号

一
九
四
一
年
秋
ま
で
は
主
と
し
て
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

(
K
o
r
h
e
r
r
)
に

(
W
i
l
 ,
 

ヴ
ァ
ル
テ
ラ
ン
ト
」
に
お
け
る

(
―
二
三
四
）

つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
国
防
軍
に
占
領
さ
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

ソ
ビ
エ
ト
地
区
の
ユ
ダ

「
ヴ
ァ
ン
ゼ
ー
会
議
」

(
W
a
n
n
s
e
e
 ,
 

に
お
い
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
最
終
的
解
決
」
計
画
が
、
政
府
関
係
者
や
S
S
、
警
察
の
幹
部
の
前
で
明

ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
全
体
計
画
に
お
い
て
は
、
ま
ず
当
時
の
総
督
領
と
い
わ
ゆ
る
「
ラ
イ
ヒ
ス
ガ
ウ

ゲ
ッ
ト
ー
に
集
め
ら
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
絶
滅
収
容
所
に
送
り
、
そ
こ
で
毒
ガ
ス
「
チ
ク
ロ
ン

B
」
や
排
気
ガ
ス
に
よ
っ
て
か
れ
ら
を
殺
害
す

(20) 

る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
空
い
た
ゲ
ッ
ト
ー
に
は
、
新
た
な
占
領
地
域
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
収
容
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

収
容
所
に
お
け
る
抹
殺
は
、

で
は
少
な
く
と
も
一
五
万
人
、

ヴ
ィ
ッ
ツ
で
は
百
万
人
を
越
え
る
と
さ
れ
て
お
り
、

ヒ
保
安
本
部

(
R
S
H
A
)

ク
ル
ム
ホ
フ
で
は
少
な
く
と
も
一
五
万
二
千
人
、
ベ
ル
セ
ッ
チ
で
は
少
な
く
と
も
三
九
万
人
、

ト
レ
プ
リ
ン
カ
で
は
少
な
く
と
も
七

0
万
人
が
殺
害
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

ル
プ
リ
ン
・
マ
イ
ダ
ー
ネ
ッ
ク
で
は
、

デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
陪
審
裁
判
所
の
認
定
で

全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
何
名
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
命
が
奪
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
六

0
0
万
人
と
言
わ
れ
て
い
＇
生
。
こ
れ
は
、
ラ
イ

で
働
い
て
い
た

S
S
の
将
校
で
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
バ
ン
フ
ュ
ー
ラ
ー
の
ヴ
ィ
マ
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ッ
ト
ゥ
ル

と
ハ
ウ
プ
ト
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
フ
ュ
ー
ラ
ー
の
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ヴ
ィ
ル
ス
リ
ツ
ェ
ニ
ー

(Dieter
Wilsliceny)

が
ニ
ュ
ル

(22) 

ン
ベ
ル
ク
国
際
軍
事
法
廷
で
証
言
し
た
と
こ
ろ
に
基
づ
く
。
ア
ド
ル
フ
・
ア
イ
ヒ
マ
ン
が
述
べ
て
い
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
る
と
、
約
四

0
0
万
人
は
抹
殺
収
容
所
で
殺
害
さ
れ
、
残
り
の
二

0
0
万
人
は
ロ
シ
ア
に
対
す
る
出
撃
隊
の
出
繋
に
よ
り
射
殺
さ
れ

た
と
い
う
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
の
後
、
記
録
が
発
見
さ
れ
た
が
、
こ
の
記
録
の
信
憑
性
は
統
計
局
の
コ
ル
ヘ
ア

ヤ
人
が
抹
殺
さ
れ
た
が
、

一
九
四
二
年
一
月
二

0
日
の
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る

関
法

ソ
ビ
ボ
ル

ア
ウ
シ
ュ

五
六



ナチの「不法と犯罪」の戦後処理田

国；了--、ど戸 ①最低 ①最高 ② ③ ④ 

ド イ ツ 160,000 180,000 195,000 170,000 

オーストリ ア 58,000 60,000 53,000 40,000 310,000 

チェコスロヴァキア 233,000 243,000 255,000 260,000 

デンマー ク (100人以下） 1,500 

ノ ルウェー 700 700 1,000 6,000 (1000以下）

ルクセンプルク 3,000 3,000 3,000 

オ ラ ン ダ 104,000 104,000 120,000 90,000 130,000 

ベ ル ギ 25,000 28,000 57,000 40,000 

ソ 連 1,500,000 700,000 

リ 卜 アニア 135,000 

ラ 卜 ヴィ ア 700,000 750,000 1,050,000 85,000 200,000 

エス 卜 ニア （若干）

ポーラ ン ド 2,350,000 2,600,000 3,271,000 2,800,000 300,000 

フ ラ ン ス 60,000 65,000 140,000 90,000 

イ 夕 リ ア 8,500 9,500 20,000 15,000 70,000 

ユーゴスラヴィア 55,000 58,000 64,000 55,000 60,000 

ギ リ シ ア 57,000 60,000 64,000 60,000 60,000 

プルガリ ア 5,000 7,000 言及なし

ル ー マ ニア 200,000 220,000 530,00 425,000 270,000 

Iヽ ンガリ 180,000 200,000 200,000 200,000 300,000 

難民控除人数
6,029,500 

308,000 

総計 4,194,200 4,581,200 5,721,500 5,978,000 5,100,000 

五
七

(
―
二
三
五
）

Aus : Henkys, Die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen, S. 172. 
＊なお， Reidinger,a. a. O., S. 573の表をも参照。

①最低 ¢Reidinger1953 mindestens ①最高 ¢Reidinger1953 hiichstens 
② ⇒英米の委員会1946年 4月 ③ ¢Leszczynski Juni 1946 
④ ¢Hilberg 1960 

に ← プこのの
五麿・れユ委
九どレにダ員
七目 ム

万在
ス対ヤ云

~ チ し人が
八 てが五
千はン‘殺七
人ース統害二
の九キ計さ万
死 四 1 学れ一
者六 者た五
を 年 こ, のと。
数六六ヤし 0
え月 g コた人

〇

布
学
的
方
法
を
用
い
て
、
あ
る
英
米

一
九
四
六
年
四
月
に
は
、
人
口
分

に
達
し
て
い
た
と
結
論
づ
け
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
の
抹
殺
は
、
四

0
0
万
人

日
に
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
す
で
に

に
よ
っ
て
、

一
九
四
三
年
三
月
三
一

そ
れ
で
あ
る
。

コ
ル
ヘ
ア
は
、
こ
れ

最
終
的
解
決
」
に
関
す
る
報
告
書
が
、

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の

一
九
四
三
年
初
頭
に
作
成
さ
せ
た

よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
。
ヒ
ム
ラ
ー
が



一
九
三
九
年
九
月
一
日
、

の
後
、
戦
線
の
直
接
の
背
後
で
あ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
保
安
警
察
、
保
安
局
、
国
防
軍
、

た
、
大
規
模
な
範
囲
に
管
轄
を
も
つ
出
撃
団

(
E
i
n
s
a
t
z
g
r
u
p
p
e
)

が
組
織
さ
れ
た
が
、
そ
の
任
務
は
、
外
部
的
に
は
、
と
く
に
国
防
軍

(27) 

に
対
し
て
「
戦
闘
中
の
部
隊
の
背
後
で
の
敵
対
国
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
ラ
イ
ヒ
と
ド
イ
ツ
に
敵
対
す
る
分
子
の
克
服
」
で
あ
っ
た
。
具
体

的
に
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
イ
ン
テ
リ
や
指
導
層
、
そ
し
て
ま
た
ユ
ダ
ヤ
人
を
抹
殺
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

(
a
)
 

ヒ
ト
ラ
ー
は
、
国
防
軍
を
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
侵
攻
さ
せ
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
戦
争
の
勃
発

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
出
撃
隊

⑥
出
撃
隊
に
よ
る
犯
罪

察
す
る
。

第
四
一
巻
第
四
号

(
R
e
i
d
i
n
g
e
r
)
 

た
と
発
表
し
た
。
歴
史
家
の
ラ
イ
ト
リ
ン
ガ
ー

(23) 

人
か
ら
四
五
八
万
―
二

0
0
人
の
間
で
あ
る
。
同
じ
く
歴
史
家
の
ヒ
ル
ベ
ル
ク

(24) 

い
る
。

九
四
一
年
に
ス
ト
ッ
プ
さ
れ
た
。
し
か
し
、

の
推
定
に
よ
る
と
、
最
も
低
い
推
定
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
「
無
駄
飯
食
い
」

(
n
u
t
z
l
o
s
e
y
E
s
s
e
r
)

を
排
除
し
よ
う
と
い
う
ナ
チ
の
思
想
が
実
行
さ
れ
る
。
安
楽
死
・
行
動
に
よ
り
約

(25) 

1
0
万
人
の
人
々
が
犠
牲
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
は
医
師
や
看
護
人
が
強
力
し
て
い
た
。
「
生
き
る
に
値
し
な
い
生
命
」
の
抹
殺
は
、

い
わ
ゆ
る
「
囚
人
安
楽
死
」
、

⑤
「
生
き
る
に
値
し
な
い
生
命
」
の
抹
殺
（
安
楽
死

こ
れ
を
表
に
す
る
と
、
前
頁
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

関
法

(
H
i
l
b
e
r
g
)
 

四
一
九
万
四
二

0
0

つ
ま
り
、
労
働
能
力
の
な
い
無
駄
飯
食
い
の
囚
人
の
殺
害
は
、

(26) 

継
続
さ
れ
、
「
子
供
の
安
楽
死
」
、
例
え
ば
、
致
死
的
薬
剤
の
投
与
に
よ
る
殺
害
も
継
続
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
次
章
で
考

S
S
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
作
ら
れ

に
よ
れ
は
、

一
九
四

0
年
七
月
二
日
の

五一

0
万
人
と
推
定
さ
れ
て

五
八

(
―
二
三
六



ナチの「不法と犯罪」の戦後処理田

抹殺 避難 解雇

教 師 73 67 66 

弁護士および公証人 3 2 1 

薬 剤 師 z 5 

裁 判 官 1 1 

財 務 官 僚 13 3 10 

市 行 政 1 4 

様々の職業 2 1 4 

ハ
イ
ト
リ
ッ
ビ
の
秘
密
書
類
へ
の
メ
モ
に
よ
れ
ば
、
出
撃
隊
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
指
導
層
に
関
す
る
「
絶
滅
命
令
」
を
受
け
、
こ
の
命
令

(28) 

の
遂
行
過
程
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
イ
ン
テ
リ
を
何
千
人
も
殺
害
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
九
三
九
年
―
一
月
一

0
日
の
出
撃
部
隊
一
六
の
報
告
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
イ
ン
テ
リ
に
対
し
て
遂
行
さ
れ
た
行
動
は
、
終
了
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(29) 

慎
重
な
推
定
に
よ
っ
て
も
い
わ
ゆ
る
「
イ
ン
テ
リ
作
戦
」

(lntelligenzー

A
k
t
i
o
n
)

戦
は
、
外
国
で
こ
れ
に
つ
い
て
報
道
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
へ

ら
八
万
人
の
人
々
が
、
専
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
が
、
被
害
に
遭
っ
て
い
る
。
そ
の
作

(30) 

一
九
四

0
年
初
頭
に
中
止
さ
れ
た
。

一
九
四
一
年
五
月
以
降
、

四
つ
の
「
保
安
警
察
と

S
D
の
長
官
の
出
撃
団
」
が
組
織
さ
れ
、
そ
れ
は
そ

れ
ぞ
れ
四
つ
か
ら
五
つ
の
出
撃
隊
な
い
し
特
殊
部
隊

(
E
i
n
s
a
t
zー

b
z
w
.
S
o
n
d
e
r
k
o
m
m
a
n
d
o
s
)
 

ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
保
安
警
察
（
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
と
刑
事
警
察
）

の
所
属
員
、

た
が
、
後
に
警
察
補
充
隊
お
よ
び
武
装
S

S
の
大
隊
が
加
わ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
ラ
イ
ヒ
総
監
S
S
な
い

し
ラ
イ
ヒ
保
安
本
部
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
指
示
の
範
囲
内
で
、
民
間
人
に
対
し
て
処
刑
処
分
を
実
行
す

る
特
殊
な
警
察
的
任
務
を
帯
び
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
ラ
イ
ヒ
総
監
S
S
に
責
任
を
負
う
の
で
あ

り
、
国
防
軍
に
で
は
な
か
っ
た
。

(
b
 

ロ
シ
ア
ヘ
の
出
兵
開
始
の
直
後
、

ソ
ビ
エ
ト
出
兵
に
お
け
る
出
撃
隊

五
九

一
九
四
一
年
六
月
に
、
出
撃
隊
お
よ

0
日
か
ら
―
一
月
一

0
日
ま
で
の
結
果
は
、
上
の
表
の
通
り
で
あ
る
。

1
0
月
三

に
よ
り
六
万
人
か

に
分
け

S
D
の
所
属
員
か
ら
な
っ

び
出
撃
部
隊
は
、
そ
の
出
撃
範
囲
内
で
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
を
解
決
す
る
よ
う
、

つ
ま
り
、
労
働
力
と

(
―
二
三
七
）



①
ナ
チ
犯
罪
の
類
型

④
オ
ビ
ッ
ツ
に
よ
る
ナ
チ
犯
罪
裁
判
の
分
布
研
究

ア
メ
リ
カ
人
捕
虜
の
殺
害
な
ど
が
あ
る
。

⑦
 

ぼ
九
万
人
で
あ
っ
て
、
総
じ
て
、
ほ
ぼ
五
六
万
人
で
あ
る
。

撃
隊
A
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
二
五
万
人
、

B
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
七
万
人
、

C
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
一
五
万
人
で
あ
り
、

D
に
つ
い
て
は
ほ

一
九
四
二
年
四
月
ま
で
の
被
害
者
の
数
は
、
出

全
体
数
、

一
人

(

a

)

 

一
三
六
四
ニ
―
人
、

(b)
共
産
党
員
、

1
0
六
四
人
、

(

C

)

パ
ル
チ
ザ
ン
、
五
六
人
、

(
d
)
精
神
病
者
、

実
行
さ
れ
た
処
刑
の
数
に
つ
い
て
、
(

a

)

「
処
刑
に
つ
い
て

関
法

第
四
一
巻
第
四
号

し
て
必
要
で
な
い
す
べ
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
殺
害
す
る
よ
う
命
令
を
受
け
た
。

一
九
四
二
年
二
月
六
日
、
出
撃
隊
A
の
指
導
者
で
保
安
警
察

(31) 

お
よ
び
S
D
の
命
令
権
者
は
、
三
つ
の
彼
に
服
す
る
出
撃
部
隊
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
電
報
を
打
っ
た
。

他
（
詳
し
く
述
べ
よ
）

カ
ウ
エ
ン
・
リ
ト
ア
ニ
ア
に
駐
屯
す
る
出
撃
隊
三
の
回
答
は
、
「
出
撃
隊
三
に
よ
る
一
九
四
二
年
二
月
一
日
ま
で
の
処
刑
に
関
し
て
、

ユ
ダ
ヤ
人
、

六
五
―
―
一
人
、
（

e
）
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、

ユ
ダ
ヤ
人
、

(
b
)
共
産
党
員
、

(
C
)

四
四
人
、

個
々
の
出
撃
隊
は
、
「
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
事
件
報
告
」
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、

(
―
二
三
八
）

パ
ル
チ
ザ
ン
、

(
d
)
精
神
病
者
、

(
e
)
そ
の

に
分
け
て
速
や
か
に
報
告
を
乞
う
。
全
体
数
の
中
の
助
勢
と
子
供
の
数
は
ど
れ
ほ
ど
か
」
。

ロ
シ
ア
の
戦
争
捕
虜
、
二
八
人
、
ジ
プ
シ
ー
、
五
人
、

ア
ル
メ
ニ
ア
人
、

ニ
ニ
八
二
七
二
人
、
そ
の
う
ち
女
性
、
五
五
五
五
六
人
、
子
供
、
三
四
四
六
四
人
」
で
あ
っ
た
。

(32) 

そ
の
他
、
、
ジ
プ
シ
ー
の
抹
殺
、
そ
し
て
、
民
族
裁
判
所
に
よ
る
司
法
殺
人
（
五

0
0
0
以
上
の
死
刑
判
決
）
、

ソ
ビ
エ
ト
人
捕
虜
、

(33) 

オ
ピ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
犯
罪
類
型
に
分
け
ら
れ
る
。
次
に
、
こ
の
オ
ピ
ッ
ツ
の
研
究
に
も
と
づ
い
て
、
ナ
チ
犯
罪
、
と
く

六
〇



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

②
犯
罪
群
に
お
け
る
傾
向

ー上

ノ‘

に
謀
殺
罪
の
展
開
と
統
計
的
数
字
を
紹
介
す
る
た
め
に
、
こ
の
分
類
を
ま
ず
紹
介
し
て
お
こ
う
。
オ
ピ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
ナ
チ
犯
罪
は
、

①
一
九
三
三
年
政
権
交
代
後
の
政
敵
の
排
除
、
②
い
わ
ゆ
る
「
レ
ー
ム
一
揆
」
事
件
、
③
一
九
三
八
年
―
一
月
の
ポ
グ
ロ
ム

ラ
イ
ヒ
水
晶
の
夜
）
、
④
-
九
三
九
年
八
月
三
一
日
ま
で
の
強
制
収
容
所
お
よ
び
刑
務
所
に
お
け
る
犯
罪
、
⑤
一
九
三
九
年
九
月
一
日
か

ら
一
九
四
五
年
五
月
八
日
ま
で
の
ラ
イ
ヒ
領
域
に
お
け
る
強
制
収
容
所
お
よ
び
刑
務
所
に
お
け
る
犯
罪
、
⑥
占
領
地
域
に
お
け
る
強
制
収

容
所
、
絶
滅
収
容
所
、
お
よ
び
ゲ
ッ
ト
ー
に
お
け
る
犯
罪
、
⑦
施
設
内
の
大
量
殺
人
（
い
わ
ゆ
る
「
安
楽
死
」
）
‘
⑧
ポ
ー
ラ
ン
ド
お
よ
び

ソ
ビ
エ
ト
に
お
け
る
出
撃
隊
に
よ
る
大
量
抹
殺
犯
罪
、
⑨
最
終
段
階
の
犯
罪
、

お
よ
び
そ
の
他
の
人
々
に
対
す
る
ナ
チ
殺
人
、
⑩
そ
の
他
の
犯
罪
、
以
上
の
犯
罪
類
型
に
入
ら
な
い
す
べ
て
の
ナ
チ
殺
害
犯
罪
に
分
け
ら

れ
る
e

こ
の
分
類
は
、
大
方
、
連
邦
司
法
省
の
報
告
書
と
一
致
す
る
。
強
制
収
容
所
犯
罪
（
④
と
⑤
）
が
、
こ
こ
で
は
二
分
さ
れ
て
い
る

点
が
、
報
告
書
と
は
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
占
領
地
域
の
強
制
収
容
所
は
、
部
分
的
に
絶
滅
収
容
所
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

②
有
罪
判
決
数
と
年
代

有
罪
判
決
の
年
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
領
域
で
の
裁
判
所
で
一
九
六
五
年
ま
で
に
第
一
審
有
罪
判
決
が
出
て
、

月
三
一
ま
で
に
確
定
し
た
判
決
、
三
一
九
件
を
調
査
し
た
オ
ピ
ッ
ツ
は
、
次
頁
の
よ
う
な
表
を
掲
げ
て
い
矩
゜

そ
れ
〔
第
六
類
型
〕
、
そ
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
ソ
ビ
エ
ト
に
お
け
る
出
撃
隊
の
大
量
殺
数
犯
罪
〔
第
八
類
型
〕

一
九
七

0
年
―
ニ

第
一
段
階
に
お
い
て
行
わ
れ
た
ラ
イ
ヒ
領
域
に
お
け
る
強
制
収
容
所
や
刑
務
所
の
中
で
の
犯
罪
〔
第
五
類
型
〕
お
よ
び
占
領
領
域
で
の

の
手
続
に
お
い
て
は
、
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
出
撃
部
隊
や
強
制
収
容
所
に
お
い
て
、
多
数
の
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
当
時
の

(35) 

判
決
か
ら
わ
か
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
「
個
別
行
為
」
の
背
景
が
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
証
人
が
い
な

(
―
二
三
九
）

一
九
四
五
年
初
年
に
行
わ
れ
た
外
国
人
労
働
者
、
囚
人
、

（
い
わ
ゆ
る



一審判決の年 犯罪群① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 合計 ％ 

1946年 I 5 3 ， 
1947年 2 15 11 28 

1948年 ， 1 1 7 7 25 

1949年 2 1 I ， 7 3 23 

1950年 3 1 2 3 2 2 2 15 

小計 17 I 2 I 3 12 27 2 30 5 100 

％ 77.3 9.4 15. 2 100 2. 9 69. 7 21.7 31. 3 

1951年 3 I 2 3 1 1 11 

1952年 1 1 1 1 4 

1953年 2 4 1 7 

1954年 1 I 2 I 1 6 

1955年 2 2 1 5 

小計 1 5 1 1 7 12 1 3 2 33 

％ 71. 4 21. 9 15. 2 69. 7 21. 7 10.4 

1956年 2 1 3 

1957年 2 2 2 6 

1958年 1 1 11 1 14 

1959年 2 2 4 

1960年 4 2 4 3 13 

小計 7 6 ， 13 5 40 

％ 18. 7 11. 4 18. 8 11. 6 12. 5 

1961年 1 4 I 17 23 

1962年 4 3 I 10 1 8 27 

1963年 1 11 15 4 2 33 

1964年 2 6 7 2 17 

1965年 4 7 27 4 4 46 

小計 4 1 5 16 46 53 5 16 146 

％ 18. 2 50 58. 2 76.8 11. 6 69. 6 45.8 

全体 22 7 3 14 32 79 27 69 43 23 319 100 

関
法

第
四
一
巻
第
四
号

Aus: Opitz, Strafverfahren und Strafvollstreckung bei NS-Gewaltverbrechen, S. 30. 

れ
は
、

一
九
六
一
年
か
ら
一
九

に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

著
し
く
増
加
す
る
よ
う
な
捜
査

爾
後
、
短
期
間
で
有
罪
判
決
が

後
の
努
力
に
よ
っ
て
初
め
て
、

五
八
年
の
ウ
ル
ム
で
の
訴
訟
の

続
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。

一
九

領
域
に
お
い
て
の
み
不
断
の
手

強
制
収
容
所
に
お
け
る
殺
害
の

か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

捜
査
当
局
の
協
カ
・
調
整
が
な

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、

料
は
、
行
為
の
規
模
を
表
象
す

た
こ
と
な
ど
の
理
由
が
考
え
ら

た
こ
と
、
処
理
能
力
が
な
か
っ

六

か
っ
た
こ
と
、
資
料
が
な
か
っ

（
―
二
四

0
)

れ
る
。
第
一
段
階
の
時
代
の
資



六
五
年
の
段
階
だ
け
で
、
全
有
罪
判
決
の
四
五
．
九
パ
ー
セ
ン
ト
が
発
生
し
た
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
上
記
の
犯
罪
群
と
そ
の
他

の
ど
の
類
型
に
も
属
さ
な
い
ナ
チ
犯
罪
〔
第
一
〇
類
型
〕

以
上
に
よ
っ
て
、

六

に
お
い
て
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
全
有
罪
判
決
の
五

0
パ
ー
セ
ン

ナ
チ
犯
罪
の
概
念
内
容
と
諸
類
型
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
か
と
思
う
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
ナ
チ
犯
罪
が
戦

後
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
か
を
、
主
と
し
て
こ
れ
ら
の
類
型
別
に
法
理
論
的
問
題
点
を
も
考
慮
し
な
が
ら
次
節
で
、

(
1
)
 
H
e
i
n
z
 Artzt, N
 ur
 A
b
g
r
e
n
z
u
n
g
 v
o
n
 K
r
i
e
g
s
v
e
r
b
r
e
c
h
e
n
 u
n
d
 N
S
 ,
 
V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
,
 in 
:
 Ad
a
l
b
e
r
t
 Ri.ickerl `（
Hrsg.), 
N
S
 
,
 
Prozesse. 

N
a
c
h
 2
5
 J
a
h
r
e
n
 S
t
r
a
f
v
e
r
f
o
l
g
u
n
g
:
 M
o
g
l
i
c
h
k
e
i
t
e
n
 ,
 Gr
e
n
z
e
n
 ,
 
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
,
 2
.
 
Aufl. ｀
 
1
9
7
2
,
 

s. 
1
6
3
£
£
 ・
;
 
ders., N
 ur
 A
b
g
r
e
n
z
u
n
g
 v
o
n
 

K
r
i
e
g
s
v
e
r
e
c
h
e
n
 
u
n
d
 N
S
 ,
 Ve
r
b
r
e
c
h
e
n
,
 
G

A

 19
6
9
 `
 
S. 
1
4
£
£
.
 
;
 vgl. 

B
e
r
n
d
 
H
e
y
,
 
D
i
e
 N
S
 ,
 
P
r
o
z
e
s
s
e
 ,
 Pr
o
b
l
e
m
e
 einer juristischen 

V
e
r
g
a
n
g
e
n
h
e
i
t
s
b
e
w
i
i
l
t
i
g
u
n
g
,
 in: W
e
b
e
r
/
S
t
e
i
n
b
a
c
h
,
 V
e
r
g
a
n
g
e
n
h
e
i
t
s
b
e
w
i
i
l
t
i
g
u
n
g
 d
u
r
c
h
 Strafverfahren?, 1
9
8
4
 `
 
s. 5
6
.
 

(
2
)

こ
れ
は
、
「
フ
エ
ル
キ
ッ
シ
ェ
・
ペ
オ
バ
ハ
タ
ー
」
に
お
い
て
、
ポ
テ
ン
パ
事
件

(
P
o
t
e
m
p
a
,
 
Fall)

を
コ
メ
ン
ト
し
た
・
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・

ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
言
葉
で
あ
る

(
V
g
l
•
H
e
i
n
r
i
c
h
 H
a
n
n
o
v
e
r
/
E
l
i
s
a
b
e
t
h
 H
a
n
n
o
v
e
r
 ,
 
Dri.ick, 
Politische Justiz 1
9
1
8
 ,
 1
9
3
3
,
 
1
9
8
7
,
 
s. 

3
0
6
.
)

。
ポ
テ
ン
パ
事
件
と
は
、
一
九
三
二
年
八
月
九
日
に
、
ポ
テ
ン
パ
で
、
ナ
チ
ス
ト
達
が
、
共
産
主
義
者
を
殺
し
、
八
月
二
二
日
に
ボ
イ
テ

ン
の
近
郊
の
特
別
裁
判
所
に
お
い
て
、
政
治
的
故
殺
と
し
て
五
件
の
死
刑
判
決
が
出
さ
れ
た
事
件
を
い
う
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
ハ
ノ
ー

フ
ァ
ー
／
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
11

ド
リ
ュ
ッ
ク
の
前
掲
書
三

0
一
頁
以
下
の
他
に
、

P
a
u
l
K
l
u
k
e
,
 D
e
r
 Fall 
P
o
t
e
m
p
a
.
 D
o
k
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
 in 
:
 

Vierteljah 

(
3
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
、
v
g
l
•
D
.
 M
a
j
e
r
 
:• 

F
r
e
m
d
v
o
l
k
i
s
c
h
e
"
 i
m
 Dritten R
e
i
c
h
,
 1
9
8
1
,
 
S. 8
2
£
£
.
 

私
法
上
の
権
利
能
力
の
制
限
を

主
張
す
る
論
稿
と
し
て
、

vgl.
K
a
r
l
 L
a
r
e
n
z
,
 
R
e
c
h
t
s
p
e
r
s
o
n
 u
n
d
 subjektives R
e
c
h
t
,
 in :
 Gr
u
n
d
f
r
a
g
e
n
 d
e
r
 n
e
u
e
n
 R
e
c
h
t
s
w
i
s
s
e
n
 ,
 

schaft, 1
9
3
5
,
 
S. 2
4
1
£
£
.
 

(
4
)
 
V
g
l
.
 R
e
i
n
h
a
r
d
 H
e
n
k
y
s
,
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 u
n
d
 G
e
r
i
c
h
t
 d
e
r
 nationalsozialistischen G
e
w
a
l
t
v
e
r
b
r
e
c
h
e
n
,
 in: 
H
e
n
k
y
s
,
 D
i
e
 national ,
 

sozialistischen G
e
w
a
l
t
v
e
r
b
r
e
c
h
e
n
 `
 
s. 2
5
.
 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

検
討
し
た
い
。

ト
を
超
え
る
も
の
が
行
わ
れ
た
。

(
-
―
一
四
一
）
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(
5
)
 
H
e
n
k
y
s
,
 a. 
a. 
0., S. 2
6
.
 

な
お
、
人
種
概
念
と
民
族
概
念
の
相
違
に
つ
い
て
は
、

D
.
M
a
j
e
r
,
 a. 
a. 
0., 
S. 88ff・

山
中
敬
一
「
ナ
チ
ス
刑
法

に
お
け
る
『
法
の
革
新
』
の
意
義
」
関
西
大
学
法
学
研
究
所
研
究
叢
書
第
一
二
冊
『
ナ
チ
ス
法
の
思
想
と
現
実
』
(
-
九
八
九
年
）
一
八
六
頁
参
照
。

(
6
)

法
幹
部
の
内
部
的
強
制
的
同
質
化
と
外
部
的
強
制
的
同
質
化
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
山
中
・
前
掲
書
一
六
四
頁
以
下
、
一
八
一
頁
以
下
参
照
。

(
7
)
S
S
の
組
織
や
実
態
に
つ
い
て
は
、

v
g
l
•
B
u
c
h
h
e
i
m
/
B
r
o
s
z
a
t
/
J
a
c
o
b
s
o
n
/
K
r
a
u
s
n
i
c
k
,
 A
n
a
t
o
m
i
e
 d
e
s
 S
S
 ,S岱
ates,
1., 
2
.
 
B
d
e
,
 4
.
 

Aufl., 1
9
8
4
.
 

(8) 
V
g
l
.
 H
e
n
k
y
s
,
 a. 
a. 
0., 
S. 3
5
.
 

(
9
)
 
Vgl. 
K
a
r
l
 Dietrich 
B
r
a
c
h
e
r
,
 D
i
e
 K
r
i
e
s
e
 W
e
i
m
a
r
s
 u
n
d
 die 
S
t
u
f
e
n
 d
e
r
 M
a
c
h
t
e
r
g
r
e
i
f
u
n
g
,
 i
n
:
 W
o
l
f
g
a
n
g
 M
i
c
h
a
l
k
a
 (Hrsg.), 

D
i
e
 nationalsozialistische M
a
c
h
t
e
r
g
r
e
i
f
u
n
g
,
 1
9
8
4
,
 
S. 3
f
f
.
 

こ
の
プ
ラ
ッ
ハ
ー
の
段
階
区
分
に
よ
る
と
、
第
二
段
階
は
、
権
力
確
立
の
時

期
で
あ
っ
て
一
九
三
三
年
七
月
か
ら
一
九
三
四
年
初
頭
ま
で
、
第
三
段
階
は
、
内
部
的
権
力
対
立
の
時
期
で
あ
っ
て
一
九
三
四
年
七
月
ま
で
、
第

四
段
階
は
、
一
九
三
四
年
七
月
一
三
日
の
強
制
的
同
質
化
さ
れ
た
ラ
イ
ヒ
議
会
の
開
催
か
ら
始
ま
る
。
な
お
、
プ
ラ
ッ
ハ
ー
『
ド
イ
ツ
の
独
裁
」

I

（
山
口
定
・
高
橋
進
訳
）
（
一
九
七
五
年
）
四
一
五
頁
以
下
、
四
三
六
頁
以
下
な
ど
を
も
参
照
。

(10)

こ
の
事
件
に
対
す
る
司
法
省
の
対
処
に
つ
い
て
は
、

L
o
t
h
a
r
G
r
u
c
h
m
a
n
n
,
 J
 ustiz i
m
 Dritten R
e
i
c
h
 1
9
3
3
 ,
 1
9
4
0
,
 
1
9
8
8
,
 
s. 4
3
4
f
f
.
 

が、

詳
し
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
に
予
定
し
て
い
る
「
ナ
チ
ス
法
学
と
ド
イ
ツ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の
中
で
採
り
上
げ
る
予
定
で
あ
る
。
な
お
、

vgl. 
M
a
t
h
i
l
d
e
 J
a
m
i
n
,
 D
a
s
 E
n
d
e
 d
e
r
 ,
,
M
a
c
h
t
e
r
g
r
e
i
f
u
n
g
"
 ＂ 
D
e
r
 3
 0
 
• 

J
u
n
i
 1
9
3
4
 
u
n
d
 seine W
a
h
m
e
h
m
u
n
g
 in 
d
e
r
 B
e
v
o
l
k
e
r
u
n
g
,
 

D
i
e
 nationalsozialistische M
a
c
h
t
e
r
g
r
e
i
f
u
n
g
,
 S. 2
0
7
f
f
.
 

(
1
1
)
R
苦
kerl,
N
S
 
,
 
V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
 v
o
r
 Gericht, 1
9
8
4
,
 
S. 2
7
.
 

(12)

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
っ
て
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る
レ
ー
ム
ら
の
殺
害
を
正
当
化
す
る
論
文
の
タ
イ
ト
ル

(
D
e
r
Fiihrer schiitzt 
d
a
s
 

R
e
c
h
t
,
 D
J
 N
 1
9
3
4
,
 
Sp. 9
4
5
f
f
.
)

と
し
て
使
わ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
後
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
唯
一
の
法
源
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(13) 
Vgl. Riickerl, a. 
a. 
0., 
S. 2
7
f
f
.
 

(14) 
N
o
a
m
/
K
r
o
p
a
t
,
 J
u
d
e
n
 v
o
r
 G
e
r
i
c
h
t
 1
9
3
3
 ,
 1
9
4
5
,
 1
9
8
6
,
 
S. 
lff. 

(15) 
K
e
m
p
n
e
r
,
 in: W
a
l
k
,
 D
a
s
 S
o
n
d
e
r
r
e
c
h
t
 fiir 
die J
u
d
e
n
 in N
S
 
,
 Staat, 1
9
8
1
,
 
Einfiihrung, S. 
XIII・ 

(16) 
Geitz, a. 
a. 
0., S. 6
6
.
 

(
1
7
)こ
の
事
件
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
V
g
l
•
H
e
r
m
a
目
G
r
a
m
l
,
Reichskristallnacht, 1
9
8
8
,
 
S. 9ff・ 

六
四

(
-
―
一
四
一
―
)



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

六
五

(18) 
G
a
t
z
,
 a. 
a. 
0., S. 7
3
£
£
.
 

(19) 
N
o
a
m
/
K
r
o
p
a
t
,
 a. 
a. 
0., 
S. 
3
£
.
 

ま
た
、
一
九
四
―
―
―
年
七
月
一
日
の
命
令

(
1
3
.

V
e
r
o
r
d
n
u
n
g
 z
u
m
 Reichsbi.irgergesetz v
o
m
 1. 
7
.
 

1943• 

R
G
B
I
.
 I
 

S. 3
7
2
)

に
よ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
可
罰
的
行
為
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
で
は
な
く
警
察
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人
の

財
産
は
、
そ
の
死
後
、
ラ
イ
ヒ
に
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

(20) 
Ri.ickerl, 
a. 
a. 
0・
乙

s.
5
l
f
f
.
 

(21) Vgl• 

H
e
n
k
y
s
,
 a. 
a. 
0., S. 
1
6
9
.
 

(22) Vgl• 

H
e
n
k
y
s
,
 a. 
a. 
0., S. 
1
6
9
.
 

(23) 
G
e
r
a
l
d
 R
e
i
d
i
n
g
e
r
,
 D
i
e
 Endliisung. Hitlers V
e
r
s
u
c
h
 d
e
r
 A
u
s
r
o
t
t
u
n
g
 d
e
r
 J
u
d
e
n
 E
u
r
o
p
a
s
 1
9
3
9
-
1
9
4
5
,
 1
9
7
9
,
 
S. 5
5
7
£
£
.
 

(24) 
V
g
l
.
 H
e
n
k
y
s
,
 a. 
a. 
0., S. 
1
7
1
.
 

(25)

こ
れ
に
つ
い
て
、
上
田
健
二
「
末
期
医
療
と
医
師
の
生
命
維
持
義
務
の
限
界
①
」
同
志
社
法
学
二

0
七
号
(
-
九
八
九
年
）
八
頁
以
下
参
照
。

と
く
に
、
す
で
に
一
九
二

0
年
の
段
階
で
学
問
的
に
こ
の
安
楽
死
計
画
を
推
奨
し
た
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
ホ
ッ
ヘ
「
生
存
に
価
値
な
き
生
命
の
毀

滅
I

そ
の
程
度
と
形
式
」
（
B
i
n
d
i
n
g
/
H
o
c
h
e
,
D
i
e
 F
r
e
i
g
a
b
e
 l
e
b
e
n
s
u
n
w
e
r
t
e
n
 L
e
b
e
n
s
,
 Leipzig 1
9
2
0
)
 

(
一
九
二

0
年
）
の
そ
こ
で
の

紹
介
を
見
よ
。
そ
の
他
、
宮
野
彬
「
生
き
る
生
命
を
絶
つ
こ
と
の
許
容
性
ー
ピ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
ホ
ッ
ヘ
の
見
解
を
中
心
に
」
鹿
大
法
学
論
集
三

号
(
-
九
六
七
年
）
一
三

0
頁
以
下
を
も
参
照
。
な
お
、
「
生
き
る
価
値
の
な
い
」

(
l
e
b
e
n
s
u
n
w
e
r
t
)

と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
・

ホ
ッ
ヘ
の
著
書
に
由
来
す
る
。

(26) 
Vgl. P
e
t
e
r
 S
t
e
i
n
b
a
c
h
,
 Nationalsozialistische G
e
w
a
l
t
v
e
r
b
r
e
c
h
e
n
,
 1
9
8
1
,
 
S. 1
8
.
 

(27) 
Ri.ickerl, 
a. 
a. 
0., S. 3
5
£
£
.
 

ド
イ
ツ
が
、
一
九
＿
―
-
九
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
五
年
間
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
支
配
し
て
い
た
間
に
ボ
ー
ラ
ン
ド
に

お
い
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
対
し
て
行
わ
れ
た
ナ
チ
犯
罪
が
最
も
多
く
ま
た
最
も
酷
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
い
わ
ば
「
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
民
族
的
・
ナ
チ
的
世
界
観
理
論
と
政
策
の
適
用
領
域
」
と
な
る
と
い
う
運
命
を
負
わ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
(
V
g
l
•

H
e
n
k
y
s
 `
 
a. 
a. 
0., S. 7
5
.
)
 

(28) 
R
u
c
k
e
r
!
 `
 
a. 
a. 
0., S. 3
7
.
 

(29)

こ
の
作
戦
の
実
行
に
つ
い
て
は
、
軍
の
内
部
か
ら
の
多
数
の
抗
議
が
寄
せ
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
病
人
輸
送
部
五
八
一
の
第
一
＝
中
隊
の
中
隊
長
は
、

一
九
三
九
年
一

0
月
九
日
に
ヒ
ト
ラ
ー
に
宛
て
て
、
公
式
ル
ー
ト
を
通
じ
て
、
報
告
し
、
そ
の
中
で
一
九
三
九
年
一

0
月
八
日
に
シ
ュ
ヴ
ェ
ッ
ツ

に
お
い
て
民
族
ド
イ
ツ
自
衛
隊
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
大
量
射
殺
、
と
く
に
二
歳
か
ら
八
歳
の
子
供
を
射
殺
し
た
こ
と
に
対
す
る
怒
り
を
露
に
し

(-―一四一＿一）



第
四
一
巻
第
四
号

て
い
る

(Ri.ickerl,
a. 
a. 
0., S. 3
7
.
)

。

(
3
0
)
R
狩
kerl,
a. 
a. 
0., S. 
41. 

(31) 
Ri.ickerl, a. 
a. 
0., S. 4
2
.
 

(32)

司
法
殺
人
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
関
心
か
ら
重
要
で
あ
る
の
で
、
第
三
節
で
改
め
て
論
じ
る
。

(33) 
Oppitz, S
t
r
a
f
v
e
r
f
a
h
r
e
n
 u
n
d
 S
t
r
a
f
v
e
r
s
t
r
e
c
k
u
n
g
 bei N
S
 
,
 Ge
w
a
l
t
v
e
r
b
r
e
c
h
e
n
,
 1
9
7
9
,
 
S. 2
7
.
 

(34) 
Oppitz, a. 
a. 
0., S. 3
0
.
 

(35) 
O
p
p
i
t
z
,
 a. 
a. 
0., 
S. 3
5
.
 

密

告

事

件

（
―
二
四
四
）

密
告

(
D
e
n
u
n
z
i
a
 tion)

は
、
権
力
者
が
直
接
実
行
し
た
「
犯
罪
行
為
」
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
国
民
が
、
権
力
機
構
を
間
接
的
に
利

用
し
て
、
他
人
を
陥
れ
、
あ
る
い
は
、
権
力
機
構
の
心
理
的
圧
力
に
唆
さ
れ
て
仲
間
を
売
る
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
行
為

の
中
に
は
、
国
民
の
相
互
監
視
に
よ
る
統
制
を
支
配
の
道
具
と
し
た
ナ
チ
ス
の
恐
怖
支
配
の
特
徴
が
典
型
的
に
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
密

告
が
国
民
相
互
間
で
の
裏
切
り
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
密
告
者
に
対
す
る
摘
発
・
糾
弾
の
動
機
は
強
い
。
こ
れ

を
反
映
し
て
か
、
戦
後
の
ナ
チ
犯
罪
裁
判
に
お
い
て
は
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
の
主
た
る
適
用
事
例
は
、
密
告
の
事
案
で
あ
っ
た
の
で

越
え
る
。
し
か
し
、
証
明
な
し
と
し
て
、
無
罪
と
さ
れ
る
例
も
多
く
、

あ
り
、
当
初
、
戦
後
の
判
例
に
お
い
て
量
的
に
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
。
密
告
事
件
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
の
全
体
数
は
、
六

0
0名
を

(36) 

一
九
六
四
年
の
最
後
の
密
告
事
件
も
無
罪
に
終
わ
っ
た
と
い
う
。

①
密
告
事
件
の
意
義

(1) 
第
二
節
ナ
チ
犯
罪
裁
判
の
典
型
例

関
法

六
六



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

に
対
す
る
罪
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

六
七

密
告
事
件
の
犯
罪
構
成
要
件
は
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
二
条
の
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
」
で
あ
る
。
人
道
に
対
す
る
犯
罪
は
、
こ
こ

で
そ
の
内
容
を
も
う
一
度
紹
介
す
る
と
、
「
暴
行
行
為
お
よ
び
軽
罪
、
そ
れ
に
、
次
の
、
上
の
構
成
要
件
に
尽
き
な
い
例
、

つ
ま
り
、
謀

殺
、
根
絶
、
奴
隷
化
、
強
制
連
行
、
自
由
剥
奪
、
拷
問
、
強
姦
、
ま
た
は
そ
の
他
の
文
明
国
の
国
民
に
向
け
て
実
行
さ
れ
た
非
人
道
的
な

行
為
を
含
む
。
さ
ら
に
、
政
治
的
、
人
種
的
ま
た
は
宗
教
的
理
由
か
ら
の
迫
害
で
あ
る
。
そ
の
際
、
そ
れ
ら
の
行
為
が
、
そ
の
行
為
が
実

行
さ
れ
た
国
の
国
法
を
侵
害
す
る
か
ど
う
か
は
考
慮
し
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
類
型
の
う
ち
、
密
告
の
場
合
、
と

く
に
「
暴
行
行
為
」
「
そ
の
他
の
非
人
道
的
な
行
為
」
ま
た
は
「
迫
害
」
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
人
道

一
九
四
六
年
―
一
月
ニ
―
日
の
法
務
部
、
地
方
執
行
部
の
公
式

(37) 

伝
達
に
お
い
て
「
密
告
者
事
件
は
、
訴
追
さ
れ
、
ド
イ
ツ
の
正
規
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

(38) 

ま
ず
、
「
暴
力
行
為
ま
た
は
そ
の
他
の
非
人
道
的
な
行
為
」
が
一
っ
の
概
念
な
の
か
二
つ
の
概
念
な
の
か
争
い
が
あ
っ
た
。
キ
ー
セ
ル

(39)

（

40) 

バ
ッ
ハ
は
、
暴
力
行
為
と
い
う
総
体
概
念
の
例
示
で
あ
る
と
解
釈
し
、
ラ
ン
ゲ
も
こ
れ
に
従
う
。
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
中
に
は
、
「
暴

カ
行
為
」
に
当
て
は
め
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
密
告
自
体
が
、
暴
力
行
為
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
有
責
に

(41) 

惹
起
し
、
ま
た
は
目
指
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
判
例
の
中
に
は
（
ハ
ム
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
よ
う
に
）
、
「
暴
行
行
為
」
を
「
残

酷
行
為
」
に
読
み
替
え
る
も
の
も
あ
る
。
倫
理
・
心
情
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
心
情
刑
法
で
あ
る
と

(

4

2

)

(

4

3

)

 

い
う
批
判
が
あ
る
。
多
く
の
判
例
は
、
密
告
を
、
同
じ
く
管
理
理
事
会
法
一

0
号
の
二
条
一
項
C

の
「
迫
害
」
の
概
念
の
も
と
に
入
れ
る
。

管
理
理
事
会
指
令
三
八
号
は
、
密
告
を
迫
害
概
念
の
下
位
事
例
だ
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
迫
害
へ
の
そ
の
他
の
寄
与
」
（
二
条
九
号
）

(44) 

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

②
密
告
事
件
の
犯
罪
構
成
要
件

(
―
-
＿
四
五
）



こ。t
 

よ
っ
て
彼
を
拘
禁
さ
せ
、

の
ち
に
絞
首
刑
に
さ
せ
た
。
被
告
人
と
同
じ
階
に
、
元
の
ヘ
ッ
セ
ン
内
務
大
臣
ロ
イ
シ
ュ
ナ
ー
が
家
族
と
と
も

に
住
ん
で
い
た
が
、
被
告
人
と
ロ
イ
シ
ュ
ナ
ー
夫
人
は
仲
が
悪
か
っ
た
。

人
の
と
こ
ろ
へ
下
宿
人
と
し
て
引
っ
越
し
て
き
た
。
彼
の
任
務
は
ロ
イ
シ
ュ
ナ
ー
を
密
か
に
探
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
被
告
人
は
、

ロ
イ

シ
ュ
ナ
ー
が
元
の
ヘ
ッ
セ
ン
の
内
務
大
臣
だ
と
は
、
全
く
知
ら
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
が
、
こ
れ
は
信
用
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

裁
判
所
は
、

B
の
任
務
に
つ
い
て
も
詳
し
く
知
っ
て
い
た
と
確
信
す
る
。
さ
ら
に
彼
女
は
、

一
九
四
四
年
七
月
二

0
日
の
暗
殺
事
件
の
あ
と
、

ロ
イ
シ
ュ
ナ
ー
の
夫
人
が
、
夫
の
居
所
を
教
え
な
か
っ
た
た
め
に
、
逮
捕
さ
れ
た
。

ロ
イ
シ
ュ
ナ
ー
は
、
以
前
か
ら
逮
捕
が
迫
っ
て
い
る
の
を
予
想
し
て
、
た
ま
に
し
か
こ
の
住
居
を
使
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
住
居
に
来

る
と
き
は
、
裏
戸
か
ら
入
る
よ
う
に
し
て
い
た
が
、
こ
の
事
実
を
も
、
被
告
人
は
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
に
告
げ
て
い
る
。
証
人
の
証
言
に
よ
れ
ば
、

ゲ
シ
ュ
タ
ポ
は
、
被
告
人
の
知
ら
せ
で
、
彼
女
の
と
こ
ろ
に
来
て
、

〔
判
旨
〕

ロ
イ
シ
ュ
ナ
ー
一
家
を
自
ら
も
密
偵
し
て
い

ロ
イ
シ
ュ
ナ
ー
を
探
し
て
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
ロ
イ
シ
ュ
ナ
ー
が
、

近
く
の
元
の
家
政
婦
の
家
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
も
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
に
教
え
た
。

被
告
人
は
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
二
条
一
項
C

、
二
項
、
三
項
の
犯
罪
に
よ
り
有
罪
で
あ
る
。
そ
の
条
項
に
よ
れ
ば
、
他

人
を
政
治
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
理
由
か
ら
迫
害
し
た
者
は
処
罰
さ
れ
る
。
発
生
し
た
結
果
、

つ
ま
り
、
被
迫
害
者
の
逮
捕
や
、
処
刑
が
、

迫
害
と
因
果
関
係
に
立
つ
必
要
は
な
い
。
迫
害
そ
の
も
の
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
迫
害
か
ら
さ
ら
に
不
利
な
結
果
が
生
じ
た
な
ら
ば
、
こ

の
事
情
は
、
量
刑
に
と
っ
て
の
み
重
要
で
あ
る
。
陪
審
裁
判
所
は
、
し
か
し
、
本
件
に
お
い
て
は
こ
の
因
果
関
係
が
存
在
す
る
も
の
と
す

一
九
四
二
年
五
月
九
日
に
、
ガ
ウ
ア
ム
ト
指
導
者
の
B
が
被
告

〔
事
実
〕
被
告
人
（
女
性
）
は
、
元
の
ヘ
ッ
セ
ン
の
内
務
大
臣
ロ
イ
シ
ュ
ナ
ー

(
L
e
u
s
c
h
n
e
r
)

を
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
に
告
発
し
、
そ
れ
に

関
法

第
四
一
巻
第
四
号

以
下
に
、
「
迫
害
」
概
念
に
包
摂
し
た
密
告
事
件
に
関
す
る
判
例
の
事
案
と
判
旨
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

③
ベ
ル
リ
ン
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
四
八
年
―
一
月
四
日
判
決

六
八

（
―
二
四
六
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

は
、
犯
人
は
、

末
に
、

六
九

被
告
人
が
ロ
イ
シ
ュ
ナ
ー
を
政
治
的
な
理
由
か
ら
迫
害
し
た
か
ど
う
か
、
ま
た
は
、
彼
女
が
、
迫
害
の
た
め
に
政
治
的
手
段
を
用
い
た

か
ど
う
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

カ
マ
ー
裁
判
所
の
基
本
判
例
に
よ
る
と
、
他
人
を
異
な
っ
た
政
治
的
心
情
か
ら
迫
害
し
た
こ
と

を
前
提
と
せ
ず
、
む
し
ろ
、
行
為
者
が
被
迫
害
者
を
意
識
的
に
、
恣
意
的
な
・
非
人
間
的
な
ナ
チ
政
権
の
暴
力
に
委
ね
た
こ
と
で
十
分
で

(46) 

こ
こ
で
は
、
政
治
的
心
情
か
ら
の
迫
害
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
。
ま
た
、
迫
害
は
、
結
果
犯
で
は

(47) 

第
二
に
多
く
の
有
罪
者
を
出
し
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
最
終
段
階
犯
罪
」
で
あ
る
。
最
終
段
階
犯
罪
と
は
、
連
合
軍
が
近
づ
い
て
き
た

と
き
に
白
旗
を
か
か
げ
た
者
、
ま
た
は
国
民
突
撃
隊
の
構
成
員
の
武
装
解
除
を
行
っ
た
者
を
殺
害
し
た
筋
金
入
り
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
カ
ー
、

そ
の
他
、
個
人
的
な
敵
を
そ
の
機
会
を
利
用
し
て
殺
害
し
た
者
な
ど
の
、
戦
争
の
末
期
に
実
行
さ
れ
た
犯
罪
を
い
う
。
全
体
で
二

0
0
人

(48) 

の
者
が
、
こ
の
よ
う
な
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
党
の
組
織
の
あ
る
従
業
員
が
、

一
六
歳
の
少
年
を
、
そ
の
少
年
が
食
料
を
横
領
し
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
の
外
観
を
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
射
殺
し
た
と
い
う
事
件
で

一
九
四
六
年
初
め
に
有
罪
と
さ
れ
、
処
刑
さ
れ
た
。
次
に
、

九
四
五
年
四
月
中
旬
に
、

一
九
四
五
年
一
＿
一
月

ナ
チ
ズ
ム
を
情
熱
的
に
嫌
悪
し
て
い
た
一
九
歳
の
少
年
が
一

ァ
ン
ス
バ
ッ
ハ
で
、
戦
闘
司
令
本
部
に
つ
な
が
る
電
話
回
線
を
切
断
し
た
事
案
が
あ
る
。
ア
ン
ス
バ
ッ
ハ
を
最

後
の
一
発
に
至
る
ま
で
防
衛
し
よ
う
と
し
て
い
た
戦
闘
司
令
官
は
、
規
定
に
は
ま
っ
た
く
な
い
「
身
分
裁
判
所
」
を
作
り
、
そ
の
少
年
を

死
刑
に
処
し
、
即
刻
、
絞
首
し
た
。
戦
闘
司
令
官
は
、
こ
の
行
為
の
た
め
一

0
年
の
重
懲
役
に
処
せ
ら
れ
た
。

②
最
終
段
階
犯
罪

な
く
、
企
行
犯
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

あ
る
。

る。

（
―
二
四
七
）



(3) 
が
一
九
六
一
年
に
死
亡
し
た
か
ら
で
あ
る
。

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
、
後
に
恩
赦
を
受
け
、

な
い
と
述
べ
、
後
に
、

第
四
一
巻
第
四
号

（
―
二
四
八
）

さ
ら
に
、
元
S
S
の
将
軍
ジ
モ
ン
に
対
す
る
裁
判
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
プ
レ
ッ
ト
ハ
イ
ム
の
村
（
ロ
ー
テ
ン
プ
ル
ク
の
近
く
）

で、

Iヽ

ン
ゼ
ル
マ
ン
と
い
う
農
夫
と
郡
の
役
人
の
ウ
ー
ル
が
幾
人
か
の
ヒ
ト
ラ
ー
・
ユ
ー
ゲ
ン
ト
の
少
年
を
武
装
解
除
し
た
。
か
れ
ら
は
、
抵
抗

に
よ
っ
て
、
近
づ
き
つ
つ
あ
る
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
り
そ
の
村
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
報
告
を
受
け
た
ジ
モ
ン

は
、
事
態
を
解
明
す
る
た
め
、
プ
レ
ッ
ト
ハ
イ
ム
に
、
あ
る
将
校
を
派
遣
し
た
。
こ
の
将
校
は
、
受
命
に
反
し
て
、
若
干
の
尋
問
の
あ
と
、

身
分
裁
判
所
手
続
を
行
い
、

ハ
ン
ゼ
ル
マ
ン
を
死
刑
に
処
し
た
。
そ
の
地
の
グ
ル
ー
プ
指
導
者
と
村
長
は
、
そ
の
判
決
に
署
名
す
る
こ
と

を
拒
否
し
た
。
将
校
は
、
こ
の
こ
と
を
ジ
モ
ン
に
報
告
し
、
ジ
モ
ン
は
「
事
件
を
正
常
化
す
る
」
よ
う
命
令
し
た
。
将
校
は
、
再
度
、
正

規
の
身
分
裁
判
所
手
続
の
法
的
要
件
に
相
応
し
な
い
手
続
を
進
め
、
改
め
て
ハ
ン
ゼ
ル
マ
ン
に
死
刑
を
言
い
渡
し
た
。
手
続
が
規
則
通
り

遵
守
さ
れ
た
と
考
え
た
ジ
モ
ン
は
、
こ
の
判
決
を
承
認
し
、

政
敵
抹
殺
事
件

関
法

ハ
ン
ゼ
ル
マ
ン
は
絞
首
さ
れ
た
。
そ
の
地
の
グ
ル
ー
プ
指
導
者
と
村
長
に
対

し
て
、
さ
ら
に
身
分
裁
判
所
手
続
が
進
め
ら
れ
た
。
か
れ
ら
は
、
ま
ず
、
誰
が
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
・
ユ
ー
ゲ
ン
ト
を
武
装
解
除
し
た
か
を
知
ら

ハ
ン
ゼ
ル
マ
ン
の
処
罰
を
逃
れ
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
両
人
は
、
「
防
衛
力
破
壊
」
と
し
て
死
刑
に
処

せ
ら
れ
、
ジ
モ
ン
が
承
認
し
て
か
ら
電
話
線
に
吊
る
さ
れ
処
刑
さ
れ
た
。
戦
後
、
ジ
モ
ン
に
対
し
て
は
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
さ
し
あ

た
り
手
続
が
進
行
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
別
の
事
件
で
イ
ギ
リ
ス
軍
事
裁
判
所
か
ら
パ
ド
ゥ
ア
で
死
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た

一
九
五
四
年
に
釈
放
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
の
裁
判
で
は
、
ジ
モ
ン
は
二
度
、

無
罪
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
判
決
と
も
に
、
連
邦
裁
判
所
で
破
棄
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
一
―
一
の
公
判
に
お
い
て
も
証
拠
な
し
と
し

て
無
罪
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
判
決
は
お
な
じ
よ
う
に
取
り
消
さ
れ
た
が
、
上
告
手
続
で
の
決
定
は
も
は
や
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
ジ
モ
ン

七
〇



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

①
ラ
イ
ヒ
議
会
放
火
事
件
裁
判

ラ
イ
ヒ
議
会
放
火
事
件
の
意
義
と
そ
の
後
の
展
開

一
九
三
三
年
二
月
二
七
日
の
「
ラ
イ
ヒ
議
会
放
火
」
事
件
は
、

七

一
月
＝
二
日
か
ら
二
月

一
九
三
三
年
四
月

l

日
に
発
効
し
た

一
九
三
三
年
三
月
二
四
日
に
は
、
ラ
イ
ヒ
議
会

政
敵
抹
殺
事
件
と
し
て
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
で
捜
査
手
続
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
四
一
人
に
対
し
て
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
一
三
人
が
有
罪

(48) 

と
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
ず
、
ナ
チ
の
権
力
確
立
過
程
で
行
わ
れ
た
ラ
イ
ヒ
議
会
放
火
事
件
に
つ
い
て
、
と
く
に
、
有
罪
と
さ
れ
た
被

ヒ
ト
ラ
ー
な
い
し
ヒ
ト
ラ
ー
の
側
近
が
仕
組
ん
だ
と
い
う
疑
い
は
濃
厚

で
あ
る
が
、
今
日
ま
で
、
確
証
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ゲ
ー
リ
ン
グ
が
放
火
に
関
与
し
て
い
る
と
い
う
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ

て
い
る
な
ど
、
論
争
は
い
ま
だ
に
続
い
て
い
酎
。
ラ
イ
ヒ
政
府
の
火
災
後
の
反
応
の
早
さ
、
目
撃
証
人
と
目
さ
れ
た
人
々
が
短
期
間
の
う

ち
に
死
体
で
発
見
さ
れ
た
こ
と
な
ど
の
事
情
か
ら
、
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
形
で
ナ
チ
ス
が
放
火
に
関
与
し
て
い
た
可
能
性
が
排
除
で
き

(50) 

な
い
こ
と
は
、
こ
の
事
件
を
審
理
し
た
当
時
の
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
判
決
理
由
の
中
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ナ
チ
ス
は
、
こ
の
事
件
を
武
装
し
た
共
産
党
員
の
蜂
起
で
あ
る
と
宣
伝
し
、
放
火
事
件
の
翌
日
、
二
月
二
八
日
に
は
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領

が
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
四
八
条
二
項
に
基
づ
い
て
「
共
産
主
義
者
の
国
家
を
危
険
に
陥
れ
る
暴
力
行
為
か
ら
防
衛
す
る
た
め
に
」
「
民
族
と

国
家
の
保
護
の
た
め
の
命
令
」
を
発
し
た
。
そ
の
五
条
一
項
に
よ
る
と
、
と
く
に
刑
法
が
内
乱
（
八
一
条
）
お
よ
び
放
火
（
三

0
七
条
）

で
終
身
重
懲
役
以
下
の
法
定
刑
を
科
し
て
い
る
犯
罪
に
死
刑
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

は
、
「
国
民
と
ラ
イ
ヒ
の
緊
急
状
態
の
除
去
の
た
め
の
法
律
」
、

い
わ
ゆ
る
授
権
法
を
可
決
し
た
。

九
三
三
年
三
月
二
九
日
の
死
刑
の
言
渡
と
執
行
に
関
す
る
法
律
に
よ
っ
て
、
二
月
二
八
日
の
命
令
の
五
条
は
、

八
日
の
間
に
実
行
さ
れ
た
行
為
に
も
妥
当
す
る
と
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
刑
罰
法
規
の
遡
及
効
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

(
a
)
 

害
者
か
ら
の
戦
後
の
提
訴
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

ニ
ニ
四
九
）



し
て
実
体
審
理
に
入
ら
ず
に
却
下
さ
れ
た
。

求
し
た
。
請
求
は
、

こ
の
オ
ラ
ン
ダ
人
、

マ
リ
ヌ
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ア
・
ル
ッ
ベ

(53) 

リ
ン
の
地
方
裁
判
所
に
請
求
さ
れ
た
。
ル
ッ
ベ
は
、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ッ
ヒ
ト
の
刑
事
第
四
部
に
お
い
て
内
乱
罪
と
暴
動
的
放
火
お
よ
び
単

純
放
火
の
観
念
的
競
合
と
し
て
死
刑
判
決
を
受
け
、
同
時
に
市
民
的
名
誉
権
を
剥
奪
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

む
ル
ッ
ベ
の
兄
弟

(
J
.

M
.
 v
a
n
 d
e
r
 L
u
b
b
e
)

が
一
九
五
五
年
九
月
に
一
九
五
一
年
一
月
五
日
の
「
刑
法
の
領
域
に
お
け
る
ナ
チ
の
不

(54)

超

法
の
回
復
の
た
め
の
法
律
」

(
W
G
G
)
に
基
づ
き
、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
判
．
ー
を
破
棄
す
べ
く
、
ベ
ル
リ
ン
の
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
請

一
九
五
八
年
五
月
三
日
の
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
決
定
に
よ
っ
て
、
請
求
期
間
の
渡
過
と
形
式
条
件
の
不
充
足
を
理
由
と

(

C

)

 

フ
ァ
ン
・
デ
ア
・
ル
ッ
ベ
に
関
す
る
再
審
請
求

、こ。
’
>
f
 

の
一
九
三
三
年
三
月
二
九
日
の
法
律
は
、
ラ
イ
ヒ
議
会
放
火
犯
人
と
さ
れ
た
、

前
を
と
っ
て
「
フ
ァ
ン
・
デ
ア
・
ル
ッ
ベ
法
」
と
呼
ば
れ
て
い
矩
。

こ
の
ラ
イ
ヒ
議
会
放
火
事
件
の
裁
判
は
一
九
三
三
年
九
月
ニ
―
日
か
ら
―
二
月
二
三
日
ま
で
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
の
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
、

政
治
犯
を
管
轄
す
る
刑
事
第
四
部
に
お
い
て
開
か
れ
た
。
裁
判
長
は
、
そ
の
部
の
部
長
ビ
ュ
ン
ガ
ー

告
人
席
に
は
、
二
四
歳
の
フ
ァ
ン
・
デ
ア
・
ル
ッ
ベ
の
他
に
、
ド
イ
ツ
共
産
党
の
ラ
イ
ヒ
議
会
会
派
会
長
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
ル
ク
ラ
ー

(Ernst T
o
r
k
l
e
r
)
、
プ
ル
ガ
リ
ア
の
共
産
党
員
デ
ィ
ミ
ト
ロ
フ

一
九
三
四
年
―
二
月
二
三
日
に
、

ル
ッ
ベ
に
は
死
刑
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
、
他
の
者
は
無
罪
と
さ
れ
た
。

(52) 

日
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
の
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
中
庭
で
、
斬
首
に
よ
っ
て
ル
ッ
ベ
の
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
。

(
b
)
 
フ
ァ
ン
・
デ
ア
・
ル
ッ
ベ
に
対
す
る
裁
判

関
法

第
四
一
巻
第
四
号

オ
ラ
ン
ダ
共
産
党
の
活
動
家
で
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
人
の
名

(Popoff)
、

(
M
a
r
i
n
u
s
 v
a
n
 d
e
r
 L
u
b
b
e
)
 

(Dimitroff)
、
ポ
ポ
フ

の
再
審
が
、

(Taneff)

が
座
っ
て

(Btinger)

博
士
で
あ
っ
た
。
被

七

（
―
二
五
0
)

タ
ネ
フ

一
九
三
四
年
一
月
一
〇

ル
ッ
ベ
の
兄
弟
か
ら
ベ
ル

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
住



こ。t
 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

連
邦
裁
判
所
に
即
時
抗
告
を
行
っ
た
。
連
邦
裁
判
所
は
、

一
九
八
二
年
―
二
月
二

0
日、

さ
れ
た
、

一
九
六
五
年
―
一
月
―
―
日
の
訴
状
に
よ
り
、
ル
ッ
ベ
の
兄
弟
は
、

(56) 

次
法
律
」

(
B
E
G
'
S
c
h
l
u
B
g
e
s
e
t
z
)

の
九
条
一
項
に
基
づ
き
、
改
め
て
、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
判
決
を
破
棄
す
る
請
求
を
な
し
た
。

九
六
七
年
四
月
ニ
―
日
に
ベ
ル
リ
ン
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
判
決
を
変
更
し
、

火
（
ラ
イ
ヒ
刑
法
三

0
六
条
二
号
、
三
号
）

次
に
、

お
よ
び
単
純
放
火
の
未
遂
（
三

0
八
条
、

フ
ァ
ン
・
デ
ア
・
ル
ッ
ベ
の
兄
弟
は
、
再
審
を
請
求
し
た
。

四
三
条
）

懲
役
に
減
じ
ら
れ
、
市
民
的
名
誉
の
喪
失
は
、
破
棄
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ル
ッ
ベ
の
兄
弟
お
よ
び
上
級
検
事
か
ら
な
さ
れ
た
カ
マ
ー

(57) 

一
九
六
八
年
五
月
一
七
日
に
棄
却
さ
れ
た
。

は
、
再
審
請
求
を
理
由
あ
る
も
の
と
し
た
。
「
一
九
六
七
年
四
月
ニ
ー
日
の
ベ
ル
リ
ン
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
決
定
に
よ
っ
て
す
で
に
変
更

一
九
三
三
年
―
二
月
二
三
日
の
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
第
四
刑
事
部
の
判
決
は
、

七

罪
と
し
て
破
棄
さ
れ
る
」
。
そ
の
無
罪
理
由
は
、

う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
検
察
は
、
即
刻
、

ル
ッ
ベ
を
人
に
危
険
を
及
ぼ
す
放

で
有
罪
と
し
た
。
死
刑
は
、
八
年
の
重

ル
ッ
ベ
事
件
に
対
す
る
判
決
に
は
、
柾
法
の
責
を
負
う
裁
判
官
が
関
与
し
て
い
た
と
い

(58) 

カ
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
に
抗
告
し
た
。

破
棄
し
管
轄
を
理
由
に
再
審
を
拒
否
し
た
。
カ
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
は
、
以
前
の
ラ
イ
ヒ
ス
デ
リ
ヒ
ト
の
代
わ
り
と
な
る
管
轄
権
が
存
在
し
な

(59) 

い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
弁
護
士
ロ
ー
バ
ー
ト
・
ケ
ン
プ
ナ
ー
が
、

一
九
八
三
年
五
月
三

0
日
に
、

カ
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
は
確
か
に
管
轄
権
を
も
つ
が
、

フ
ァ
ン
・
デ
ア
・
ル
ッ
ベ
は
、
関
与
を
自
白
し
て
お
り
、
刑
を
八
年
の
重
懲
役
に
減
じ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
抗
告
を
棄
却
し

（
―
二
五
一
）

一
九
八
三
年
一
月
に

カ
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
は
、
決
定
を

マ
リ
ヌ
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ア
・
ル
ッ
ベ
の
無

ゲ
リ
ヒ
ト
ヘ
の
訴
願
は
、

一
九
八

0
年
―
二
月
一
五
日
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
・
ラ
ン
ト
裁
判
所

一
九
六
五
年
九
月
一
四
日
の
「
連
邦
賠
償
法
改
正
の
た
め
の
第



(
b
)
 
ク
ラ
ウ
ゼ
ナ
ー
に
対
す
る
裁
判

フ
ォ
ン
・
カ
ー
ル

レ
ー
ム

第
四
一
巻
第
四
号

戦
後
約
三

0
年
を
か
け
た
、

る
べ
き
「
事
実
」
は
、
た
ん
な
る
裁
判
所
の
事
実
認
定
の
域
を
越
え
て
、
歴
史
学
上
の
学
説
の
対
立
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で
も
ル
ッ
ベ
が
有
罪
か
無
罪
か
を
結
着
さ
せ
る
の
は
至
難
の
作
業
と
な
っ
て
い
る
。

②
レ
ー
ム
「
一
揆
」
事
件
裁
判

レ
ー
ム
事
件
の
意
義

一
九
三
四
年
初
頭
に
は
、

(
E
r
n
s
t
 R
o
h
m
)
 

（
―
二
五
二
）

ル
ッ
ベ
の
兄
弟
の
前
に
は
、
繰
り
返
し
厚
い
壁
が
立
ち
は
だ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
訴
訟
の
基
礎
と
な

S
A
と
国
防
軍
の
対
立
が
激
し
く
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
と

S
A
の
隊
長
エ
ル
ン
ス
ト
・

(60) 

の
緊
張
関
係
に
つ
な
が
っ
た
。
レ
ー
ム
が
一
揆
を
企
て
て
い
る
と
の
口
実
で
、

夜
に
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
ゲ
ー
リ
ン
グ
や
ヒ
ム
ラ
ー
と
謀
り
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
飛
び
、

S
S
の
部
隊
と
と
も
に
レ
ー
ム
と

S
A
の
幹
部
の
い
た

バ
ー
ト
・
ヴ
ィ
ー
ス
ゼ
ー
ヘ
向
か
い
、

S
A
の
幹
部
達
の
寝
込
み
を
襲
っ
て
、
多
数
を
射
殺
し
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
も
さ
ら
に
そ
の
他
の
多

数
の
幹
部
を
射
殺
、
ベ
ル
リ
ン
で
は
ゲ
ー
リ
ン
グ
が
S
A
幹
部
殺
害
行
動
を
組
織
し
た
。

そ
の
機
会
に
、

妻
、
プ
レ
ド
ウ

(Ritter v
o
n
 K
a
h
r
)
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
時
の
被
害
者
の
正
確
な
数
は
分
か
ら
な
い
。
リ
ュ
ッ
ケ
ア
ル
に
よ
れ
ば
、

こ
の
推
定
は
、
八

0
人
か
ら
二

0
0
人
の
間
を
揺
れ
動
い
て
い
る
と
さ
れ
酎
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
一
九
三
四
年
七
月
一
三
日
の
帝
国
議
会
の
演

(62) 

説
で
は
、
七
七
人
の
死
者
が
出
た
と
述
べ
た
が
、
パ
リ
で
発
行
さ
れ
た
亡
命
者
の
白
書
で
は
四

0
0
人
を
越
え
る
数
と
な
っ
て
い
る
。

(63) 

省
の
課
長
ク
ラ
ウ
ゼ
ナ
ー
の
殺
害
に
関
し
て
は
、
被
告
人
G
に
対
す
る
連
邦
裁
判
所
の
次
の
判
決
が
あ
る
。

(

a

)

 

関
法

ヒ
ト
ラ
ー
は
、
多
数
の
政
敵
を
殺
害
し
た
。
例
え
ば
、
元
の
ラ
イ
ヒ
首
相
の
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
お
よ
び
そ
の

(
B
r
e
d
o
w
)
 
将
軍
、
省
の
課
長
ク
ラ
ウ
ゼ
ナ
ー

(
K
r
a
u
s
e
n
e
r
)
、
七
一
歳
の
元
の
バ
イ
エ
ル
ン
の
首
相
リ
ッ
タ
ー
・

七
四

一
九
三
四
年
六
月
三

0
日
の



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

〔
判
旨
〕

「
カ
ト
リ
ッ
ク
行
動
隊
」

の
指
導
者

(
F
臣
rer
d
e
r
 K
a
t
h
o
l
i
s
c
h
e
n
 A
k
t
i
o
n
)
 

三
帝
国
の
権
力
者
か
ら
嫌
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、

情
報
に
基
づ
い
て
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
と
保
安
本
部
は
、

ク
ラ
ウ
ゼ
ナ
ー
は
、

け
る
ベ
ル
リ
ン
司
教
区
の
第
三
二
回
カ
ト
リ
ッ
ク
大
会
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
行
動
隊
の
指
導
者
と
し
て
六
万
人
の
信
者
の
前
で
、

一
九
三
四
年
六
月
三

0
日
の
粛
清
行
動
に
含
め
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

一
九
三
四
年
六
月
二
九
日
に
、
ベ
ル
リ
ン
の

S
S
は
警
戒
体
制
に
入
っ
た
。

長

(
S
t
u
r
m
b
a
n
n
f
i
i
h
r
e
r
)

も
か
か
わ
ら
ず
、

七
五

W
か
ら
、
被
告
人
の
配
下
に
属
す
る
一
八
人
の

S
S
隊
員
と
と
も
に
、
秘
密
国
家
警
察
署
に
集
ま
り
、

ト
リ
ッ
ヒ
の
と
こ
ろ
に
出
頭
す
る
よ
う
依
頼
を
受
け
た
。
被
告
人
が
秘
密
警
察
署
に
出
頭
し
た
と
き
、

ハ
イ
ト
リ
ッ
ヒ
の
秘
書
室
で
お
よ

そ
八
人
の

S
S
の
制
服
を
着
た
人
々
お
よ
び
背
広
姿
の
人
々
と
出
会
っ
た
。
ハ
イ
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
そ
の
後
、
執
務
室
か
ら
出
て
き
て
、
そ

こ
に
居
た
者
達
に
書
類
の
山
を
見
せ
な
が
ら
簡
単
な
説
明
を
行
っ
た
。
そ
れ
は
、
大
要
、

公
判
は
、
次
の
よ
う
な
事
実
を
認
定
し
た
。

せ
ら
れ
た
。
連
邦
裁
判
所
は
こ
の
判
決
を
破
棄
し
た
。

レ
ー
ム
が
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
す
る
一
揆
を
企
ん
で

（
―
二
五
三
）

一
九
三
四
年
六
月
二
四
日
に
、

ハ
イ

被
告
人
は
一
九
五
三
年
五
月
一
八
日
の
ベ
ル
リ
ン
の
ラ
ン
ト
裁
判
所
（
陪
審
裁
判
所
）

に
お
い
て
謀
殺
罪
で
一
五
年
の
重
懲
役
刑
に
処

ナ
チ
の
権
力
者
に
嫌
わ
れ
た
人
物
達
の
中
に
は
、
ラ
イ
ヒ
交
通
省
の
課
長
の
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ク
ラ
ウ
ゼ
ナ
ー
博
士
も
い
た
。
彼
は
、

と
し
て
ま
た
、
生
一
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
と
し
て
第

ナ
チ

ス
体
制
の
全
体
主
義
的
意
図
に
、
真
向
か
ら
対
立
す
る
こ
の
行
動
の
網
領
を
信
奉
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
大
会
に
は
、
ヒ

ム
ラ
ー
と
ハ
イ
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
っ
て
送
り
こ
ま
れ
た
多
数
の
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
お
よ
び
保
安
本
部
の
ス
パ
イ
が
潜
り
込
ん
で
い
た
。
入
手
し
た

ク
ラ
ウ
ゼ
ナ
ー
が
レ
ー
ム
と
も
そ
の
他
の

S
A
の
幹
部
と
も
何
ら
関
係
が
な
か
っ
た
に

一
九
三
四
年
六
月
三

0
日
に
は
、
被
告
人
は
、
親
衛
隊
隊

ホ
ッ
ペ
ガ
ル
テ
ン
に
お



結
論
的
に
、
謀
殺
を
肯
定
し
た
。

命
令
を
実
行
し
た
。
ラ
イ
ヒ
交
通
省
に
向
か
い
、

第
四
一
巻
第
四
号

お
り
、
そ
れ
に
は
突
撃
隊
の
全
幹
部
が
関
与
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ハ
イ
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
そ
こ
に
現
れ
た
者
に
、
緊

急
事
態
で
あ
り
、
命
令
を
受
け
る
と
即
座
に
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
肝
に
銘
じ
さ
せ
て
、
個
々
的
に
執
務
室
に
呼
び
、
リ
ス
ト

ア
ッ
プ
し
た
人
々
を
逮
捕
し
、

タ
ポ
と
と
も
に
一
八
名
の

S
S
隊
員
の
協
力
で
、

リ
ッ
ヒ
は
、
被
告
人
に
個
人
的
に
声
を
か
け
、
「
ク
ラ
ウ
ゼ
ナ
ー
の
事
件
を
引
き
受
け
て
欲
し
い
。
貴
殿
自
身
で
射
殺
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
述
べ
た
。

被
告
人
は
、
盲
目
的
に
ヒ
ト
ラ
ー
を
崇
拝
す
る
ナ
チ
ス
ト
で
あ
っ
た
が
、
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
と
一
八
人
の

S
S
隊
員
を
引
き
連
れ
て
、
即
刻

ク
ラ
ウ
ゼ
ナ
ー
の
執
務
室
の
あ
る
省
の
二
階
に
赴
き
、
課
長
付
の

G
に
ク
ラ
ウ
ゼ
ナ
ー
博
士
に
面
談
し
た
い
と
申
し
出
た
。
被
告
人
は
、

ク
ラ
ウ
ゼ
ナ
ー
に
秘
密
警
察
の
要
請
に
よ
り
国
家
敵
対
的
策
動
の
容
疑
で
拘
引
す
る
と
告
げ
た
。
そ
の
際
、

け
る
な
ど
射
殺
す
る
の
に
好
都
合
な
機
会
を
狙
っ
て
い
た
が
、

帽
子
か
け
か
ら
帽
子
を
と
ろ
う
と
し
た
機
会
を
と
ら
え
た
被
告
人
は
、
彼
の
個
人
用
の
ピ
ス
ト
ル
を
引
き
抜
き
、
背
後
、

ル
の
地
点
か
ら
ク
ラ
ウ
ゼ
ナ
ー
の
右
の
頭
め
が
け
て
撃
っ
た
。
ク
ラ
ウ
ゼ
ナ
ー
は
、
そ
の
場
に
倒
れ
、
そ
の
後
、
被
告
人
は
ハ
イ
ト
リ
ッ

ヒ
に
そ
こ
の
電
話
で
報
告
し
、

殺
を
「
偽
装
し
た
」
。

ハ
イ
ト
リ
ッ
ヒ
の
命
令
に
従
っ
て
、
射
殺
に
使
っ
た
ピ
ス
ト
ル
を
ク
ラ
ウ
ゼ
ナ
ー
の
死
体
に
も
た
せ
て
自

陪
審
裁
判
所
は
、
被
告
人
の
殺
害
行
為
が
刑
法
ニ
―
一
条
に
よ
る
謀
殺
な
の
か
、
ニ
―
二
条
の
故
殺
な
の
か
と
い
う
問
題
を
検
討
し
、

関
法

ゲ
シ
ュ
タ
ポ
に
よ
る
処
刑
の
た
め
引
き
渡
す
こ
と
を
命
じ
た
。
被
告
人
も
も
う
ひ
と
り
の
私
服
の
ゲ
シ
ュ

リ
ス
ト
上
に
挙
げ
ら
れ
た
人
物
を
逮
捕
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

一
三
時
に
は
現
場
に
到
着
し
た
。
部
隊
を
路
上
に
待
た
せ
て
、
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
と
と
も
に

ク
ラ
ウ
ゼ
ナ
ー
が
上
着
を
と
る
た
め
に
衣
装
戸
棚
に
向
か
い
、
そ
の
後
、

七
六

（
―
二
五
四
）

ク
ラ
ウ
ゼ
ナ
ー
が
背
中
を
向

-
．
五
メ
ー
ト

ハ
イ
ト



(
a
)
 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

(4) 
は

ヽ

一
五
年
の
重
懲
役
に
と
ど
ま
っ
た
。

事
由
を
認
め
て
い
な
い
。

七
七

裁
判
所
は
、
ま
ず
、
盲
目
的
に
職
務
命
令
に
従
っ
た
行
為
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
被
告
人
は
命
令
を
適
法
だ
と
思
っ
た
の
で
あ
り
、

納
得
し
同
意
し
て
そ
れ
に
盲
目
的
に
従
っ
た
の
だ
が
、

ヽ

s
s
 つ
ま
り
、
盲
目
的
服
従
を
強
い
る
組
織
に
対
し
て
自
由
意
思
で
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
よ
う
な
者
は
、
困
難
な
状
況
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
危
険
を
自
ら
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
。
「
任
意
に
他
人
の
意
思
に
服
従
す
る
者
は
、
刑
法
上
有
責
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
…
…
刑
法
は
、
盲
目
的
服
従
に
責
任
阻
却

被
告
人
が
命
令
に
従
っ
て
行
動
し
た
と
い
う
事
実
は
、
彼
に
刑
法
五
―
一
条
（
強
要
構
成
要
件
）

の
保
護
が
、
こ
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
味

方
す
る
限
り
で
、
重
要
で
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
の
犯
罪
行
為
は
、
例
え
ば
、
被
告
人
に
、
生
命
・
身
体
に
対
す
る
現
在
の
危
険
を
と

も
な
う
脅
迫
に
よ
っ
て
強
要
さ
れ
、
彼
自
身
の
意
思
が
そ
の
よ
う
な
脅
迫
に
よ
っ
て
曲
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
ナ
チ
ズ
ム
の
支
配
の
下

で
、
自
発
的
に
、
犯
罪
と
テ
ロ
に
奉
仕
し
た
者
す
べ
て
が
、
も
し
か
れ
ら
が
犯
罪
行
為
に
協
力
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
た
な
ら
身
体
と

生
命
に
危
険
が
及
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
の
み
で
、
責
任
を
免
れ
う
る
と
い
う
の
が
、
刑
法
五
二
条
の
意
義
で
は
な
い
。
被
告
人

の
行
為
は
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
刑
法
五
二
条
に
よ
っ
て
法
的
に
責
任
阻
却
さ
れ
な
い
。

刑
法
五
四
条
の
「
緊
急
避
難
」
も
、
「
超
法
規
的
緊
急
避
難
」
も
問
題
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
結
論
で
あ
っ
た
。
量
刑
に
つ
い
て

安
楽
死
裁
判

①
「
T
4
作
戦
」

安
楽
死
計
画
の
開
始

す
で
に
一
九
二
九
年
に
は
、

ヒ
ト
ラ
ー
は
、
何
ら
か
の
身
体
的
欠
陥
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
子
供
は
す
べ
て
殺
害
す
る
と
い
う
思
想

(
-
―
一
五
五
）



医
学
博
士

ラ
イ
ヒ
指
導
者

ボ
ウ
ラ
ー
お
よ
び

プ
ラ
ン
ト

に
は
、
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
、
不
治
の
病
に
か
か
っ
て
い
る
者
の
人
間
の
評
価
の
の
ち
、
そ
の
病
状
が
重
篤
で

あ
る
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
場
合
、
安
楽
死
が
与
え
ら
れ
う
る
よ
う
、
名
前
の
上
で
特
定
さ
れ
た
医
師
の
権
限
を

ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー

何
回
か
の
準
備
作
業
委
員
会
の
開
催
の
の
ち
、

(
b
)
 

第
四
一
巻
第
四
号

を
抱
い
て
い
た
が
、
こ
の
子
供
の
「
安
楽
死
」
計
画
お
よ
び
一
九
三
九
年
以
降
抱
か
れ
た
類
似
の
計
画
は
、
当
初
は
、
教
会
の
抵
抗
を
考

(64) 

慮
し
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
国
民
の
意
見
が
ま
だ
十
分
に
「
成
熟
」
し
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
て
、
実
行
に
移
さ
れ
な
か
っ
た
。

五
年
の
公
式
刑
法
改
正
委
員
会
の
報
告
に
お
い
て
は
「
安
楽
死
」
を
不
可
罰
と
す
る
こ
と
は
、
「
い
わ
ゆ
る
生
き
る
に
値
し
な
い
生
命
の

（涸）

抹
殺
の
許
容
は
、
問
題
に
な
ら
な
し
」
と
し
て
、
明
確
に
否
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
一
九
三
三
年
七
月
一
四
日
に
は
、
遺
伝
病
者

の
不
妊
手
術
を
認
め
る
「
遺
伝
病
の
子
孫
の
予
防
の
た
め
の
法
律
」
が
で
き
て
お
り
、
別
の
方
向
か
ら
、
「
人
種
の
純
粋
性
」
を
維
持
す

る
と
い
う
目
的
が
追
及
さ
れ
て
い
た
。
現
実
の
奇
形
児
や
精
神
薄
弱
児
の
殺
害
は
、
す
で
に
一
九
一
二
九
年
以
前
に
開
始
さ
れ
て
い
た
が
、

戦
争
の
勃
発
に
よ
っ
て
初
め
て
ヒ
ト
ラ
ー
と
そ
の
計
画
に
賛
同
す
る
精
神
医
学
者
や
健
康
行
政
官
吏
は
、
「
無
価
値
な
」
生
命
の
大
量
・

計
画
的
抹
殺
の
機
会
を
得
た
。
し
か
し
、

ヒ
ト
ラ
ー
の
命
令

関
法

一
九
三
九
年
一

0
月
初
旬
、

ベ
ル
リ
ン
、

ヒ
ト
ラ
ー
は
、
形
式
的
法
律
の
発
布
は
し
な
か
っ
た
。

(66) 

ヒ
ト
ラ
ー
は
、
九
月
一
日
に
遡
る
授
権
文
書
に
署
名
し
た
。

一
九
三
九
年
九
月
一
日

七
八

(
―
二
五
六
）

一
九
三



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

刑
を
執
行
で
き
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
た
。

七
九

に
入
れ
ら
れ
、

一
九
四

0
年
一
月
か
ら
一
九
四
一
年
八
月
ま
で
に
お
よ
そ
七
万

ベ
ル
ク
の
グ
ラ
ー
フ
ェ
ン
エ
ッ
ク

(Grafeneck)
、
リ
ン
プ
ル
ク
近
郊
の
ハ
ダ
マ
ー
ル

(
H
a
d
a
m
a
r
)

に
輸
送
さ
れ
、
そ
こ
で
ガ
ス
室

ヒ
ト
ラ
ー

こ
の
「
総
統
命
令
」
は
、
当
時
に
お
い
て
も
法
的
基
礎
に
は
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
ご
く
少
数
の
者
し
か
そ
の
存
在
を
知
ら
な

か
っ
た
。
こ
の
計
画
は
、
「
総
統
の
官
房
」
の
指
揮
に
服
し
、
様
々
な
偽
装
の
た
め
の
符
牒
を
用
い
て
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、

「
公
益
病
人
輸
送
協
会
」
と
称
さ
れ
、
こ
の
協
会
の
所
在
地
た
る
ベ
ル
リ
ン
の
テ
ィ
ア
ガ
ル
テ
ン
通
り
四
番
地
の
頭
文
字
を
と
っ
て
「
T

4
作
戦
」

(Aktion
T
 4)

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ナ
チ
ズ
ム
の
信
奉
度
の
高
い
医
師
を
集
め
て
委
員
会
を
組
織
し
、
抹
殺
さ
れ
る
べ
き
病

人
が
選
抜
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
病
人
達
の
少
数
の
者
が
病
院
な
ど
に
運
ば
れ
、
注
射
に
よ
り
殺
害
さ
れ
た
。
大
多
数
の
者
は
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン

一
酸
化
炭
素
に
よ
り
殺
害
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

(69) 

一
千
八
八
人
の
人
間
が
殺
さ
れ
た
。

一
九
四
一
年
八
月
に
は
、
公
的
に
は
「
T
4
作
戦
」
は
ス
ト
ッ
プ
さ
れ
た
が
、
大
量
殺
人
は
、
続
行

さ
れ
た
。
し
か
も
、
病
気
の
程
度
な
ど
を
顧
慮
せ
ず
、
例
え
ば
政
治
的
に
好
ま
し
く
な
い
人
物
や
人
種
、
労
働
能
力
の
欠
如
を
理
由
と
し

て
も
、
精
神
病
と
さ
れ
る
な
ど
の
拡
大
を
見
た
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
全
く
違
法
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
計
画
の
遂
行
は
、
厳
格
な
秘
密
の

保
持
を
前
提
と
し
た
。
従
っ
て
、
司
法
は
、
「
T
4
作
戦
」
に
つ
い
て
は
、
当
初
、
そ
の
存
在
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
計

画
の
規
範
害
的
な
措
置
が
く
り
か
え
し
司
法
の
規
範
的
な
秩
序
構
造
に
衝
突
す
る
場
合
が
出
て
く
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
例
え

ば
、
精
神
医
学
的
検
査
を
受
け
た
犯
罪
者
が
、
偽
装
さ
れ
た
絶
滅
施
設
の
―
つ
に
収
容
さ
れ
て
、
検
察
官
が
刑
事
手
続
を
続
け
た
り
、
死

（
―
二
五
七
）

拡
大
す
る
こ
と
が
委
託
さ
れ
た
。



ラ
ー
の
授
権
文
書
の
コ
ピ
ー
を
回
覧
し
た
。

第
四
一
巻
第
四
号

一
九
四
一
年
四
月
の
法
律
家
会
議

（
―
二
五
八
）

(70) 

一
九
四
一
年
四
月
二
＿
―
-
日
お
よ
び
二
四
日
に
、
ベ
ル
リ
ン
の
「
ハ
ウ
ス
・
デ
ァ
・
フ
リ
ー
ガ
ー
」

(
H
a
u
s
d
e
r
 F
l
i
e
g
e
r
)

に
お
い
て
ラ

ィ
ヒ
司
法
省
が
司
法
の
全
指
導
幹
部
を
招
集
し
た
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
議
長
を
務
め
た
の
は
、
戦
後
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
律
家
裁
判
の

被
告
人
と
な
っ
た
国
務
次
官
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
ベ
ル
ガ
ー
で
あ
っ
た
。
九

0
人
か
ら
一

0
0
人
の
参
加
者
が
あ
っ
た
が
、
そ
の

中
に
は
、
三
四
人
の
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
長
官
全
員
、
三
四
人
の
上
級
検
事
、
そ
の
他
、
当
時
の
国
務
次
官
ロ
ー
ラ
ン
ト
・
フ
ラ
イ
ス

ラ
ー
、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
長
官
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
プ
ム
ケ
、
民
族
裁
判
所
の
長
官
オ
ッ
ト
ー
・
テ
ィ
ー
ラ
ッ
ク
と
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト

お
よ
び
民
族
裁
判
所
の
二
名
の
上
級
ラ
イ
ヒ
検
察
官
な
ら
び
に
多
数
の
ラ
イ
ヒ
司
法
省
の
官
僚
が
い
た
。
日
程
は
、
第
一
日
の
午
前
が

「
司
法
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
問
に
関
す
る
講
演
」
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
ベ
ル
ガ
ー
は
、
参
加
者
の
職
責
を
全
う
す
る
た
め
に
重

(71) 

要
な
総
統
の
あ
ら
ゆ
る
決
意
に
精
通
す
る
義
務
に
つ
い
て
述
べ
た
。
「
噂
だ
け
で
は
な
く
、
事
実
に
つ
い
て
あ
な
た
方
に
お
知
ら
せ
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
裁
判
官
や
検
察
官
が
、
善
意
で
、
し
か
し
錯
誤
に
よ
っ
て
不
法
と
み
な
す
処
分
に
対
し
て
、

ー
こ
れ
は
司
法
お
よ
び
国
家
の
重
大
な
損
害
な
の
で
あ
る
が
ー
、
対
立
し
、
責
任
な
く
総
統
の
意
思
と
矛
盾
に
陥
る
こ
と
は
、
避
け

(72) 

が
た
い
」
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
次
に
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
ベ
ル
ガ
ー
は
、
官
庁
の
長
の
報
告
の
中
に
現
れ
た
、
「
生
き
る
に
値
し
な

い
生
命
」
の
抹
殺
の
問
題
、
お
よ
び
国
民
の
中
に
飛
び
交
っ
て
い
る
信
じ
ら
れ
な
い
噂
に
に
関
す
る
疑
問
に
言
及
し
た
。
そ
の
後
、
シ
ュ

レ
ー
ゲ
ル
ベ
ル
ガ
ー
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ア
・
プ
ラ
ッ
ク
と
精
神
医
学
者
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ハ
イ
デ
教
授
に
啓
蒙
的
な
講
演
を
委
ね
た
。
両
者
は
、

表
面
的
に
飾
り
つ
け
た
だ
け
で
、
殺
害
計
画
に
つ
い
て
述
べ
、
こ
の
計
画
に
対
す
る
疑
い
を
晴
ら
そ
う
と
し
た
。
プ
ラ
ッ
ク
は
、

会
議
の
出
席
者
達
は
、
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
も
な
く
こ
の
説
明
を
傾
聴
し
た
。
原
則
的
批
判
は
な
く
、
少
数
の
者
の
み
が
質
問
し

(

C

)

 

関
法

八
〇

ヒ
ト



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

ク
か
ら
飛
び
下
り
て
逃
走
し
た
。
そ
の
後
、
フ
リ
ッ
ツ
・
ザ
ヴ
ァ
ー
デ

}¥ 

(Fritz 
S
a
w
a
d
e
)

博
士
と
い
う
名
前
で
、

ら
な
く
な
っ
た
が
、
そ
の
後
、

ナ
ー
・
ハ
イ
デ

ヴ
ィ
ク
ト
ア
・
ブ
ラ
ッ
ク
が
い
た
。

た
。
そ
れ
に
続
い
て
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
ベ
ル
ガ
ー
が
「
こ
の
処
分
に
対
す
る
総
統
の
法
的
に
妥
当
す
る
命
令
が
出
た
後
は
、
安
楽
死
の
実
行

に
対
す
る
疑
念
は
も
は
や
な
く
な
っ
た
」
と
解
説
し
た
と
き
も
、
大
抵
の
者
は
沈
黙
し
て
い
た
。
た
だ
一
人
の
参
加
者
だ
け
が
、
法
律
に

よ
る
規
制
の
必
要
性
を
論
じ
た
。
参
加
者
達
は
、
沈
黙
の
う
ち
に
、
「
T
4
作
戦
」
を
裁
判
官
ま
た
は
検
察
官
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
妨
害
に

対
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
と
い
う
要
求
を
受
け
入
れ
た
。
上
級
検
事
達
は
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
ベ
ル
ガ
ー
に
よ
っ
て
、
刑
事
訴
訟
法
一
五
二
条

の
起
訴
法
定
主
義
に
反
し
て
、
収
容
施
設
で
の
殺
害
に
関
す
る
請
求
や
告
訴
を
す
べ
て
そ
の
ま
ま
ラ
イ
ヒ
司
法
省
に
提
出
す
る
よ
う
指
示

さ
れ
た
。
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
長
官
に
は
、
彼
は
、

す
る
よ
う
依
頼
し
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
措
置
に
よ
っ
て
、
殺
害
計
画
に
対
す
る
告
訴
や
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
計
画
さ
れ
た
大
量
殺
害
計
画

(73) 

の
円
滑
な
遂
行
を
妨
げ
う
る
も
の
を
隠
蔽
し
よ
う
と
画
策
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
五
年
以
降

ラ
ン
ト
裁
判
所
長
官
に
「
T
4
作
戦
」
と
ヒ
ト
ラ
ー
の
命
令
に
つ
い
て
口
頭
で
伝
達

一
九
四
五
年
以
降
、
こ
れ
に
参
加
し
た
法
律
家
は
、
法
廷
に
引
き
ず
り
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
追
及
さ
れ
た
の
は
、
差
し
当

た
っ
て
、
加
担
し
た
医
者
、
そ
の
他
の
看
護
人
、
お
よ
び
行
政
組
織
者
で
あ
っ
た
。
ま
ず
第
一
に
、

一
九
四
七
年
八
月
一
九
日
・
ニ

0
日
の
判
決
で
死
刑
と
さ
れ
た
者
の
中
に
は
、
こ
の
計
画
の
組
織
者
と
し
て
の
カ
ー
ル
・
ブ
ラ
ン
ト
と

一
九
四
六
年
か
ら
一
九
四
九
年
に
は
、
各
地
の
裁
判
所
で
、
こ
れ
に
対
す
る
そ
の
他
の
裁
判
が
行
わ

れ
た
。
殺
害
計
画
の
主
犯
に
対
す
る
そ
の
他
の
訴
訟
に
は
当
初
至
ら
な
か
っ
た
。
「
T
4
作
戦
」
の
指
導
的
組
織
者
の
一
人
は
、
ヴ
ェ
ル

(74) 

(
W
e
r
n
e
r
 H
e
y
d
e
)

教
授
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
は
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
医
者
裁
判
の
証
人
と
し
て
出
頭
し
な
け
れ
ば
な

一
九
四
七
年
七
月
二
五
日
に
は
ヴ
ュ
ル
ッ
プ
ル
ク
の
ア
メ
リ
カ
軍
の
捕
虜
輸
送
中
、
走
っ
て
い
る
ト
ラ
ッ

―
二
年
間
「
精
神
医

（
―
二
五
九
）

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
医
者
裁
判
が
あ
り
、

(
d
)
 



刑
事
訴
追
が
、
初
め
か
ら
法
律
家
の
仲
間
意
識
の
前
に
屈
伏
し
な
か
っ
た
の
は
、
当
時
の
ヘ
ッ
セ
ン
の
上
級
検
事
フ
リ
ッ
ツ
・
バ
ウ

ア
ー
そ
の
人
に
起
因
す
る
。
彼
は
、
手
続
を
初
め
か
ら
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
検
察
官
の
レ
ベ
ル
で
進
め
さ
せ
た
。

二
日
に
は
予
審
の
開
始
の
申
し
立
て
を
行
っ
た
。
全
部
で
二

0
名
の
被
疑
者
、

(
e
)
 

フ
リ
ッ
ツ
・
バ
ウ
ア
ー
の
告
発
状

一
九
六
五
年
四
月

そ
れ
以
前
に
は
、

一
九
四
七
年
に
も
、
収
容
所
医
者
の
ア
ド
ル
フ
・
ヴ
ァ
ー
ル
マ
ン

(
A
d
o
l
f
W
 
a
h
l
m
a
n
n
)

が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
陪

く
検
察
庁
は
、

学
専
門
医
」
と
し
て
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
フ
レ
ン
ス
プ
ル
ク
に
住
み
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
の
官
庁
や
裁
判
所

か
ら
最
も
よ
く
照
会
さ
れ
る
医
者
で
あ
っ
た
。
彼
に
鑑
定
を
依
頼
し
た
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
々
が
彼
の
素
性
と
過
去
お
よ
び
七
万
人
以

上
の
精
神
病
患
者
に
対
す
る
殺
害
の
ゆ
え
に
逮
捕
状
が
出
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
の

ラ
ン
ト
社
会
裁
判
所
の
長
官
、
そ
の
他
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
の
お
よ
そ
二

0
人
の
裁
判
官
、
検
察
官
、
省
の
官
吏

が
こ
の
事
情
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
こ
の
沈
黙
の
理
由
は
、
た
ん
に
仲
間
意
識
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

対
す
る
裁
判
に
よ
っ
て
多
数
の
一
九
四
五
年
以
降
に
司
法
と
保
健
行
政
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
活
動
し
て
い
る
法
律
家
や
医
者
に
よ
っ
て

「
安
楽
死
計
画
」
が
支
持
さ
れ
た
こ
と
が
世
間
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
に
も
求
め
ら
れ
う
る
。

一
九
五
九
年
―
一
月
ニ
―
日
の
こ
の
ハ
イ
デ
の
逮
捕
に
よ
り
、

審
裁
判
所
で
、
自
ら
を
弁
護
し
て
、
こ
の
安
楽
死
作
戦
に
は
、
も
と
も
と
は
法
的
疑
問
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
著
名
な
法
律
家
に
よ
る
か

(76) 

の
会
議
に
よ
っ
て
そ
の
計
画
に
是
認
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
は
な
く
な
っ
た
と
述
べ
た
の
で
あ
り
、
会
議
の
様
子
に
つ
い
て

も
十
分
な
知
見
が
集
ま
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
察
は
、
長
年
何
も
行
動
を
お
こ
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、

フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
ベ
ル
ガ
ー
、
な
ら

ハ
イ
デ
／
ザ
ヴ
ァ
ー
デ
に

関
法

第
四
一
巻
第
四
号

ハ
イ
デ
が
「
ヴ
ァ
ン
ゼ
ー
会
議
」
に
つ
い
て
供
述
し
て
以
降
、
よ
う
や

一
九
四
一
年
の
そ
の
会
議
に
出
席
し
た
う
ち
の
当
時
の
生
き
残
り
三

0
人
に
対
す
る
捜
査
手
続
を
開
始
す
る
に
至
っ
た
。

J¥ 

(
―
二
六
〇



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

殺
害
の
上
述
し
た
突
然
の
中
止
が
示
し
て
い
る
」
。

び
に
―
一
人
の
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
長
官
、

ま、
'‘ 

八

ニ
ニ
六

五
人
の
上
級
検
事
お
よ
び
三
人
の
高
級
官
僚
に
対
し
て
申
し
立
て
ら
れ
た
。
そ
の
申
立
状
に

(76) 

フ
リ
ッ
ツ
・
バ
ウ
ア
ー
は
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

「
〔
こ
の
事
件
の
〕
主
犯
は
、
裁
判
所
と
検
察
庁
が
動
か
な
い
と
い
う
確
実
性
を
必
要
と
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

か
れ
ら
に
は
、

い
か
な
る
関
与
者
に
対
し
て
も
、
ま
さ
し
く
殺
害
施
設
の
下
級
職
員
に
対
し
て
も
何
ら
の
処
置
を
と
ら
れ
な
い
こ
と
が

関
心
事
で
あ
っ
た
し
、
他
方
で
は
、
司
法
が
処
置
を
と
れ
ば
、
『
T
4
作
戦
』
が
公
衆
の
目
に
ふ
れ
る
危
険
が
内
包
さ
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
戦
争
の
さ
な
か
に
、
こ
の
よ
う
な
多
数
の
家
庭
に
直
接
に
関
係
す
る
問
題
に
直
面
し
た
く
な
い
と
い
う
国
民
の
声
と
世
界
中

の
道
徳
的
非
難
を
危
惧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
中
立
国
お
よ
び
敵
国
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
は
殺
害
を
中
止
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
危
惧
に
ど
れ
ほ
ど
の
重
要
性
が
与
え
ら
れ
る
か
は
、

〔
こ
の
会
議
に
〕
参
集
し
た
ト
ッ
プ
に
は
、

一
九
四
一
年
八
月
の
計
画
的

「
戦
後
の
刑
事
手
続
に
お
い
て
ナ
チ
の
不
法
の
小
物
に
す
ぎ
な
い
射
助
者
に
な
さ
れ
た
要
求
と
比
べ
て
み
る
と
、

ド
イ
ツ
司
法
の

か
れ
ら
が
、
そ
の
沈
黙
に
よ
っ
て
何
千
も
の
殺
人
の
耕
助
者
に
な
る
こ
と
を
妨
げ
る
た
め

に
、
反
対
し
、
し
か
も
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
職
を
な
げ
う
つ
と
宣
言
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
え
た
。
か
れ
の
責
任
は
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
に
沈
黙
し
、
自
ら
を
行
動
に
よ
る
共
犯
者
に
し
た
点
に
見
ら
れ
る
。
被
疑
者
達
が
も
し
疑
義
を
表
明
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は

そ
の
職
を
な
げ
う
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
『
T
4
作
戦
』
は
、
大
き
な
蓋
然
性
を
も
っ
て
す
で
に
一
九
四
一
年
初
頭
に
終
了
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
結
論
は
、
公
に
な
る
こ
と
に
対
し
て
主
犯
達
が
非
常
に
敏
感
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
必
然

で
あ
っ
た
ろ
う
。
刑
法
上
の
評
価
に
と
っ
て
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
行
わ
れ
な
か
っ
た
行
為
が
行
わ

れ
て
い
れ
ば
、
正
犯
行
為
を
続
行
す
る
こ
と
を
困
難
な
ら
し
め
れ
ば
十
分
で
あ
る
」
。

―
つ
に
は
、



第
四
一
巻
第
四
号

訴
追
の
中
止

事
実
は
、
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
続
は
さ
ら
に
何
年
も
か
か
っ
た
。
リ
ン
ブ
ル
ク
の
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
予
審
判

事
は
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
犯
罪
の
存
在
を
認
定
す
る
こ
と
に
「
疑
義
」
を
抱
い
て
い
た
。
刑
事
裁
判
部

に
よ
っ
て
、
予
審
の
開
始
が
指
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
が
行
わ
れ
た
の
は
、
告
発
状

(
A
n
s
c
h
u
l
d
i
g
u
n
g
s
-

s
c
h
r
i
f
t
)
 

の
送
達
以
後
一
年
九
カ
月
以
上
も
経
っ
た
一
九
六
七
年
一
月
二
六
日
の
決
定
に
よ
っ
て
初
め
て
で
あ
る
。
そ
の
間
に
、
何
人
か

の
被
疑
者
が
死
亡
し
、
訴
訟
能
力
な
し
と
さ
れ
た
。

(77) 

も
は
や
何
も
な
い
と
思
わ
れ
た
。

一
九
六
八
年
六
月
三

0
日
に
、

こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
考
慮
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
予
備
捜
査
は
、

に
、
三

0
人
の
被
疑
者
は
、

―
一
人
の
被
疑
者
が
改
め
て
聴
聞
さ
れ
た
。
公
訴
の
提
起
と
公
判
を
妨
げ
る
も
の
は

フ
リ
ッ
ツ
・
バ
ウ
ア
ー
が
突
然
に
死
亡
し
た
。
彼
の
死
後
す
ぐ
に
、
手
続
を
こ
っ
そ
り
と
終
了
さ
せ
る

四
人
に
減
っ
て
い
た
。
「
補
充
捜
査
」
を
遂
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
鎮
静
期
間
を
お
い
た
あ
と
、

上
級
検
事

は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
一
九
七

0
年
三
月
三
一
日
に
は
被
疑
者
の
訴
追
中
止
を
提
案
し
た
。

は
、
リ
ン
プ
ル
ク
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
〔
原
文
で
〕
た
っ
た
九
行
か
ら
な
る
決
定
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
検
察
官
の
提
案
だ
け
が
引
用
し

(79) 

て
あ
り
、
事
実
状
態
や
法
状
態
に
対
す
る
独
自
の
考
察
は
ま
っ
た
＜
窺
わ
れ
な
い
。
次
に
引
用
す
る
。

「
訴
追
中
止
に
対
す
る
検
察
官
の
提
案
に
は
賛
同
で
き
る
。
こ
の
提
案
の
、
予
審
と
捜
査
手
続
の
結
果
を
十
分
に
評
価
し
た
適
切
な

根
拠
に
よ
れ
ば
、
被
疑
者
達
に
は
謀
殺
討
助
は
、
十
分
な
嫌
疑
の
意
味
に
お
い
て
は
、
証
明
さ
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
提
案

通
り
に
、
事
実
上
の
理
由
か
ら
刑
事
訴
訟
法
一
九
八
条
、
二

0
四
条
に
よ
り
、
ま
た
費
用
に
つ
い
て
は
刑
事
訴
訟
法
四
六
四
条
、
四
六

(80) 

七
条
に
よ
り
訴
追
中
止
と
さ
れ
た
」
。

f
)
 関

法

一
四
巻
に
の
ぼ
る
書
類
を
数
え
る
手
続
の
終
末

一
九
六
八
年
七
月
二
八
日
に
終
了
し
た
。
こ
の
間

八
四

ニ
ニ
六



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

「
T
4
作
戦
」
に
関
与
し
た
医
師
に
対
す
る
裁
判
と
し
て
は
、

③
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
安
楽
死
裁
判

さ
て
、
こ
の
「
T
4
作
戦
」
裁
判
は
、

手
続
を
何
と
し
て
も
中
止
す
る
と
い
う
検
察
官
の
意
図
は
、
プ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
上
級
検
事
の
代
表
者
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヒ
ル

(81) 

テ
(
W
i
l
h
e
l
m
H
i
r
t
e
)
博
士
の
事
案
に
お
い
て
と
く
に
顕
著
で
あ
っ
た
。
ヒ
ル
テ
は
、
彼
が
疑
義
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
葉

を
発
し
な
か
っ
た
の
は
、
自
分
が
「
最
も
若
い
参
加
者
」
（
三
五
歳
）

し
、
と
く
に
馬
蹄
形
の
机
の
内
側
に
座
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
、
答
え
た
。
こ
の
答
え
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
上
級
検
事
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
ヒ
ル
テ
博
士
が
、

八
五

(
―
二
六

で
あ
り
、
こ
の
集
ま
り
で
は
全
く
名
前
を
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

T
4
作
戦
に
対
し
て
そ
の
疑
義
を
公
然
と
表
明
し
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
ま
だ

刑
法
上
重
要
な
不
作
為
は
な
い
。
沈
黙
は
、
議
論
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
か
ら
し
て
も
、
た
だ
ち
に
賛
成
し
た
も
の
と
解
釈
さ

函）

れ
え
な
し
」
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、
こ
の
午
前
、
発
言
は
禁
止
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
検
察
官
は
、
こ
こ
で
は
先
行
す
る
説
明
が
あ
っ

た
場
合
の
沈
黙
の
解
釈
に
対
す
る
簡
単
な
基
本
原
則
を
無
視
し
て
い
る
。

H
e
f
e
l
m
a
n
n
)
 

(83) 

一
九
七
二
年
一

0
月
八
日
に
最
後
の
被
告
人
と
な
っ
た
ハ
ン
ス
・
ヘ
ー
フ
ェ
ル
マ
ン
(
H
a
n
s

に
対
す
る
訴
訟
能
力
な
し
と
し
て
の
終
極
的
な
手
続
打
ち
切
り
に
よ
っ
て
幕
を
閉
じ
た
。
ヘ
ー
フ
ェ
ル
マ
ン
は
、
長
年
の

知
己
ク
ロ
ー
ス
教
授
ら
の
鑑
定
を
集
め
て
、
訴
訟
無
能
力
を
勝
ち
取
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
裁
判
で
は
、
医
者
と
法
律

(84) 

家
が
互
い
に
か
ば
い
合
い
な
が
ら
、
結
局
、
誰
一
人
と
し
て
有
罪
と
は
さ
れ
な
い
と
い
う
結
果
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
事
件
の
あ
と
に
、

ハ
イ
デ
の
取
り
調
べ
中
、

ハ
イ
デ
が
た
び
た

び
そ
の
名
前
を
挙
げ
た
こ
と
が
切
っ
か
け
と
な
っ
て
、
次
の
「
安
楽
死
」
事
件
が
表
面
に
出
て
き
た
。
上
級
検
察
官
フ
リ
ッ
ツ
・
バ
ウ

(85) 

ア
ー
は
、
「
T
4
作
戦
」
に
関
与
し
た
医
師
と
し
て
、
「
ド
ク
タ
ー
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
」
と
名
乗
っ
て
い
た
シ
ュ
ト
ウ
ッ
ト
ガ
ル
ト
の
婦
人
科



J

の
判
決
の
後
、
三
年
余
り
経
っ
て
、
連
邦
裁
判
所
は
、

B
o
r
m
)
 

一
九
七
一
年
末
に
新
た
な
手
続
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に

第
四
一
巻
第
四
号(86) 

医
ア
ク
ヴ
ィ
リ
ン
・
ウ
ル
リ
ッ
ヒ

(Aquilin
Ullrich)
、
「
ド
ク
タ
ー
・
リ
ー
パ
ー
」
な
い
し
「
ド
ク
タ
ー
・
ケ
ラ
ー
」
と
名
乗
っ
て
い

(87) 

た
そ
の
同
僚
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
プ
ン
ケ

(Heinrich
B
u
n
k
e
)
、
を
再
確
認
し
、
一
九
六
一
年
か
ら
六
二
年
に
か
け
て
こ
れ
ら
の
人
物

(88) 

を
逮
捕
し
た
。
一
九
六
五
年
一
月
一
五
日
に
、
上
級
検
察
庁
は
、
「
ド
ク
タ
ー
・
バ
ー
ダ
ー
」
と
称
し
て
い
た
ク
ラ
ウ
ス
・
エ
ン
ド
ル
ー

(89)

（

90) 

ヴ
ァ
イ
ト

(
K
l
a
u
s
E
n
d
r
u
w
e
i
t
)
、
な
ら
び
に
、
「
ド
ク
タ
ー
・
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
」
と
名
乗
っ
て
い
た
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ボ
ル
ム

(
K
u
r
t

と
と
も
に
上
記
の
二
人
を
も
謀
殺
罪
で
起
訴
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
ポ
ル
ム
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
多
く
の
犯
罪
を
行
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
き
た
た
め
、
ボ
ル
ム
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
捜
査
が
続
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

年
一

0
月
三
日
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
陪
審
裁
判
所
で
の
公
判
に
現
れ
た
の
は
、
ボ
ル
ム
を
除
い
た
三
名
で
あ
っ
た
。

(91) 

一
九
六
七
年
五
月
二
三
日
に
は
、
判
決
が
下
さ
れ
た
。
判
決
で
は
、
「
『
T
4
作
戦
』
の
枠
内
で
遂
行
さ
れ
た
大
量
殺
人
は
…
…
行
為
時
に

妥
当
し
て
い
て
、
今
日
も
妥
当
す
る
刑
法
ニ
―
一
条
の
意
味
に
お
け
る
構
成
要
件
を
充
足
す
る
。

の
そ
れ
も
含
め
て
、
そ
の
滅
び
の
時
ま
で
刑
法
ニ
―
一
条
の
保
護
を
受
け
る
」
と
し
て
、
謀
殺
の
帯
助
の
構
成
要
件
該
当
性
を
肯
定
し
た
。

「
し
か
し
な
が
ら
、
被
告
人
ら
は
、
有
責
に
行
為
し
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
に
は
、
違
法
性
の
意
識
が
な
い
。
か
れ
ら
は
、
そ
の
行
為

が
「
許
さ
れ
ざ
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
回
避
不
可
能
な
禁
止
の
錯
誤
に
お
い
て
行
為
し
た
の
で
あ
る
。

被
告
人
ら
は
、
か
れ
ら
が
『
自
然
の
生
き
る
意
思
を
も
た
な
い
』
精
神
病
患
者
の
殺
害
の
場
合
に
の
み
関
与
し
、
そ
の
殺
害
は
許
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
責
任
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
ら
は
、
無
罪
と
さ
れ
え
た
」
。

一
九
七

0
年
八
月
七
日
に
、
こ
の
判
決
を
破
棄
し
た
。
陪
審
裁
判
所
は
、
公

判
を
再
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ボ
ル
ム
に
対
す
る
手
続
も
併
合
し
て
、

し
か
し
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

関
法

一
切
の
人
間
の
生
命
は
、
精
神
病
患
者

八
六

(
―
二
六
四
）

一
九
六
六



て、
(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

ム
は
、

(93) 

判
所
は
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
国

ま、
9
.
r
 

リ
ッ
ヒ

一
九
七
四
年
三
月
二

0
日
に
こ
の
判
決
を
確
認
し
た
。

鑑
定
が
採
用
さ
れ
、

一
九
七
一
年
―
一
月
二
六
日
に
な
っ
て
、
手
続
を
続
行
す
る
と
ブ
ン
ケ
に
心
筋
梗
塞
の
危
険
が
あ
る
い
う

ブ
ン
ケ
に
対
す
る
手
続
が
暫
定
的
に
打
ち
切
ら
れ
た
。

一
九
七
二
年
二
月
六
日
に
は
、

八
七

(
―
二
六
五

一
九
八
七
年
五
月
一
八
日
に
な
っ

一
九
七

一
五
日
に
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
暫
定
的
に
手
続
が
打
ち
切
ら
れ
た
。

エ
ン
ド
ル
ー
ヴ
ァ
イ
ト
に
つ
き
、
心
筋
梗
塞
の
証
明
が
な
さ
れ
、
結
局
、
ボ
ル
ム
だ
け
が
残
っ
た
。
ボ
ル

(92) 

一
九
七
二
年
六
月
六
日
に
、
無
罪
判
決
を
勝
ち
取
っ
た
。
理
由
は
、
「
違
法
性
の
意
識
」
が
な
か
っ
た
と
い
う
に
あ
る
。
連
邦
裁

そ
の
後
も
、
こ
れ
ら
の
被
告
人
は
、
「
訴
訟
能
力
」
が
欠
如
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
師
と
し
て
の
業
務
を
続
行
し
た
。
ウ
ル

一
九
八
四
年
二
月
に
な
っ
て
シ
ュ
ト
ッ
ト
ガ
ル
ト
の
政
府
が
、
医
師
免
許
を
停
止
す
る
措
置
を
取
り
、
三
月
に
は
、

(94) 

八
年
―
一
月
以
降
違
法
に
医
療
行
為
を
行
っ
て
い
た
エ
ン
ド
ル
ー
ヴ
ァ
イ
ト
に
も
業
務
停
止
が
命
じ
ら
れ
た
。

一
九
八
六
年
一
月
二
九
日
に
は
、
限
定
的
に
訴
訟
能
力
が
認
め
ら
れ
て
再
び
公
判
が
開
始
さ
れ
た
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、

ブ
ン
ケ
と
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
に
対
し
、
謀
殺
桐
助
を
認
め
、
違
法
阻
却
事
由
も
責
任
阻
却
事
由

(95) 

も
存
在
し
な
い
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
四
年
の
自
由
刑
を
言
い
渡
し
た
。

G
o
t
z
,
 B
i
l
a
n
z
 d
e
r
 V
e
r
f
o
l
g
u
n
g
 v
a
n
 N
S
-
S
t
r
a
f
t
a
t
e
n
,
 1
9
8
6
,
 
S. 37・ 

W
i
l
h
e
l
m
 K
i
e
s
s
e
l
b
a
c
h
,
 Z
w
e
i
 P
r
o
b
l
e
m
e
 a
u
s
 d
e
m
 G
e
s
e
t
z
 N
r
.
 
10 d
e
s
 Kontrollrats, M
O
R
 19
4
7
,
 
S. 5
 

V
 gl. 
R
i
c
h
a
r
d
 L
a
n
g
e
,
 N
 u
m
 De
n
u
n
z
i
a
n
t
e
n
p
r
o
b
l
e
m
,
 S
J
Z
 1
9
4
8
,
 
Sp. 3
0
5
.
 

K
i
e
s
s
e
l
b
a
c
h
,
 M
O
R
 19
4
7
,
 
S. 5
.
 

L
a
n
g
e
,
 S
J
Z
 1
9
4
7
,
 
S
p
.
 3
0
5
.
 

O
L
G
 H
a
m
m
,
 S
J
Z
 1
9
4
8
,
 
S
p
.
 3
3
0
.
 

状
態
を
理
由
と
し
て
訴
訟
能
力
な
し
と
す
る
鑑
定
が
提
出
さ
れ
、

な
っ
た
。
公
判
開
始
の
直
前
、

―
二
月
六
日
に
は
、

ウ
ル
リ
ッ
ヒ
に
対
す
る
急
性
ス
ト
レ
ス
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関
法

第
四
一
巻
第
四
号

日
生
ま
れ
。
一
九
三
二
年
か
ら
ヴ
ュ
ル
ッ
プ
ル
ク
大
学
の
精
神
医
学
・
神
経
医
学
の
私
講
師
と
な
る
。
一
九
三
五
年
五
月
、
ナ
チ
党
入
党
。
一
九

三
六
年
S
S
に
採
用
さ
れ
る
。
遺
伝
生
物
学
の
調
査
の
た
め
強
制
収
容
所
に
派
遣
さ
れ
る
。
一
九
一
＿
一
九
年
、
非
常
勤
教
授
と
な
る
。
一
九
三
九
年

夏
以
降
、
病
人
や
障
害
者
の
大
量
殺
害
計
画
に
参
加
。
安
楽
死
処
分
の
組
織
に
お
い
て
、
医
学
責
任
者
と
な
る
。

(75)

ハ
イ
デ
は
、
一
九
四
五
年
五
月
二
八
日
に
、
イ
ギ
リ
ス
軍
に
逮
捕
さ
れ
る
。
一
九
四
七
年
七
月
二
五
日
に
逃
走
の
の
ち
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ

ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
に
向
か
い
、
キ
ー
ル
で
、
フ
リ
ッ
ツ
・
ザ
ヴ
ァ
ー
デ
の
名
前
で
偽
造
さ
れ
た
釈
放
証
明
書
を
入
手
し
、
そ
の
後
、
メ
ン
ケ

ペ
ル
ク
で
難
民
証
明
書
を
発
行
さ
せ
、
一
九
四
九
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
頃
、
フ
レ
ン
プ
ル
ク
に
落
ち
着
い
た
。
フ
レ
ン
プ
ル
ク
・
ミ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
ク

で
ス
ポ
ー
ツ
医
を
募
集
し
て
い
る
の
を
知
り
、
彼
に
よ
れ
ば
、
大
市
長
に
本
当
は
自
分
が
誰
で
あ
る
か
を
打
ち
明
け
て
、
ザ
ヴ
ァ
ー
デ
博
士
と
し

て
一
雇
わ
れ
一
九
五
一
年
―
一
月
ま
で
、
そ
の
地
位
に
つ
い
て
い
た
。
上
級
保
険
局
の
鑑
定
人
リ
ス
ト
に
最
初
に
「
ザ
ヴ
ァ
ー
デ
博
士
」
の
名
前
が

登
場
す
る
の
は
、
一
九
五

0
年
―
一
月
一
五
日
で
あ
る
。
か
く
て
、
ザ
ヴ
ァ
ー
デ
博
士
は
、
そ
の
後
、
七
千
件
の
鑑
定
書
を
書
い
た
。
こ
の
頃
、

す
で
に
社
交
の
場
で
、
ザ
ヴ
ァ
ー
デ
夫
人
が
、
自
分
は
、
「
た
ん
な
る
」
神
経
医
夫
人
で
は
な
く
、
「
ハ
イ
デ
教
授
夫
人
」
で
あ
る
と
名
乗
っ
た
と

い
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
キ
ー
ル
大
学
医
学
部
の
誰
も
が
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
。
一
九
五
九
年
―
一
月
―
二
日
に
、
ザ
ヴ
ァ
ー
デ
は
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
官
憲
に
出
頭
し
た

(Klee,
W
a
s
 sie g
e
t
a
n
 ,
 
W
a
s
 sie 
w
u
r
d
e
n
,
 S. 2
0
 ff.)
。
そ
の
後
、
一
九
六
三
年
に
、
ハ
イ
デ
を
刑
務
所

か
ら
脱
獄
さ
せ
る
計
画
が
あ
っ
た
が
、
一
九
六
四
年
二
月
―
二
日
、
「
T
4
作
戦
」
本
部
の
主
任
テ
ィ
ル
マ
ン
が
ケ
ル
ン
で
「
自
殺
」
し
た
翌
日

二
月
二
二
日
）
、
リ
ン
プ
ル
ク
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
で
の
公
判
開
始
(
-
九
六
四
年
二
月
一
八
日
）
の
五
日
前
に
プ
ッ
ツ
バ
ッ
ハ
刑
事
施
設

(Haftanstalt B
u
t
z
b
a
c
h
)

独
房
の
中
で
ハ
イ
デ
が
死
ん
で
い
る
の
が
発
見
さ
れ
た

(Klee,
a. 
a. 
0., S
.
 4
5
£
£
.
 ;
 K
r
a
m
e
r
,
 K
J
 1
9
8
4
,
 
S. 
3
2
 

F
u
B
n
.
 4
3
)

プ
シ
ビ
ル
ス
キ
『
裁
か
れ
ざ
る
ナ
チ
ス
』
（
宮
野
・
稲
野
訳
）
一
―
一
頁
以
下
参
照
）
。

(76) 
K
r
a
m
e
r
,
 K
J
 1
9
8
4
,
 
S. 3
5
£
 • 

(77) Kramer• 

K
J
 19
8
4
,
 S. 3
4
.
 

(78) 
B
e
s
c
h
l
u
B
 d
e
s
 L
a
n
d
g
e
r
i
c
h
t
 L
i
m
b
u
r
g
 v
o
m
 27
.
 
M
a
i
 1
9
7
0
.
 

(79) 
K
r
a
m
e
r
,
 I
 

^
 

J
 19
8
4
,
 
s. 3
4
.
 

(80) 
Js 2
 0

6ヽ
3

B
d
.
 X
I
V
 ̀

 
Bl. 1
7
7
 ;
 V
 gl. Kramer• 

K
J
 1
9
8
4
,
 S
.
 3
4
 F
u
B
n
.
 6
9
.
 

(81)

ヒ
ル
テ

(
W
i
h
e
l
m
Hirte}

は
、
第
一
検
察
官
、
戦
争
開
始
後
プ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
上
級
検
察
庁
の
長
。
法
学
博
士

(Vgl.
Klee, a. 

a. 
0., S. 2
5
1
.
}

。

九
〇

（
―
二
六
八



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

九

（
―
二
六
九
）

(82) 
Vgl. K
r
a
m
e
r
,
 K
J
 1
9
8
4
,
 S. 3
7
.
 

(83)

ヘ
ー
フ
ェ
ル
マ
ン
は
、
一
九
〇
六
年
生
ま
れ
。
一
九
三
二
年
七
月
に
農
学
博
士
の
学
位
を
取
る
。
一
九
一
＿
＿
六
年
一
月
に
「
総
統
の
官
房
」
に
勤

務
。
彼
は
、
初
め
か
ら
安
楽
死
作
戦
の
計
画
・
組
織
化
に
関
与
。
一
九
四
八
年
一

0
月
末
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
移
住
。
一
九
五
一
年
以
降
、
本
屋

の
支
配
人
で
あ
っ
た
。
一
九
五
五
年
―
二
月
に
は
ド
イ
ツ
に
帰
っ
て
き
た
。
ハ
イ
デ
が
勾
留
さ
れ
て
以
降
、
ス
ペ
イ
ン
に
逃
げ
て
い
た
が
、
気
候

が
合
わ
ず
一
九
六

0
年
八
月
一
八
日
に
は
、
ド
イ
ツ
に
帰
国
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
て
、
そ
の
ー
ニ
日
後
の
八
月
三

0
日
に
検
察
庁
に
出
頭
し
た

(vgl• 

Klee, a. 
a. 
0., S. 3
7
f
f
.
)

。
一
九
八
六
年
当
時
ま
だ
存
命
。

(84) 
V
 gl. 
K
r
a
m
e
r
,
 K
J
 1
9
8
4
,
 S. 4
2
.
 

(85)

「
T
4
作
戦
」
事
件
に
つ
き
、
ガ
ス
施
設
に
派
遣
さ
れ
た
医
師
は
一
．
四
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
四
人
は
戦
争
中
に
死
亡
し
、
二
人
は
、
自

殺
し
た
。

(86)

ウ
ル
リ
ッ
ヒ
は
、
一
九
一
四
年
生
ま
れ
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
大
学
医
学
部
に
入
学
し
、
一
九
三
五
年
か
ら
三
六
年
に
は
ヴ
ュ
ル
ッ
プ
ル
ク
に
学
び
、

一
九
一
＿
一
七
年
当
時
、
医
長
で
あ
っ
た
ハ
イ
デ
博
士
の
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
一
九
三
九
年
に
医
師
試
験
に
合
格
、
四
一
年
に
は
博
士
号
を
取
っ

た
。
一
九
四

0
年
に
、
ハ
イ
デ
が
、
か
れ
を
T
4
に
誘
い
、
プ
ラ
ン
デ
ン
プ
ル
ク
・
ガ
ス
殺
施
設
長
代
理
と
な
っ
た
。

(87)

プ
ン
ケ
は
、
一
九
一
四
年
七
月
二
四
日
生
ま
れ
。
一
九
三
五
年
か
ら
三
六
年
に
か
け
て
キ
ー
ル
大
学
に
学
び
、
冬
学
期
に
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
で
学

び
、
そ
こ
で
、
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
と
知
り
合
う
。
一
九
＿
―
-
七
年
N
S
D
A
P
に
入
党
。
一
九
四

0
年
六
月
末
な
い
し
七
月
初
旬
に
、
総
統
の
官
房
に
来

る
よ
う
通
知
を
受
け
た
。
そ
こ
で
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
の
提
案
に
よ
り
、
協
力
す
る
よ
う
ハ
イ
デ
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
。
一
九
四

0
年
八
月
に
彼
は
プ

ラ
ン
デ
ン
プ
ル
ク
・
ガ
ス
殺
施
設
で
仕
事
を
開
始
し
た
。

(88) 
Vgl. D
a
u
b
,
 K
J
 19
8
6
,
 S. 4
3
5
.
 

二
人
と
も
す
ぐ
に
釈
放
さ
れ
た
。
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
は
、
一
九
六
一
年
八
月
二
二
日
に
逮
捕
さ
れ
、
九
月
八
日
に

は
遵
守
事
項
を
付
け
ら
れ
て
釈
放
さ
れ
た
。
プ
ン
ケ
は
数
日
間
未
決
監
に
い
た
だ
け
で
、
一
九
六
二
年
四
月
一
九
日
に
は
、
遵
守
事
項
を
付
し
て

釈
放
さ
れ
た

(Vgl.
Klee, a. 
a. 
0., S. 
113ff.)
。

(89)

エ
ン
ド
ル
ー
ヴ
ァ
イ
ト
は
、
一
九
一
三
年
生
ま
れ
。
一
九
三
三
年
に
ア
ビ
ト
ゥ
ア
を
と
っ
た
後
に

S
S
に
入
っ
た
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
大
学
入
学
。

一
九
三
五
年
ー
三
六
年
に
は
ヴ
ュ
ル
ッ
プ
ル
ク
大
学
で
学
ぶ
。
一
九
三
九
年
、
緊
急
時
医
師
免
許
を
取
る
。
一
九
四

0
年
二
＿
月
に
は
ゾ
ネ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
・
ガ
ス
殺
施
設
に
行
き
、
一
九
四

0
年
六
月
か
ら
一
九
四
一
年
八
月
ま
で
に
、
ザ
ッ
ク
セ
ン
の
施
設
の
ガ
ス
室
で
一
万
一
＿
一
千
七
二

0

人
を
殺
害
し
た
。
一
九
四
一
年
、
ハ
イ
デ
の
助
力
で
博
士
号
取
得
。
彼
の
場
合
は
、
一
九
六
二
年
六
月
二

0
日
に
逮
捕
さ
れ
た
が
、
逮
捕
期
間
は
、



ド
イ
ツ
の
司
法
は
、

四
一
年
か
ら
一
九
四
四
年
の
間
に
下
さ
れ
た
。
戦
争
の
転
機
で
あ
っ
た
一
九
四
二
年
に
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
官
は
、
平
均
し
て
月
に
七
二

0
人
の
者
を
殺
害
し
て
い
た
。
ナ
チ
ス
の
司
法
犯
罪
は
、
「
血
の
司
法
」

(
B
l
u
t
j
u
s
t
i
z
)

と
い
う
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

(97) 

大
量
殺
人
装
置
に
よ
る
殺
人
で
あ
る
。
こ
の
殺
人
の
行
為
者
は
、
裁
判
官
で
あ
る
。
連
邦
裁
判
所
は
、

(98) 

民
族
裁
判
所
は
、
裁
判
所
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
、
確
認
し
た
。

①

司

法

殺

人

司
法
犯
罪
の
自
浄
作
業

そ
の
日
の
一

0
時
四
0
分
か
ら
一
七
時
三
0
分
の
間
の
み
で
あ
っ
た
。

(90)

ボ
ル
ム
は
、
一
九
0
九
年
生
ま
れ
。
一
九
三
0
年
に
は
、
す
で
に
ナ
チ
党
入
党
。
彼
は
、

S
S
の
ト
ー
テ
ン
コ
ッ
プ
団
で
活
動
し
、
一
九
＿
―
-
九

年
に
は
武
装
S
S
に
入
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
護
衛
と
な
っ
た
。
一
九
四
0
年
九
月
二
0
日
に
総
統
の
官
房
の
「
特
別
任
務
」
の
た
め
に
休
暇
を
与
え

ら
れ
、
ベ
ル
リ
ン
の
武
装
S
S
の
衛
生
兵
監
察
所
に
属
し
た
。
ポ
ル
ム
は
、
何
千
と
い
う
ス
コ
ポ
ラ
ピ
ン
と
モ
ル
ヒ
ネ
の
ア
ン
プ
ル
の
作
成
に
関

与
し
た
。
一
九
六
二
年
六
月
一
六
日
逮
捕
さ
れ
た
が
、
六
月
二
九
日
に
は
釈
放
さ
れ
、
開
業
医
を
続
け
た
。

(91) Vgl• 

Klee, W
a
s
 sie ta t
e
n
 ,
 
W
a
s
 sie w
u
r
d
e
n
,
 S. 1
2
4
£
.
 

(92) Vgl• 

Klee, W
a
s
 sie ta t
e
n
 ,
 
W
a
s
 sie w
u
r
d
e
n
,
 S. 1
2
5
£
.
 

(93) 
Urteil d
e
s
 B
u
n
d
e
s
g
e
r
i
c
h
t
s
h
o
f
s
 v
o
m
 20
.
 3
.
 
1
9
7
4
,
 
K
J
 1
9
7
4
,
 S
.
 4
2
8
.
 

(94) Vgl• 

Klee, a. 
a. 
0., S
.
 1
2
5
£
.
 

(95)

こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
宮
沢
浩
．
一
「
「
安
楽
死
事
件
』
と
西
ド
イ
ツ
の
刑
事
司
法
ー
ナ
チ
ス
犯
罪
追
求
と
過
去
の
清
算
」
世
界
五
―
二

号
(
-
九
八
八
年
）
一
七
一
頁
以
下
を
参
照
。

第
三
節

関
法

第
四
一
巻
第
四
号

一
九
五
六
年
に
そ
の
有
罪
判
決
を
、

ナ
チ
時
代
に
少
な
く
と
も
三
万
二
千
の
死
刑
判
決
を
下
し
た
と
言
わ
れ
て
い
組
。
三
万
以
上
の
死
刑
判
決
が
一
九

九

(
―
二
七
0
)



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
甲

司
法
犯
罪
と
民
族
裁
判
所

九

一
九
四
三
年
に
は
、

こ
の
よ
う
に
「
法
服
を
ま
と
っ
た
殺
人
者
」
を
中
心
と
す
る
「
恐
る
べ
き
法
律
家
達
」
に
よ
る
犯
罪
は
、
近
年
、
現
代
法
史
家
に
よ
っ

て
、
最
も
注
目
を
集
め
て
き
た
ナ
チ
犯
罪
で
あ
る
。
こ
の
司
法
犯
罪
は
、
戦
後
の
ナ
チ
犯
罪
の
司
法
に
よ
る
追
及
に
お
い
て
も
、
す
で
に

指
摘
し
た
よ
う
に
、
ナ
チ
時
代
と
の
連
続
性
を
強
く
も
つ
追
及
者
が
、
同
じ
体
験
を
し
た
か
つ
て
の
同
僚
を
裁
く
と
い
う
特
異
性
の
た
め

(99) 

に
、
最
も
問
題
の
多
い
領
域
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
領
域
に
つ
い
て
概
観
を
与
え
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
典
型
的
な

「
テ
ロ
の
道
具
」
で
あ
っ
た
民
族
裁
判
所
の
性
格
と
二
、
三
の
戦
後
の
司
法
犯
罪
に
対
す
る
裁
判
例
を
検
討
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

2
 

民
族
裁
判
所
は
、
い
わ
ゆ
る
ナ
チ
の
権
力
掌
握
の
一
年
あ
ま
り
後
に
、

(100) 

更
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
い
て
、
形
成
さ
れ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
に
は
ラ
イ
ヒ
議
会
放
火
事
件
の
教
訓
が
切
っ
か
け
に

一
九
三
四
年
四
月
二
四
日
の
「
刑
法
と
刑
事
訴
訟
の
規
定
の
変

な
っ
て
い
る
。
特
定
の
政
治
事
件
に
つ
い
て
は
、
つ
ね
に
ナ
チ
の
意
味
で
判
決
を
下
す
こ
と
を
期
待
で
き
る
よ
う
な
特
別
裁
判
所
の
形
成

の
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
民
族
裁
判
所
は
、
従
来
、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
が
管
轄
権
を
も
っ
て
い
た
内
乱
罪
お
よ
び
外
患
罪
事
件
お

(IOl) 

よ
び
一
九
三
三
年
二
月
二
八
日
の
「
国
民
と
国
家
の
保
護
の
た
め
の
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
命
令
」
の
五
条
一
項
に
よ
る
犯
罪
に
つ
き
管
轄
権

（血）

を
も
っ
た
。
一
九
三
六
年
四
月
一
八
日
の
「
民
族
裁
判
所
に
関
す
る
、
そ
し
て
俸
給
法
の
第
二
五
次
改
正
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
初

(103) 

め
て
民
族
裁
判
所
が
「
裁
判
所
構
成
法
の
意
味
に
お
け
る
正
規
の
裁
判
所
」
た
る
べ
き
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
た
。
民
族
裁
判
所
は
、
そ
れ

以
降
、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
と
並
ん
で
、
最
高
の
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
で
あ
っ
た
。
民
族
裁
判
所
の
管
轄
は
、
時
を
経
る
に
つ
れ
、
つ
ね
に

拡
大
の
一
途
を
辿
っ
た
。
公
判
に
お
い
て
は
、
民
族
裁
判
所
は
、
五
名
の
構
成
員
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
。
裁
判
長
と
も
う
ひ
と
り
の
構

成
員
が
、
裁
判
官
職
資
格
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ナ
チ
ズ
ム
的
心
情
が
確
実
だ
と
信
じ
ら
れ
、
ナ
チ
の
権

(104) 

力
者
の
意
向
に
そ
っ
た
判
決
を
下
す
だ
ろ
う
と
期
待
で
き
る
職
業
裁
判
官
の
み
が
、
民
族
裁
判
所
に
招
聘
さ
れ
た
。

(
―
二
七
一
）



民族裁判所 ドイツの裁判所 そのうち民族裁
年 の死刑判決の全 判所の死刑判決

被告人 死刑判決 無罪 体数 ％ 

1934 80 4 (5.0%) 102 3.9 
1935 632 9 (1.4%) 98 9.1 
1936 625 10(1.6%) 76 13. 1 
1937 618 32 (5. 2%) 52 (8.4%) 86 37.2 
1938 614 17 (2.8%) 54 (8.8%) 85 20.0 
1939 470 36 (7.6%) 40 (8.5%) 139 25.9 
1940 1091 53 (4.8%) 80 (7.3%) 250 21. 2 
1941 1237 102 (8. 2%) 70 (5. 6%) 1292 7. 9 
1942 2572 1192(46. 3 %) 107 (4. 7%) 4457 26. 7 
1943 3338 1662(49. 7 %) 181 (5. 4%) 5336 31. 1 
1944 4379 2097(47. 8%) 489(11. 2%) 4264 49.2 

関
法

第
四
一
巻
第
四
号

Aus: Adalbert Riickerl, NS-Verbrechen vor Gericht, S. 84. 

判
所
と
身
分
裁
判
所
を
除
い
て
1

ド
イ
ツ
の
裁
判
所
で
下
さ
れ
た
死
刑
判
決
の

一
九
三
四
年
と
一
九
四
四
年
の
間
の
、
民
族
裁
判
所
に
起
訴

こ。t
 

級
検
察
官
、

一
人
の
所
長
、

(
―
二
七
二
）

一
人
の
副
所
長
、
三
人
の
各
部
の
部
長
、
九

一
九
四
四
年

補
助
者
が
い
た
。
六
つ
の
部
は
、
そ
れ
そ
れ
五
人
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、

そ
の
う
ち
五
人
が
S
A
、
S
S
，
警
察
お
よ
び
将
校
か
ら
の
素
人
裁
判
官
て
あ
っ

一
九
四
四
年
に
は
全
員
で
一
七
三
名
の
陣
容
を
誇
っ
て
い
た
。
そ
の
活
動
期

間
た
る
一

0
年
間
に
は
、
民
族
裁
判
所
は
五
七

0
人
の
裁
判
官
お
よ
び
検
察
官
を

(105) 

擁
し
た
。

一
九
四
二
年
か
ら
一
九
四
五
年
の
間
に
、
民
族
裁
判
所
は
、
四
九
五
一
件
の
死

（
暉
）

刑
判
決
を
下
し
た
。

さ
れ
た
人
の
人
数
と
言
い
渡
さ
れ
た
死
刑
判
決
の
数
を
比
較
す
れ
ば
、
ー
—
I

郡
裁

全
体
数
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
判
決
実
務
の
厳
格
化
が
進
ん
で
い
く
過
程
が
認
め

ら
れ
る
。
無
罪
判
決
の
割
合
は
、
民
族
裁
判
所
へ
の
起
訴
が
、
ど
の
時
点
で
も
有

(107) 

罪
判
決
と
同
じ
意
味
を
も
つ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
九
四
二
年
に
民
族
裁
判
所
に
よ
っ
て
言
い
渡
さ
れ
た
死
刑
判
決
の
数
が
飛
躍

一
六
人
の
一
級
検
察
官
、
九
人
の
検
察
官
、
二
七
人
の
そ
れ
以
外
の

こ
ま
‘

,
9
,
,
 

一
人
の
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ヒ
検
察
官
、
五
人
の
ラ
イ
ヒ
検
察
官
、
四
人
の
上

人
の
民
族
裁
判
所
裁
判
官
お
よ
び
二
五
名
の
補
助
裁
判
官
が
い
た
。

民
族
裁
判
所
に
は
、

九
四



(2) 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
国

的
に
上
昇
し
て
い
る
理
由
は
、
も
と
の
ラ
イ
ヒ
司
法
省
の
国
務
次
官
ロ
ー
ラ
ン
ト
・
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
が
民
族
裁
判
所
の
長
官
に
な
っ
た
こ

で
民
族
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
死
刑
判
決
が
多
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
う
る
。
当
初
か
ら
、
民
族
裁
判
所
は
、

想
を
判
例
実
務
に
移
し
、
法
律
を
ナ
チ
的
意
味
に
お
い
て
解
釈
す
る
た
め
の
機
関
で
あ
っ
た
が
、
当
初
そ
の
活
動
は
、
行
き
過
ぎ
は
あ
る

も
の
の
、

い
ま
だ
伝
統
的
な
法
理
論
を
尊
重
は
し
て
い
た
。

(108) 

の
道
具
と
な
る
。

戦
後
の
司
法
犯
罪
裁
判
に
お
い
て
、
民
族
裁
判
所
の
裁
判
官
に
対
す
る
刑
事
訴
追
と
し
て
、
最
も
著
名
な
も
の
が
、

レ
ー
ゼ
事
件

ヨ
ー
ゼ
フ
・
メ
ッ
ガ
ー

(
M
a
x
 Josef M
e
t
z
t
g
e
r
)
 

裁
判
所
の
捜
査
裁
判
官
と
な
り
、

九
五

一
九
四
四
年
七
月
二

0
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
未
遂
事
件
と
の
関
係

ナ
チ
の
思

一
九
四
二
年
以
降
は
、
こ
の
よ
う
な
制
約
も
取
り
払
わ
れ
、
純
然
た
る
テ
ロ

①
民
族
裁
判
所
裁
判
官
レ
ー
ゼ
の
起
訴

一
九
六
七
年
に
ベ
ル
リ
ン
の
検
察
庁
は
、
上
級
検
事
ギ
ュ
ン
タ
ー
の
働
き
か
け
で
、
司
法
に
よ
る
大
量
殺
人
の
容
疑
で
民
族
裁
判
所
の

(109) 

六
三
人
の
構
成
員
と
そ
こ
で
活
動
し
て
い
る
上
級
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
検
察
庁
の
公
務
員
に
対
し
て
三
五
件
の
捜
査
手
続
を
開
始
し
た
。
鉄
製

の
戸
棚
に
し
ま
わ
れ
た
判
決
の
入
っ
た
箱
が
抜
本
的
に
検
討
さ
れ
た
。
ほ
ぼ
―
―

1
0
0件
の
事
案
に
お
い
て
、

カ
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ッ

レ
ー
ゼ
の
署
名
が
あ
っ
た
。

小
柄
な
男
で
あ
っ
た
が
、
民
族
裁
判
所
の
補
助
裁
判
官
と
し
て
少
な
く
と
も
三
七
三
件
の
事
件
に
関
与
し
、
二
三
一
名
の
人
々
を
絞
首
台

(110) 

に
送
っ
た
男
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
捜
査
裁
判
官
グ
ル
ー
プ
の
指
導
的
人
物
で
あ
っ
た
レ
ー
ゼ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
マ
ッ
ク
ス
・

の
謀
殺
の
ほ
か
、
六
件
の
謀
籾
で
起
訴
さ
れ
た
。
レ
ー
ゼ
は
、

一
九
四
一
年
―
一
月
一

0
日
か
ら
戦
争
の
終
わ
り
ま
で
民
族
裁
判
所
の
第
一
部
の
裁
判
官
で
あ
り
、

ラ
ー
ト
の
ハ
ン
ス
，
ョ
ア
ヒ
ム
・
レ
ー
ゼ

(
H
a
n
s
-
J
o
a
c
h
i
m
R
e
h
s
e
)

に
対
す
る
裁
判
で
あ
る
。

と
に
よ
る
。

一
九
四
四
年
に
ふ
た
た
び
急
激
に
上
昇
し
て
い
る
の
は
、

(
―
二
七
三
）

フ

一
九
三
九
年
に
民
族
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る
」
と
評
し
て
い
る

C

発
見
に
よ
っ
て
、
今
回
は
、

(
―
二
七
四
）

ラ
イ
ス
ラ
ー
の
陪
席
裁
判
官
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
司
法
大
臣
テ
ィ
ー
ラ
ッ
ク
は
、
彼
の
こ
と
を
一
九
四
二
年
に
「
熱
心
で
即
断
力
が
あ

フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
一
九
四
五
年
二
月
三
日
に
爆
撃
で
死
亡
し
た
の
で
、
生
き
残
っ
た
民
族
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し

一
九
六
二
年
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
検
察
庁
が
、
す
で
に
一
度
、
レ
ー
ゼ
を
取
り
調
べ
た
が
、
手
続

を
、
被
疑
者
に
は
、
意
識
的
な
殺
人
の
故
意
が
証
明
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
打
ち
切
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。
大
規
模
な
記
録
の

レ
ー
ゼ
の
起
訴
の
見
込
み
が
大
き
か
っ
た
の
で
、

ベ
ル
リ
ン
上
級
検
察
庁
は
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
訴
訟
と
し
て

(112) 

レ
ー
ゼ
を
起
訴
し
た
。
も
し
こ
れ
で
有
罪
判
決
が
得
ら
れ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
他
の
訴
訟
が
こ
れ
に
続
く
は
ず
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

レ
ー
ゼ
を
有
罪
に
持
ち
込
む
に
は
、
謀
殺
構
成
要
件
し
か
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
柾
法
は
、
す
で
に
時
効
と
な
り
、
故
殺
も
一
九
六

フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
、
民
族
裁
判
所
の
判
例
に
対
し
て
、
と
く
に
第
一
部
の
そ
れ
に
対
し
て
、
支
配
的
な
影
響
力
を
行
使
し
た
。
…
…
民

族
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
の
彼
の
任
務
は
、
と
く
に
、
い
わ
ゆ
る
敗
北
主
義
を
克
服
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

国
防
軍
が
重
大
な
軍
事
的
敗
北
を
喫
し
た
後
、

を
も
っ
て
望
む
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、

ら
ず
、

フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
法
実
務
を
阻
止
す
る
た
め
に
何
も
な
さ
な
か
っ
た
。

一
九
四
三
年
初
頭
以
降
、

ド
イ
ツ
帝
国
の
勝
利
に
関
す
る
疑
い
を
抱
き
、
こ
れ
を
口
に
出
す
者
に
対
し
て
厳
し
い
刑

フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
、
と
く
に
量
刑
に
お
い
て
被
告
人
に
不
利
に
、
伝

統
的
な
、
法
律
に
そ
っ
た
原
則
を
無
視
し
た
。
被
告
人
は
、
平
均
以
上
の
知
性
を
も
ち
、
法
に
関
す
る
十
分
な
知
識
が
あ
る
に
も
か
か
わ

被
告
人
は
、
七
つ
の
事
案
す
べ
て
に
お
い
て
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
死
刑
判
決
に
賛
成
し
た
。
被
告
人
は
七
件
に
お
い

て
故
意
で
法
を
柾
曲
し
た
（
刑
法
三
三
六
条
）
。
故
意
に
よ
る
柾
法
は
、
し
か
し
、
被
告
人
が
意
識
的
に
残
酷
で
極
度
に
苛
酷
な
刑
罰
の

②
ベ
ル
リ
ン
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
六
七
年
七
月
―
-
＿
日
判
沢

0
年
五
月
九
日
に
時
効
に
か
か
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

て
は
、
彼
が
代
表
的
人
物
で
あ
っ
た
。
実
は
、

関
法

九
六



禁
止
に
違
反
し
た
こ
と
に
存
在
す
る
。
彼
が
言
い
渡
さ
れ
た
死
刑
が
、
あ
ら
ゆ
る
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
る
べ
き
観
点
を
考
慮
し

て
、
行
為
の
不
法
内
容
と
行
為
者
の
責
任
に
対
す
る
堪
え
難
い
不
均
衡
に
立
っ
た
こ
と
を
認
識
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
…
…
こ
の
刑
に

賛
成
し
た
。

陪
審
裁
判
所
は
、
七
つ
の
事
件
に
お
け
る
殺
人
は
、
低
劣
な
動
機
か
ら
行
わ
れ
た
、
ま
た
は
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
と
い
う
確
信
を

も
っ
た
。
そ
れ
は
、

テ
ロ
と
残
虐
さ
に
よ
っ
て
政
治
的
目
標
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
志
向
に
源
を
発
し
て
い
る
。
…
…
自
ら
の
見
解
と
し
て
、
被
告
人
は
、
し

ば
し
ば
冷
笑
的
な
公
判
指
揮
を
行
い
、
彼
が
当
時
被
告
人
達
に
な
し
た
人
間
扱
い
し
な
い
扱
い
、
判
決
理
由
の
情
熱
的
な
ス
タ
イ
ル
を
確

信
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
被
告
人
は
三
件
に
お
い
て
謀
殺
討
助
、
お
よ
び
四
件
に
お
い
て
謀
殺
未
遂
に
対
す
る
報
助
で
処
罰
さ
れ
る
べ
き

で
あ
っ
た
。

謀
殺
幣
助
の
法
定
刑
は
一
五
年
の
重
懲
役
で
あ
っ
た
が
、
陪
審
裁
判
所
は
、

被
告
人
と
検
察
官
が
連
邦
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

(114) 

③
連
邦
裁
判
所
一
九
六
八
年
四
月
三

0
日
判
決

「
合
議
制
の
裁
判
所
の
構
成
員
と
し
て
、
被
告
人
は
、
評
決
に
あ
た
っ
て
、
当
時
の
現
行
法
に
よ
っ
て
も
独
立
で
平
等
で
、
法
律
の
み

に
服
し
、
良
心
に
の
み
責
任
を
負
っ
た
。
彼
の
義
務
は
、
自
ら
の
法
確
信
に
の
み
従
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
そ
れ
を
彼
か
ら
、
他
人
、

つ
ま
り
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

九
七

一
九
六
七
年
七
月
，
三
日
に
五
年
の
重
懲
役
に
処
し
た
。

フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
深
い
人
間
蔑
視
、
政
治
的
に
別
の
心
情
を
も
っ
た
人
に
対
す
る
憎
悪
、
彼
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
、

フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
如
き
裁
判
長
が
、
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
被
告
人
が
意
識
的
に
法
状
態
に
対
す
る
そ
の
裁
判
官

と
し
て
の
確
信
に
反
し
て
死
刑
判
決
に
賛
成
し
た
の
な
ら
ば
、
彼
は
極
め
て
個
人
的
な
寄
与
を
な
し
た
の
で
あ
り
、
も
し
判
決
が
違
法
で

あ
れ
ば
正
犯
と
は
な
っ
て
も
、
殺
人
罪
の
報
助
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。

（
―
二
七
五
）



判
所
は
、

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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四
一
巻
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四
号

そ
こ
か
ら
、
内
面
の
行
為
側
面
に
と
っ
て
は
、
被
告
人
が
低
劣
な
動
機
か
ら
自
ら
死
刑
に
賛
成
し
た
と
き
に
の
み
、
処
罰
さ
れ
う
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
判
決
理
由
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
こ
の
可
能
性
も
全
く
排
除
さ
れ
る
。
」

一
九
五
六
年
六

か
く
し
て
、
連
邦
裁
判
所
は
、
そ
の
他
の
ナ
チ
犯
罪
実
務
に
反
し
て
、
射
助
で
は
な
く
、

1

第
三
帝
国
で
も
妥
当
し
て
い
た
裁
判
所

構
成
法
一
条
を
示
唆
し
て
|
—
共
同
正
犯
を
認
め
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
裁
判
官
は
、
法
律
と
良
心
に
の
み
服
し
、
独
立
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

い
う
の
は
、

レ
ー
ゼ
に
特
権
を
保
障
す
る
こ
と
に
な
る
だ
け
だ
と
い
う
可
能
性
を
秘
め
た
論
証
で
あ
る
。
と

レ
ー
ゼ
を
謀
殺
暫
助
者
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
、

④
陪
審
裁
判
所
の
判
決

レ
ー
ゼ
自
身
が
謀
殺
の
故
意
を
も
ち
、
低
劣
な
動
機
を
も
た
な
け
れ
ば
な

ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
新
陪
審
裁
判
所
が
、
若
い
カ
マ
ー
裁
判
所
裁
判
官
に
任
用
さ
れ
た
ば
か
り
の
四
二
歳
の
オ
ス
ケ
博
士
を
裁
判
長
と

全
体
、
そ
の
う
え
、

し
て
一
九
六
八
年
―
二
月
六
日
に
下
し
た
判
決
は
、
事
実
、
無
罪
に
達
し
た
。
し
か
も
レ
ー
ゼ
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
民
族
裁
判
所

(lls) 

ナ
チ
司
法
全
体
に
対
す
る
無
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た

し
た
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
マ
ッ
ク
ス
・
ヨ
ー
ゼ
フ
・
メ
ッ
ガ
ー
博
士
に
対
す
る
民
族
裁
判
所
で
の
裁
判
で
あ
る
。
実
は
、
連
邦
裁

一
九
四
一
二
年
に
メ
ッ
ガ
ー
を
民
族
裁
判
所
に
の
前
に
引
き
ず
り
出
し
た
元
の
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
の
ス
パ
イ
の
ダ
グ
マ
ー
ル
・
イ
ル
ム

ガ
ル
ト
の
裁
判
が
問
題
に
な
っ
た
と
き
に
、
こ
の
事
件
と
は
、
す
で
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
イ
ル
ム
ガ
ル
ト
判
決
で
は
、

月
二
八
日
に
、
連
邦
裁
判
所
は
、
民
族
裁
判
所
が
メ
ッ
ガ
ー
に
対
し
て
、
死
刑
を
言
い
渡
し
た
法
的
構
成
は
、
司
法
で
は
な
く
、
「
違
法

な
殺
人
に
裁
判
形
式
を
活
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
」
も
の
で
あ
っ
た
と
認
定
し
た
。
こ
の
よ
う
な
法
適
用
は
、
「
政
敵
の
抹
殺
」
に
役
立
つ

だ
け
で
あ
り
、
「
不
可
侵
の
法
的
中
核
領
域
」
を
侵
害
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
ま
さ
し
く
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
種
の
『
判
例
j

は
、
テ

関
法

九
八

（
ニ
―
七
六
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

て
、
法
律
事
件
の
指
揮
や
決
定
の
際
に
、
故
意
に
当
事
者
の
不
利
に
、
法
の
柾
曲
（
刑
法
三
三
六
条
）

九
九

ロ
の
道
具
と
し
て
の
そ
の
新
の
姿
を
露
に
し
た
の
で
あ
る
。
メ
ッ
ガ
ー
博
士
の
有
罪
判
決
と
彼
に
対
す
る
判
決
の
執
行
は
、
刑
事
司
法
を

(llS) 

隠
れ
蓑
に
し
た
故
意
に
よ
る
違
法
な
殺
人
で
あ
っ
た
」
。

本
手
続
の
対
象
を
な
す
七
つ
の
事
例
に
お
い
て
、
可
罰
的
行
為
が
あ
っ
た
と
、
被
告
人
に
は
証
明
さ
れ
な
い
。
連
邦
裁
判
所
は
、
民
族

裁
判
所
を
「
独
立
の
、
法
律
に
の
み
服
す
る
裁
判
所
構
成
法
一
条
の
意
味
に
お
け
る
裁
判
所
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
本
法
廷
も
こ
の
見
解

(118) 

に
従
う
。
さ
て
、
連
邦
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
は
、
彼
が
そ
の
決
定
を
故
意
の
任
法
（
三
三
六
条
）
に
よ
っ
て
行
っ
た
と
き

に
の
み
、
裁
判
上
の
決
定
（
死
刑
判
決
）
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
殺
人
の
ゆ
え
に
刑
法
ニ
―
一
条
ま
た
は
刑
法
ニ
―
二
条
に
よ
っ
て

処
罰
さ
れ
う
る
。
本
法
廷
は
、
被
告
人
に
対
し
、
彼
が
民
族
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
、
こ
こ
で
審
査
さ
れ
る
七
つ
の
刑
事
手
続
に
お
い

の
責
め
を
負
う
こ
と
を
証
明
で
き

な
い
。
「
メ
ッ
ガ
ー
博
士
の
事
件
に
お
い
て
も
、
、
当
時
の
被
告
人
メ
ッ
ガ
ー
博
士
が
彼
の
法
的
地
位
を
制
限
さ
れ
た
態
様
で
防
御
に
お
い

(119)

（地

て
妨
害
さ
れ
た
こ
と
は
認
定
で
き
な
い
」
。
刑
法
九
一
条
お
よ
び
戦
時
特
別
刑
法
命
令

(
K
S
S
V
O
)

の
五
条

t
外
部
か
ら
の
危
険
な
困

窮
の
時
代
に
お
い
て
内
部
に
お
け
る
そ
の
存
立
を
厳
し
い
戦
時
法
規
に
よ
っ
て
確
保
し
よ
う
と
す
る
一
切
の
国
家
の
法
に
源
を
発
す
る
。

(121) 

そ
れ
ら
は
、
「
書
か
れ
ざ
る
超
法
規
的
法
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
。
「
刑
法
九
一
条
b
の
メ
ッ
ガ
ー
博
士
の
事
件
へ
の
適
用
は
、
主
張

（四）

し
う
る
法
律
解
釈
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
被
告
人
に
は
刑
法
上
の
非
難
は
な
さ
れ
え
な
し
」
。
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
判
例

を
文
献
に
お
け
る
通
説
に
よ
る
と
加
勢
に
よ
る
「
利
敵
行
為
」

(
Fe
i
n
d
b
e
g
i
.
i
n
s
t
i
g
u
n
g
)

は
、
行
為
が
敵
国
側
に
戦
争
状
態
を
有
利
に
形

成
し
た
と
き
に
、
存
在
す
る
。
刑
法
九
一
条
b
に
は
、
物
的
な
支
援
の
み
な
ら
ず
、
精
神
的
支
援
も
含
ま
れ
る
。
「
そ
れ
は
、
全
国
民
が
、

戦
争
状
態
に
引
き
込
ま
れ
て
い
き
、
敵
の
戦
闘
意
思
を
弱
め
る
た
め
に
、
心
理
的
手
段
に
大
き
な
意
義
を
与
え
る
近
代
戦
争
の
本
質
に
相

⑤
ベ
ル
リ
ン
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
六
八
年
―
二
月
六
日
判
決

(
―
二
七
七
）



と
い
う
帰
結
を
許
す
事
実
は
認
定
で
き
な
か
っ
た
。

第
四
一
巻
第
四
号

応
す
る
」
。
「
最
終
的
に
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
到
達
す
べ
き
か
れ
の
メ
モ
の
流
布
に
よ
っ
て
メ
ッ
ガ
ー
博
士
は
、
利
敵
行
為
と
い
う
企
行
の
構

次
に
、
戦
時
特
別
刑
法
命
令
五
条
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
被
告
人
を
非
難
で
き
な
い
。
そ
の
五
条
に
よ
れ
ば
、
「
そ
の
他
公
然
と
、
防

衛
上
の
自
己
主
張
に
対
す
る
ド
イ
ツ
民
族
の
意
思
を
…
…
麻
痺
さ
せ
、
ま
た
は
破
壊
し
よ
う
と
し
た
者
」
が
可
罰
的
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の

「
公
然
性
」
の
構
成
要
件
要
素
も
充
足
さ
れ
て
い
る
。
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
が
一
人
の
人
に
向
け
て
の
み
話

し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
ち
に
広
い
範
囲
に
伝
播
し
、
公
然
に
い
た
る
な
ら
ば
、
こ
の
行
為
は
、
公
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

解
釈
は
、
確
か
に
疑
問
で
は
あ
る
が
、
連
邦
裁
判
所
と
一
致
し
主
張
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

(123) 

連
邦
裁
判
所
の
判
例
に
鑑
み
て
、
本
法
廷
は
、
な
お
、
と
く
に
、
被
告
人
が
確
か
に
規
則
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
手
続
に
お
い
て
、
妥
当

す
る
法
を
外
面
的
に
正
し
く
適
用
し
た
が
、
裁
判
上
の
形
式
を
利
用
し
て
内
部
の
政
敵
を
抹
殺
す
る
た
め
に
、
事
実
・
法
的
に
不
適
切
な

動
機
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
告
人
が
上
記
七
件
に
お
い
て
仮
象
裁
判
に
対
す
る
加
功
に
よ
っ
て
法
を
柾
曲
し
た
か
を
検
討
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
動
機
は
被
告
人
に
は
証
明
で
き
な
か
っ
た
。
連
邦
裁
判
所
は
、
確
か
に
、

(
―
二
七
八
）

メ
ッ
ガ
ー
博
士
事
件
を
、
そ
の
決
定
が
、

政
敵
を
違
法
に
殺
害
す
る
た
め
に
、
た
ん
に
仮
象
的
に
法
と
関
係
し
て
い
る
手
続
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
連
邦
裁
判
所
は
、
そ
の
見
解
を

な
か
ん
づ
く
書
面
に
よ
る
判
決
理
由
の
中
で
の
公
式
化
に
基
づ
か
せ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
…
…
被
告
人
レ
ー
ゼ
に
対
す
る
証
拠
資
料

と
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
。
本
法
廷
は
、
被
告
人
が
彼
に
よ
っ
て
供
述
さ
れ
た
、
法
律
の
目
的
に
相
応
し
た
法
的
考
慮
以
外
の
考
慮
か
ら

判
断
し
た
、
ま
た
、
法
を
装
っ
て
の
み
政
治
的
狂
信
主
義
ま
た
は
類
似
の
低
劣
な
動
機
か
ら
ナ
チ
の
内
部
の
政
敵
を
抹
殺
し
よ
う
と
し
た

柾
法
（
三
三
六
条
）

の
証
明
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
は
、
刑
法
ニ
―

成
要
件
を
客
観
的
に
充
足
し
た
の
で
あ
る
」
。

関
法

一
条
、
お
よ
び
ニ
―
二
条
の
意
味
に
お
け
る
違
法
な
殺

1
0
0
 



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

⑤
被
告
人
レ
ー
ゼ
の
死
亡
と
民
族
裁
判
所
の
裁
判
官
の
追
及

検
察
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
上
告
を
な
し
た
が
、
新
公
判
に
達
す
る
前
に
、

被
告
人
が
故
郷
で
無
罪
の
ま
ま
死
亡
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
律
家
裁
判
の
原
告
で
あ
っ
た
弁
護
士
ロ
バ
ー
ト
・
ケ

ン
プ
ナ
ー
は
、
と
く
に
レ
ー
ゼ
事
件
を
そ
の
ま
ま
に
は
し
て
お
か
な
か
っ
た
。
彼
に
せ
っ
つ
か
れ
て
、

構
成
員
の
う
ち
生
存
中
の
六
七
人
の
裁
判
官
と
検
察
官
を
法
廷
に
引
き
ず
り
出
す
こ
と
に
着
手
し
た
。
こ
の
民
族
裁
判
所
裁
判
は
、
老
人

達
を
鉄
格
子
の
後
ろ
に
収
容
す
る
の
が
目
的
で
は
な
く
、
「
独
立
の
、
法
律
と
良
心
に
義
務
を
負
う
裁
判
官
」
の
お
ぞ
ま
し
い
称
号
を
葬

(124) 

り
去
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
「
被
告
人
は
、
た
だ
ひ
と
つ
大
量
殺
人
者
に
裁
判
官
の
特
権
を
与
え
て
き
た
戦
後
司
法
で
あ
っ
た
」
と

い
っ
て
よ
い
。
リ
ベ
ラ
ル
な
当
時
の
司
法
大
臣
マ
イ
ヤ
ー
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
つ
い
に
最
高
裁
の
判
例
も
、
時
の
変
化
に
さ

ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
た
な
熟
考
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
変
化
し
た
裁
判
所
の
意
識
と
い
う

点
で
も
そ
う
で
あ
る
。
」
と
。
変
化
し
た
裁
判
所
の
意
識
の
代
弁
者
は
、
三
三
歳
の
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ヤ
ー
ン
ツ

で
あ
っ
た
。
ベ
ル
リ
ン
の
最
も
若
い
検
察
官
で
あ
る
彼
が
訴
追
官
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
捜
査
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
民
族
裁
判
所
の
死
刑
判
決
に
署
名
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
謀
殺
の
立
証
に
は
十
分
で
は
な

か
っ
た
。
「
低
劣
な
動
機
」
を
個
人
的
に
証
明
し
な
け
れ
ば
、
時
効
と
な
っ
た
故
殺
の
構
成
要
件
し
か
満
た
さ
な
い
。
見
込
み
の
あ
る
被

疑
者
の
数
は
少
な
い
。
新
聞
記
事
な
ど
に
現
れ
た
名
前
は
、

(
P
a
u
l
 R
e
i
m
e
r
s
)
 
で
あ
る
。
彼
も
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
陪
席
裁
判
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、

ベ
ル
リ
ン
の
司
法
大
臣

(Justizsenator)

の
マ
イ
ヤ
ー

害
、
そ
の
未
遂
で
で
も
有
罪
と
さ
れ
え
な
い
。

1
0
 

(
―
二
七
九
）

―
ニ
ニ
件
の
死
刑
判
決
に
署
名
し
て
い
る
。

レ
ー
ゼ
の
死
後
一

0
年
を
経
て
、

(
S
P
D
)
が
一
九
七
九
年
一

0
月
に
、
事
実
上
民
族
裁
判
所
の
五
七

0
人
の

(
B
e
r
n
h
a
r
d
 J
a
h
n
z
)
 

八
一
歳
に
な
る
プ
レ
ー
メ
ン
の
年
金
生
活
者
、
パ
ウ
ル
・
ラ
イ
マ
ー
ス

一
九
六
九
年
九
月
一
五
日
に



(3) 
の
半
数
が
死
亡
し
た
。

(126) 

よ
っ
て
幕
を
引
い
た
。

第
四
一
巻
第
四
号

ヤ
ー
ン
ツ
は
、
民
族
裁
判
所
の
五
六
七
名
の
裁
判
官
と
検
察
官
の
厳
密
な
統
計
を
作
成
し
、
そ
の
後
の
運
命
を
検
討
し
た
。

D
D
R
か
ら

死
亡
証
明
書
を
取
り
寄
せ
、
個
人
書
類
を
収
集
し
た
。
五
二
名
の
被
疑
者
が
特
定
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
被
疑
者
の
全
判
決
を
起
訴
状
を
付

し
て
集
め
ら
れ
、
公
判
記
録
、
手
書
き
文
書
、
期
日
メ
モ
、
恩
赦
や
執
行
の
書
類
が
整
理
さ
れ
た
。
起
訴
の
期
日
は
、

定
さ
れ
た
。

一
九
八
三
年
一
月
二
七
日
に
、

(125) 

ヤ
ー
ン
ツ
の
迷
い
が
現
れ
て
い
る
。

一
九
八
三
年
、

ヤ
ー
ン
ツ
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
議
会
の
法
律
委
員
会
に
報
告
書
を
提
出
し
た
が
、
そ
こ
で
は
、

「
極
め
て
困
難
、
大
規
模
で
あ
り
、
時
間
の
か
か
る
も
の
だ
」
か
ら
で
あ
る
。
四
年
間
作
業
し
、
検
察
庁
は
、
被
疑
者
の
う
ち
二
人
を
取

り
調
べ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
捜
査
の
始
ま
っ
た
時
点
で
す
で
に
大
抵
の
被
疑
者
は
八

0
歳
を
越
え
て
お
り
、
七
年
間
の
捜
査
中
に
か
れ
ら

①
事
実
の
概
要

一
九
八
六
年
九
月
二
六
日
、

ホ
レ
ン
ダ
ー
事
件

民
族
裁
判
所
以
外
の
特
別
裁
判
所
に
お
い
て
も
、

マ
イ
ヤ
ー
の
後
継
者
、

関
法

ベ
ル
リ
ン
の
検
察
庁
は
、

(
―
二
八

0
)一

九
八
五
年
と
決

つ
い
に
「
司
法
道
化
芝
居
」
に
、
手
続
の
打
ち
切
り
に

ナ
チ
ス
の
「
法
律
」
に
従
っ
て
苛
酷
な
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
ナ
チ
ス

の
法
律
に
従
っ
た
裁
判
官
の
死
刑
判
決
が
、
謀
殺
罪
を
構
成
す
る
か
ど
う
か
は
、
不
法
な
制
定
法
に
従
っ
た
裁
判
の
「
違
法
性
」
の
問
題

と
い
う
法
哲
学
と
実
定
法
理
論
の
根
本
問
題
を
提
起
す
る
。
以
下
に
紹
介
す
る
ホ
レ
ン
ダ
ー
事
件
に
対
す
る
戦
後
の
カ
ッ
セ
ル
特
別
裁
判

所
で
の
裁
判
は
、
裁
判
官
に
対
す
る
柾
法
罪
の
成
否
の
問
題
お
よ
び
謀
殺
罪
の
成
否
の
問
題
を
提
起
す
る
有
名
な
裁
判
で
あ
る
の
で
、
こ

(127) 

こ
で
検
討
し
て
お
き
た
い
。
ホ
レ
ン
ダ
ー
事
件
と
は
、
次
の
よ
う
な
事
件
で
あ
る
。

ベ
ル
リ
ン
の
司
法
大
臣
シ
ョ
ル
ツ

(
C
D
u
)
は
、
辛
抱
を
乞
う
た
。
と
い
う
の
は
、
捜
査
は

1
0
 



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
国

月
以
降
、
軍
需
企
業
た
る
ヘ
ン
シ
ェ
ル
・
ゾ
ー
ン
社
で
働
い
て
い
た
。
そ
の
会
社
に
就
職
す
る
際
に
は
じ
め
て
自
分
の
両
親
が
ユ
ダ
ヤ
人

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
ホ
レ
ン
ダ
ー
は
、
そ
れ
を
知
っ
た
後
に
も
、
学
生
時
代
の
女
友
達
と
関
係
を
続
け
、
そ
の
他
「
ド
イ
ツ
人
の
血

の
流
れ
て
い
る
」
若
干
の
女
性
と
短
期
間
の
関
係
を
も
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

犯
」
と
な
り
、
「
こ
の
種
の
犯
罪
に
は
、
た
だ
ひ
と
つ
の
刑
罰
、
す
な
わ
ち
、
死
刑
の
み
が
あ
り
う
る
」
と
さ
れ
、
カ
ッ
セ
ル
特
別
裁
判

函）

ホ
レ
ン
ダ
ー
に
死
刑
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
ホ
レ
ン
ダ
ー
の
行
為
に
対
し
て
適
用
さ
れ
た
「
純
血

一
九
四
三
年
四
月
二

0
日
は
、

保
護
法
」
に
お
い
て
は
、
死
刑
の
規
定
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
の
は
、

常
習
犯
人
法
は
、
三
回
故
意
に
よ
る
行
為
を
実
行
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
行
為
者
が
「
危
険
な
常
習
犯
人
」
で
あ
る
と
い
う
全
体
評
価

一
五
年
以
下
の
重
懲
役
に
ま
で
刑
を
加
重
す
る
と
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
上
、

れ
た
法
律
は
、
「
危
険
な
常
習
犯
人
お
よ
び
風
俗
犯
人
は
、
民
族
共
同
体
の
保
護
と
正
当
な
贖
罪
に
対
す
る
欲
求
が
そ
れ
を
必
要
と
す
る

場
合
に
は
、
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
」
と
規
定
し
た
。
こ
れ
ら
の
規
定
を
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ホ
レ
ン
ダ
ー
を
死
刑
に
処
し
た
カ
ッ
セ
ル
特
別
裁
判
所
の
裁
判
官
、
フ
リ
ッ
ツ
・
ハ
ッ
セ
ン
カ
ン
フ

(Fritz
H
a
s
s
e
n
c
a
m
p
)

と
エ
ド

(130) 

ム
ン
ト
・
ケ
ス
ラ
ー

(
E
d
m
u
n
d
K
e
s
s
l
e
r
)

が
、
戦
後
、
柾
法
と
故
殺
の
観
念
的
競
合
と
し
て
カ
ッ
セ
ル
陪
審
裁
判
所
に
起
訴
さ
れ
た

一
九
五

0
年
六
月
二
八
日
、
二
人
は
無
罪
と
さ
れ
た
。
判
決
要
旨
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

(131) 

②
カ
ッ
セ
ル
陪
審
裁
判
所
一
九
五

0
年
六
月
二
八
日
判
決

ナ
チ
時
代
の
そ
の
死
刑
判
決
が
柾
法
（
刑
法
三
三
六
条
）

が
ヽ

決
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

が
下
さ
れ
る
な
ら
ば
、

一
九
四
一
年
九
月
四
日
に
発
布
さ

所
は ニ

八
歳
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ホ
レ
ン
ダ
ー

(
W
e
r
n
e
r
 H
o
l
l
a
n
d
e
r
)
 
は
、
ド
イ
ツ
で
大
学
を
卒
業
し
、

ホ
レ
ン
ダ
ー
は
、
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
「
危
険
な
常
習

一
九
三
三
年
一

ホ
レ
ン
ダ
ー
は
、
死
刑
判

に
あ
た
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
戦
後
の
カ
ッ

1
0
三

（
―
二
八
一
）

一
九
四
一
年
三

一
月
二
四
日
の



カ
ッ
セ
ル
陪
審
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
。

第
四
一
巻
第
四
号

セ
ル
陪
審
裁
判
所
は
、
法
規
定
が
規
則
通
り
適
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
危
険
な
常
習
犯
人
で
あ
る
と

の
認
定
に
は
三
回
の
反
復
で
十
分
で
あ
る
と
こ
ろ
、

し
か
し
、
こ
れ
を
前
提
に
し
て
も
、

て
行
わ
れ
た
、
判
決
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
四
つ
の
事
件
だ
け
か
ら
、

一
九
五
一
年
二
月
に
原
判
決
を
破
棄
し
、

(
―
二
八
二
）

ホ
レ
ン
ダ
ー
は
四
回
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
適
用
に
問
題
は
な
い
と
す
る
。

ホ
レ
ン
ダ
ー
の
精
神
状
態
に
つ
い
て
調
査
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
す
る
。
「
ほ
ぼ
一
年
間
に
わ
た
っ

ホ
レ
ン
ダ
ー
が
常
習
犯
人
で
あ
り
、
し
か
も
危
険
で
あ
る
と
推
論

す
る
こ
と
は
、
当
法
廷
の
見
解
に
よ
れ
ば
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
」
。
「
判
決
は
、
当
法
廷
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
そ
の
言
渡
に
お
い
て
余

り
に
も
苛
酷
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
誤
判
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
認
定
し
た
上
で
、

カ
ッ
セ
ル
陪
審
裁
判
所
は
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
誤
判
の
認
定
か
ら
必
然
的
に
、
裁
判
官
で
あ
っ
た
被
告
人
達
の
処
罰
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
被
告
人
に
柾
法

罪
の
責
任
の
存
在
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
「
主
観
的
構
成
要
件
」
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ッ
セ
ル
陪
審

「
被
告
人
ら
に
あ
っ
て
は
、
確
か
に
、
か
れ
ら
は
狂
信
的
な
党
信
奉
者
で
あ
り
、
『
総
統
の
法
律
』
と
い
う
意
味
で
の
ナ
チ
ス
の
法

律
は
、
文
字
通
り
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
て
い
た
」
。
「
被
告
人
ら
は
、
法
律
実
証
主
義
の
み
が
決
定
的
で
あ
っ
て
よ
い

の
で
は
な
く
、
裁
判
官
は
人
間
で
も
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
失
念
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
違
法
な
故
意

に
よ
る
行
為
は
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
柾
法
罪
は
認
定
さ
れ
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
カ
ッ
セ
ル

陪
審
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
故
意
殺
人
の
訴
因
も
根
拠
が
な
く
な
る
」
の
で
あ
る
。

③
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
五
一
年
二
月
七
日
判
決

検
察
官
は
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
上
訴
し
た
。
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、

裁
判
所
の
結
論
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

関
法

1
0
四



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
国

疑
い
を
容
れ
な
い
嫌
疑
は
認
め
ら
れ
な
い
」
。

④
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
陪
審
裁
判
所
一
九
五
二
年
三
月
二
八
日
判
決

す
べ
き
徴
表
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
」
。

1
0
五

「
そ
の
点
で
、
被
告
人
ら
が
ホ
レ
ン
ダ
ー
に
対
す
る
死
刑
を
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
法
的
網
領
か
ら
適
切
で
あ
る
と
み
な
し
た
か
、
そ
れ

と
も
、
行
為
が
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
に
は
そ
ん
な
に
重
い
も
の
で
は
な
く
、
死
に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か

れ
ら
の
政
治
的
見
解
に
も
と
づ
い
て
死
刑
の
言
い
渡
し
に
達
し
た
の
か
が
特
に
注
意
深
く
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題

を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
文
章
上
の
特
別
裁
判
所
の
判
決
に
お
け
る
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
で
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
敵
視
的
な
表
現
が
、
注
目

一
九
五
二
年
三
月
二
八
日
に
は
、

カ
ッ
セ
ル
陪
審
裁
判
所
は
、
政
治
的
見
地
か
ら
死
刑
判
決
が
根
拠
づ
け
ら
れ
た
か
ど
う
か
を
と
く
に

検
討
し
た
が
、
最
終
的
に
は
無
罪
判
決
を
維
持
し
た
。
そ
の
際
、
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。
「
…
…
そ
し
て
、

ユ
ダ
ヤ
人
的
厚
顔
無
恥
の
典
型
的
徴
候
で
あ
る
」
、
「
世
界
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
者
達
と
ド
イ
ツ
が
戦
っ
て
い
る
間
に
ド
イ
ツ
人
種
的
名
誉
を
汚

そ
う
と
し
た
被
告
人
が
抹
殺
さ
れ
る
べ
き
は
、

ド
イ
ツ
の
法
感
情
か
ら
言
え
ば
、
正
当
な
る
贖
罪
の
命
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
。
こ
れ
に

関
し
て
、
カ
ッ
セ
ル
陪
審
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
問
題
の
文
章
は
、
特
徴
的
に
残
酷
な
、
下
品
な
表
現
を
含
ん
で
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
粗
野
な
表
現
を
通
じ
て
独
裁
者
の
法
に
役
立
つ
よ
う
に
行
動
し
た
こ
と
が
、
か
れ
ら
の
確
信
に
相
応
し
て
い
た
こ
と

は
排
除
で
き
な
い
。
粗
野
で
残
酷
に
見
え
る
こ
と
が
、
独
裁
者
法
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
決
し
て
見
誤
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
粗
野
な
表

現
は
、
決
し
て
必
然
的
に
、
被
告
人
ケ
ス
ラ
ー
が
、

ユ
ダ
ヤ
人
ホ
レ
ン
ダ
ー
に
つ
き
抹
殺
の
意
思
と
い
う
法
と
は
疎
遠
な
思
想
か
ら
、
手

続
と
判
決
に
お
い
て
上
述
の
誤
判
を
行
っ
た
と
い
う
推
論
を
許
す
わ
け
で
は
な
い
…
…
」
。
「
従
っ
て
、
判
決
理
由
文
か
ら
は
、
被
告
人
に

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
官
が
故
意
に
法
を
曲
げ
た
か
ど
う
か
の
判
断
が
、
そ
の
裁
判
官
に
謀
殺
罪
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
の
前
提
問
題
と

(
―
二
八
三
）



第
四
一
巻
第
四
号

し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
、

期
化
と
下
級
審
と
連
邦
裁
判
所
の
間
の
何
度
か
の
往
復
も
、

味
で
も
典
型
例
で
あ
ろ
う
。

s
s身
分
裁
判
所
事
件

(
―
二
八
四
）

ナ
チ
ス
司
法
殺
人
裁
判
の
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
。
裁
判
の
長

ナ
チ
犯
罪
裁
判
の
特
徴
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
次
の
事
件
は
、
こ
の
意

一
九
四
四
年
七
月
二

0
日
の
ヴ
ォ
ル
フ
シ
ャ
ン
ツ
ェ
に
お
け
る
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
未
遂
事
件
が
失
敗
に

終
わ
っ
た
後
、
そ
の
関
与
者
達
の
徹
底
的
な
追
及
が
始
ま
っ
た
。
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
自
身
は
、
約
七
千
人
を
逮
捕
し
た
と
発
表
し
た
が
、
実
際

に
は
逮
捕
者
の
数
は
は
る
か
に
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
カ
ナ
ー
リ
ス

督
も
い
た
。
カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
身
分
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
一
九
四
五
年
四
月
九
日
に
フ
ロ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ル
ク
強
制
収
容
所
に
お
い
て
絞

こ
の
カ
ナ
ー
リ
ス
提
督
ら
の
著
名
な
抵
抗
運
動
家
に
対
す
る

S
S
に
よ
る
「
身
分
裁
判
」
は
、
戦
後
、
法
廷
の
裁
き
を
受
け
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
の
「
S
S
身
分
裁
判
手
続
」
に
お
い
て
原
告
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
フ
ッ
ペ
ン
コ
ー
テ
ン

と
裁
判
長
で
あ
っ
た
オ
ッ
ト
ー
・
ト
ル
ベ
ッ
ク

首
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。

(Otto T
h
o
r
b
e
c
k
)
 

①
フ
ッ
ペ
ン
コ
ー
テ
ン
お
よ
び
ト
ル
ベ
ッ
ク
に
対
す
る
裁
判

(4) 

関
法

(
W
a
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t
e
r
 H
u
p
p
e
n
k
o
t
h
e
n
)
 

に
対
す
る
裁
判
は
、
お
よ
そ
七
年
間
に
渡
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
、

三
回
ラ
ン
ト
裁
判
所
と
連
邦
裁
判
所
の
間
を
往
復
し
た
。
全
部
で
六
回
判
決
が
書
か
れ
、
最
終
的
に
は
、
裁
判
長
無
罪
、
原
告
の
部
分
的

(135) 

有
罪
を
も
っ
て
終
了
し
た
。
当
初
、
「
身
分
裁
判
所
の
手
続
」
に
加
担
し
た
と
い
う
咎
で
、
原
告
の
フ
ッ
ペ
ン
コ
ー
テ
ン
の
み
が
、
起
訴

さ
れ
、
そ
の
後
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
陪
審
裁
判
所
に
お
け
る
第
二
の
公
判
か
ら
初
め
て
裁
判
長
の
ト
ル
ベ
ッ
ク
が
起
訴
さ
れ
た
。
後
者
は
、
謀

殺
割
助
五
件
に
つ
き
、
前
者
は
、
そ
れ
に
も
う
一
件
の
謀
殺
射
助
を
加
え
た
罪
の
容
疑
で
あ
っ
た
。

1
0
六

(
W
i
l
h
e
l
m
 Canaris)

提



師
B

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

被
告
人
、

で
あ
っ
た
。

リ
ヒ
ッ
ラ
ー
ト
で
あ
っ
た
D

(
D
o
h
n
a
n
y
i
 "
ド
ー
ナ
ニ
イ
）

制
収
容
所
に
お
い
て
は
、

G
e
n
e
r
a
l
s
t
a
b
r
i
c
h
t
e
r

の
S

（
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
、

（
ザ
ッ
ク
）
、
提
督

c

デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
）
お
よ
び
陸
軍
大
尉
の

G

被
告
人
は
、
こ
れ
ら
の
裁
判
に
、
原
告
の
代
表
者
と
し
て
係
わ
っ
た
。
こ
の
身
分
裁
判
手
続
の
被
告
人
達
の
容
疑
は
、

二
―
日
の
陰
謀
に
加
わ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
被
告
人
達
は
全
員
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
被
告
人
は
、
こ
の
加
担
に
よ
り
、
謀
殺

の
討
助
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
が
、
陪
審
裁
判
所
は
、
無
罪
を
言
い
渡
し
た
。

③
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
陪
審
裁
判
所
一
九
五
一
年
二
月
一
六
日
判
決

フ
ッ
ペ
ン
コ
ー
テ
ン
無
罪
。
事
実
審
裁
判
官
は
、
「
い
わ
ゆ
る
身
分
裁
判
所
の
法
的
性
質
」
の
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
、

「
身
分
裁
判
所
手
続
」
が
現
実
に
も
赤
裸
々
な
謀
殺
を
法
的
に
少
し
彩
色
す
る
だ
け
の
仮
象
的
な
手
続
で
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う

問
い
に
答
え
る
こ
と
を
必
要
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
「
裁
判
的
外
観
を
維
持
し
て
」
「
身
分
裁
判
手
続
」
が
行
わ
れ
た
と
認
定

し
た
。
当
時
の
法
状
態
に
よ
れ
ば
、
六
名
の
抵
抗
運
動
家
の
行
為
は
、
大
逆
罪
な
ど
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く

一
九
四
五
年
四
月
六
日
に
は
、
強
制
収
容
所
〇

つ
な
ぎ
役
を
務
め
て
い
た
。

②
カ
ナ
ー
リ
ス
提
督
ら
の
抵
抗
運
動
に
対
す
る
裁
判

（
ゲ
ー
レ
）

1
0
七

一
九
四
四
年
七
月

(
―
二
八
五
）

い
わ
ん
や

に
対
す
る
「
身
分
裁
判
手
続
」
が
行
わ
れ
た
が
、

（
カ
ナ
ー
リ
ス
提
督
）
、
将
軍
0

カ
ナ
ー
リ
ス
提
督
は
、
軍
事
防
衛
局

(militarischer
A
 b
w
e
h
r
d
i
e
n
s
t
)
 
の
元
局
長
、

オ
ス
タ
ー
将
軍
、

ゲ
ー
レ
お
よ
び
、
ラ
イ
ヒ

ス
ゲ
リ
ッ
ヒ
ト
参
事
ド
ー
ナ
ニ
イ
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
牧
師
は
戦
時
中
こ
の
局
で
働
い
て
い
た
。
ザ
ッ
ク
裁
判
官
は
、
抵
抗
グ
ル
ー
プ
の

フ
ッ
ペ
ン
コ
ー
テ
ン
は
、
ラ
イ
ヒ
保
安
中
央
局
(
R
S
H
A
)
の
行
政
課
長

(
R
e
g
i
e
r
u
n
g
s
d
i
r
e
k
t
o
r
)

で
あ
り
、

S
S
の
隊
長

（
ザ
ッ
ク
セ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
|
'
オ
ラ
ニ
エ
ン
プ
ル
ク
）
に
お
い
て
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ

に
対
す
る
「
身
分
裁
判
手
続
」
が
、
お
な
じ
く
フ
ロ
ッ
セ
ン
プ
ュ
ル
ク
強

（
オ
ス
タ
ー
将
軍
）
、
牧



で
は
な
い
。

的
雰
囲
気
」
の
中
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
六
名
の
被
処
刑
者
の
行
為
は
、
当
時
の
法
状
態
に
お
い
て
は
大
逆
罪
な
ど
の
構
成
要
件
を
充

足
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
法
の
も
と
で
は
有
罪
だ
と
い
う
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
。

原
判
決
の
判
旨
に
は
、
身
分
裁
判
手
続
が
「
裁
判
的
外
観
を
維
持
し
て
」
行
わ
れ
れ
ば
、
謀
殺
に
対
す
る
討
助
は
排
除
さ
れ
る
と
理
解

つ
ま
り
、
か
れ
ら
の
生
命
が
奪
わ
れ
た
方
法
が
、
当
時
の
法
に
よ
っ
て
も
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
、
国
家
に
よ
る
承
認
と
は
独

立
に
妥
当
す
る
一
般
に
拘
束
力
の
あ
る
法
的
原
則
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
被
告
人
が
そ
の
加
担
を
な
す
と
き
に
そ
れ
を
知
っ
て
い
た

と
認
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
謀
殺
な
い
し
故
殺
の
射
助
と
し
て
有
罪
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
原
判
決
が
言
う
よ
う
に
、

「
裁
判
的
外
観
」
が
維
持
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
、
つ
ま
り
、
外
観
上
、
裁
判
手
続
に
と
っ
て
妥
当
す
る
規
定
を
考
慮
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
だ
け
の
手
続
は
、
た
と
え
必
要
な
外
観
的
形
式
が
ま
だ
保
障
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
名
前
の
上
か
ら
も
実
質
上
も
、
裁
判
手
続

で
き
る
が
ゆ
え
に
、
法
的
に
異
議
が
あ
る
。

〔
判
旨
〕

こ
れ
に
対
し
て
検
察
官
は
、
連
邦
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

④
連
邦
裁
判
所
一
九
五
二
年
二
月
―
二
日
判
決

、。し

関
法
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四
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巻
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四
号

所
は
、
抵
抗
運
動
家
の
行
為
に
対
し
て
は
、
管
轄
権
を
も
た
な
い
。
し
か
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
、

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
管
轄
権
を
命
じ
る
こ
と
も
で
き
た
。
従
っ
て
、
身
分
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
謀
殺
幣
助
と
し
て
処
罰
さ
れ
え
な

原
判
決
の
論
述
は
、

D
ら
に
対
し
て
は
「
身
分
裁
判
手
続
」
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
、
「
裁
判

一
九
四
二
年
以
降
無
制
限
の
権
力
を
も
っ

し
て
、
か
れ
ら
に
与
え
ら
れ
た
死
刑
判
決
は
、
そ
の
限
り
で
正
当
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
強
制
収
容
所
の
中
の
S
S
身
分
裁
判

1
0
八

(
―
二
八
六
）



b
)
 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

行
代
請
負
人
」
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
収
容
所
の
指
揮
官
が
な
っ
た
。

1
0
九

一
条
二
項
に
よ
っ

身
分
裁
判
所
の
法
律
上
の
基
礎
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
原
審
は
、
た
し
か
に
こ
の
裁
判
所
の
設
立
は
戦
時
刑
事
手
続
規
則
の
管

轄
規
定
に
適
合
し
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
法
律
に
基
づ
か
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

一
般
的
管
轄
規
定
の
制
限
は
も
は
や
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
身
分
裁
判
所
は
、
被
告
人
に
S
S
の
隊
員
が
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

S
S
に
所
属
す
る
者
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ

こ
で
は
強
制
収
容
所
の
そ
れ
ぞ
れ
の
司
令
官
が
、
「
裁
判
官
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
陪
審
裁
判
所
は
、
恣
意
に
対
立
す
る
法
の
本
質
と
、

裁
判
官
の
判
決
の
本
質
を
完
全
に
誤
解
し
て
い
る
。
①
身
分
裁
判
所
の
不
法
な
形
成
。
身
分
裁
判
所
の
任
命
は
、
戦
闘
中
の
軍
隊
の
一
般

的
秩
序
と
安
全
を
維
持
す
る
た
め
に
、
実
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
重
大
な
犯
罪
の
即
時
処
罰
の
た
め
に
軍
事
的
根
拠
か
ら
の
み
問
題
と
な
る

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
件
の
場
合
に
は
、
身
分
裁
判
所
手
続
は
、
全
く
必
要
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
従
っ
て
、
法
律
上
の
規

制
に
合
致
し
な
い
。
②

s
s身
分
裁
判
所
の
不
十
分
性
。
拘
留
さ
れ
た
将
校
達
は
軍
事
裁
判
権
に
服
す
る
。
同
じ
こ
と
は
、
軍
事
防
衛
局

に
属
し
て
い
た
者
達
（
ド
ー
ナ
ニ
イ
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
）
に
も
当
て
は
ま
る
。
し
か
し
、
被
疑
者
の
誰
に
も
S
S
の
特
別
裁
判
管
轄
に

は
服
さ
な
い
。
③
身
分
裁
判
所
の
構
成
。
裁
判
所
の
構
成
員
の
一
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
公
正
な
裁
判
を
望
む
ぺ
く
も
な
い
政
府
の
「
死
刑
執

身
分
裁
判
所
手
続
の
詳
細
の
法
的
評
価
。
①
弁
護
人
の
不
選
任
。
戦
時
刑
事
手
続
規
則
五
一
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
に
は

い
ず
れ
も
弁
護
人
が
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
一
条
二
項
は
、
身
分
裁
判
所
に
、

て
あ
ら
ゆ
る
事
情
の
下
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
規
定
を
厳
守
し
た
上
で
、
「
合
義
務
的
な
裁
量
」
に
よ
っ
て
そ
の
手
続
を
形
成
す
る
こ
と
を

許
し
て
い
る
。
し
か
し
、
弁
護
人
を
付
け
な
い
こ
と
が
合
義
務
的
な
裁
量
に
基
づ
く
決
定
だ
と
す
る
根
拠
は
考
え
ら
れ
な
い
。
②
議
事
録

作
成
者
の
不
在
。
戦
時
刑
事
訴
訟
命
令
五
三
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
基
本
的
に
は
、
裁
判
手
続
に
は
書
記
官
も
在
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

一
九
四
二
年
四
月
二
六
日
の
ラ
イ
ヒ
議
会
で
の
決
定
以
降
、

(
a
 

(
―
二
八
七
）



さ
れ
る
、
人
間
ら
し
さ
、
人
間
の
尊
厳
を
全
く
無
視
す
る
よ
う
な
形
式
で
行
わ
れ
た
。
執
行
手
続
や
事
後
手
続
も
、
収
容
所
で
の
全
手
続

が
真
の
法
的
手
続
お
よ
び
裁
判
手
続
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑤
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
陪
審
（
ラ
ン
ト
）
裁
判
所
一
九
五
二
年
―
一
月
五
日
判
測

こ
こ
で
は
、
被
告
人
H
は
、
自
ら
の
供
述
に
よ
っ
て
、

き
ず
り
込
ん
だ
。
両
人
と
も
に
、
当
時
の
法
律
規
定
に
よ
れ
ば
、
か
れ
ら
の
行
為
は
正
当
化
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。

(f) 

確
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
済
ま
さ
れ
た
。

「
判
決
確
証
」
の
不
獲
得
。
戦
時
刑
事
訴
訟
命
令
一
条
二
項
四
号
に
よ
れ
ば
、
身
分
裁
判
所
の
判
決
は
、
裁
判
所
長
に
よ
っ
て

一
切
の
戦
時
、
ま
た
は
政
治
裁
判
上
の
判
定
が
、
こ
の
確
証
が
行
わ
れ
る
前
に
は
、
判
定
は
、
た
ん
に

鑑
定
書
の
性
格
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
確
証
に
対
し
て
は
、
戦
時
刑
事
訴
訟
令
の
七
七
条
以
下
は
、
事
後
審
査
手
続
を

定
め
て
い
る
。
形
式
的
に
必
要
な
「
判
決
確
証
」
の
不
獲
得
は
、
従
っ
て
、
明
確
に
当
時
の
法
に
反
す
る
。

「
判
決
執
行
」
の
方
法
。
処
刑
は
、
そ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
が
、
死
を
与
え
ら
れ
て
当
然
の
犯
罪
者
で
す
ら
不
可
侵
的
に
要
求

(
e
 

(
d
)
 
身
分
裁
判
所
の
短
さ
。
長
い
拘
留
の
後
、
真
の
意
味
で
短
い
裁
判
が
行
わ
れ
た
。
五
人
の
被
拘
留
者
に
対
し
て
、

「
外
観
」
を
も
維
持
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

を
証
人
W
に
モ
ー
ル
ス
信
号
に
よ
っ
て
壁
を
た
た
い
て
伝
え
て
い
た
事
実
の
法
的
評
価
を
怠
っ
て
い
る
。
こ
の
証
言
に
信
用
性
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
カ
ナ
ー
リ
ス
は
「
公
判
」
に
お
い
て
著
し
く
虐
待
さ
れ
て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
裁
判
の

(

C

)

 

被
告
人
の
虐
待
。
原
審
は
、
カ
ナ
ー
リ
ス
提
督
が
、
処
刑
さ
れ
る
前
の
晩
に
、
鼻
骨
を
折
ら
れ
る
と
い
う
拷
問
を
受
け
た
事
実

が
、
本
件
手
続
に
お
い
て
は
、
書
記
官
の
出
席
は
な
か
っ
た
。

関
法

第
四
一
巻
第
四
号

フ
ロ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ル
ク
の
裁
判
長
で
あ
っ
た
ト
ル
ベ
ッ
ク
を
裁
判
所
の
前
に
引

―1
0
 
(
―
二
八
八
）

一
日
の
公
判



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

両
者
と
も
に
一
九
三
九
年
一

0
月
一
七
日
の
戦
時
刑
事
手
続
規
則
を
適
切
に
適
用
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ト
ー
ナ
ニ
イ
の
公

判
無
能
力
も
証
明
な
し
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ラ
イ
ヒ
保
安
局
長
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ル
テ
ン
プ
ル
ン
ナ
ー
に
よ
る
死
刑
判
決
の
正

式
の
確
証
は
あ
っ
た
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
手
続
の
際
の
若
干
の
規
則
違
反
に
つ
い
て
は
、
両
被
告
人
が
意
識
的
に
仮
象
的
手
続
を
実
施
し
、

ま
た
は
手
続
の
仮
象
的
性
格
を
良
心
の
緊
張
を
欠
い
た
が
ゆ
え
に
、
等
閑
視
し
た
の
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
結
局
、
被

告
人
H
も
T
も
謀
殺
柑
助
に
つ
き
無
罪
と
さ
れ
た
。廼

⑥
一
九
五
四
年
―
一
月
＝
―

0
日
連
邦
裁
判
所
判

i

連
邦
裁
判
所
は
、
「
事
実
の
解
明
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
尽
く
し
て
は
い
な
い
」
と
し
て
、
再
び
第
二
回
目
の
第
一
審
無
罪
判
決
を
破

棄
し
、
今
度
は
、
別
の
事
実
審
裁
判
官
、
つ
ま
り
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
ク
陪
審
裁
判
所
に
事
件
を
差
し
戻
し
た
。
連
邦
裁
判
所
は
、
第
一
審
の

証
拠
調
べ
に
お
け
る
矛
盾
と
事
実
解
明
に
お
け
る
不
備
を
批
判
し
た
。
と
り
わ
け
、
連
邦
裁
判
所
は
、
裁
判
長
に
よ
る
判
決
確
証
の
問
題

に
関
す
る
十
分
な
確
認
が
な
い
と
す
る
。
「
戦
時
刑
事
手
続
命
令
の
六
節
三
号
に
対
す
る
一
九
三
八
年
九
月
一
九
日
の
第
一
次
実
施
令
に

よ
れ
ば
、
死
刑
判
決
に
関
与
し
た
裁
判
官
は
、
判
決
審
理
に
引
き
続
い
て
、
恩
赦
の
問
題
に
つ
い
て
書
面
で
、
立
場
を
決
め
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
こ
の
発
言
が
封
鍼
さ
れ
た
封
筒
に
入
れ
ら
れ
て
記
録
に
と
ど
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
陪
審
裁
判
所
は
、
こ
れ
が
本
件
に
お

い
て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
い
な
い
。

か
く
し
て
第
二
回
目
の
上
告
審
の
理
由
の
中
心
は
、
移
行
し
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
も
は
や
H
と
T
が
仮
象
上
の
、
し
か
し
無
効
な

刑
事
手
続
に
加
担
し
た
と
い
う
事
実
が
、
論
述
の
中
心
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
行
為
関
与
者
が
「
判
決
の
審
議
」
に
引
き
続
い
て
戦
時
刑

事
訴
訟
命
令
に
従
っ
て
、
恩
赦
の
問
題
に
つ
き
書
面
で
立
場
を
決
め
た
か
ど
う
か
、
な
ぜ
、
彼
ら
が
カ
ナ
ー
リ
ス
ら
の
事
件
に
お
い
て
判

決
確
証
を
獲
得
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
中
心
に
な
っ
た
。

(
―
二
八
九
）



第
四
一
巻
第
四
号

ア
ウ
グ
ス
プ
ル
ク
陪
審
裁
判
所
は
、

う
目
的
だ
け
」
で
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
確
信
に
達
し
た
が
、
他
方
で
は
、

(
―
二
九
0
)

こ
の
よ
う
な
判
決
に
お
け
る
重
点
の
移
行
に
よ
っ
て
、
当
時
の
「
裁
判
長
」

T
博
士
が
謀
殺
と
並
ん
で
同
時
に
、
も
し
彼
が
意
識
的
に

五
人
の
抵
抗
運
動
家
に
対
す
る
仮
象
手
続
を
実
行
し
た
の
な
ら
ば
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
仮
象
的
に
す
ぎ
な
い
手
続
が
問

題
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
予
測
し
、
そ
れ
を
甘
受
し
た
場
合
、
柾
法
罪
で
も
有
罪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
末
尾
に
傍
論
と
し
て
短
く

フ
ッ
ペ
ン
コ
ー
テ
ン
と
ト
ル
ベ
ッ
ク
を
、
カ
ナ
ー
リ
ス
提
督
殺
害
に
つ
い
て
謀
殺
討
助
に
、

陪
審
裁
判
所
も
、
こ
の
手
続
の
と
そ
の
結
果
の
性
格
に
つ
い
て
、
明
確
で
詳
し
い
言
明
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

フ
ッ

ペ
ン
コ
ー
テ
ン
を
そ
の
ほ
か
に
ド
ー
ナ
ニ
イ
事
件
に
つ
き
謀
殺
柑
助
で
有
罪
と
し
た
。
フ
ッ
ペ
ン
コ
ー
テ
ン
は
、
総
じ
て
七
年
の
重
懲
役
、

ア
ウ
グ
ス
プ
ル
ク
陪
審
裁
判
所
は
、
い
わ
ゆ
る
身
分
裁
判
所
と
そ
の
死
刑
判
決
を
評
価
す
る
に
と
っ
て
は
、
規
則
上
定
め
ら
れ
た
確
証

が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
極
め
て
低
い
役
割
を
果
た
す
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
ク

判
所
は
、
身
分
裁
判
所
は
カ
ナ
ー
リ
ス
ら
に
対
し
て
「
煩
わ
し
く
な
っ
た
囚
人
達
を
裁
判
手
続
を
装
っ
て
始
末
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

フ
ロ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ル
ク
強
制
収
容
所
に
お
い
て

「
言
い
渡
さ
れ
た
判
決
そ
の
も
の
は
、
そ
の
言
い
渡
し
の
時
点
で
存
在
し
た
そ
の
形
式
的
成
立
に
関
す
る
法
律
規
定
と
一
定
程
度
一
致
し

て
い
た
」
の
だ
と
い
う
見
解
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
ク
陪
審
裁
判
所
は
、
従
っ
て
、
身
分
裁
判
手
続
の

中
に
、
「
裁
判
所
に
よ
る
」
刑
事
手
続
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
死
刑
判
決
」
の
中
に
「
裁
判
官
に
よ
る
」
判
決
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
手
続
と
結
果
を
、

つ
ま
り
死
刑
の
言
い
渡
し
と
執
行
を
違
法
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
、

ト
ル
ベ
ッ
ク
は
四
年
の
重
懲
役
に
処
せ
ら
れ
た
。

⑦
一
九
五
五
年
一

0
月
一
五
日
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
ク
陪
審
裁
判
所
判
測

書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

関
法

ア
ウ
グ
ス
プ
ル
ク
陪
審
裁
判
所
は
、

一
方
で
は
、
裁



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

第
一
連
邦
裁
判
所
判
決
の
言
い
回
し
を
引
き
継
い
で
、
「
身
分
裁
判
手
続
」
を
命
ず
る
命
令
権
者
、
従
っ
て
ヒ
ト
ラ
ー
と
カ
ル
テ
ン
プ
ル

ン
ナ
ー
に
は
、
真
実
追
求
と
正
義
に
基
づ
く
独
立
の
裁
判
官
の
判
決
が
で
は
な
く
、
敵
対
者
の
抹
殺
が
重
要
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を

連
邦
裁
判
所
は
、

ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
陪
審
裁
判
所
の
有
罪
判
決
を
、

ン
に
つ
い
て
は
部
分
的
に
破
棄
し
、

ト
ル
ベ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
、
ま
た
、

ド
ー
ナ
ニ
イ
事
件
に
つ
い
て
は
自
ら
無
罪
を
言
い
渡
し
た
。

ス
提
督
に
対
す
る
謀
殺
鞘
助
に
つ
い
て
の
み
、
六
年
の
重
懲
役
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
。

こ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
は
、
も
は
や
、
独
裁
者
ヒ
ト
ラ
ー
に
、
法
的
に
は
、
身
分
裁
判
所
を
恣
意
的
に
設
置
す
る
無
制
限
の
命
令
権

力
が
認
め
ら
れ
る
と
か
、
ま
た
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
強
制
収
容
所
の
所
長
と
同
じ
く
、
陪
席
裁
判
官
に
は
犯
罪
的
装
置
の
仮
借
な
き
代
理
人

で
あ
り
、
殺
害
命
令
の
自
発
的
な
執
行
者
と
宣
言
さ
れ
た
と
い
っ
た
こ
と
は
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
手
続
は
、
「
許
可
を
ほ
と

ん
ど
要
し
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
「
純
然
た
る
仮
象
的
な
手
続
が
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
一
点
の
曇
り
な
き
裁
判
官
の
確

信
を
得
る
事
実
上
の
基
礎
は
十
分
に
形
成
さ
れ
え
て
い
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
ト
ル
ベ
ッ
ク
に
は
、
手
続
形
成
に
お
い
て
強
制
規
定
を

(142) 

侵
害
し
た
と
は
、
「
証
明
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。

連
邦
裁
判
所
は
、
さ
ら
に
、
「
身
分
裁
判
所
手
続
」
を
評
価
す
る
に
は
、

よ
う
な
も
の
と
さ
れ
る
か
で
は
な
く
、
行
為
時
の
法
律
状
態
や
そ
の
他
の
所
与
に
よ
っ
て
彼
の
任
務
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
が
決
定
的
で
あ

る
と
強
調
す
る
。

「
そ
の
当
時
、
抵
抗
運
動
家
に
対
し
て
、
…
…
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
そ
し
て
、
そ
の
者
を
一
点
の
羹
り
な
き
手
続
に

⑧
連
邦
裁
判
所
一
九
五
六
年
一
月
一
九
日
判
決

援
用
し
て
根
拠
づ
け
て
い
る
。

~ 
（
―
二
九
一
）

一
九
四
五
年
四
月
の
出
来
事
が
今
日
の
認
識
に
よ
っ
て
ど
の

フ
ッ
ペ
ン
コ
ー
テ

フ
ッ
ペ
ン
コ
ー
テ
ン
に
は
、

カ
ナ
ー
リ



ち
に
抵
抗
運
動
家
の
殺
害
を
違
法
と
す
る
。
彼
の
『
処
刑
j

(
M
)
 

る。

第
四
一
巻
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四
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(
―
二
九
二
）

お
い
て
自
白
し
た
と
み
な
し
た
裁
判
官
に
は
、
今
日
、
も
し
当
時
の
法
律
の
も
と
に
服
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
鑑
み
て
、
抵
抗
運
動

家
に
は
、
よ
り
高
次
の
、
国
家
の
法
律
の
刑
罰
威
嚇
に
先
行
す
る
抵
抗
権
の
観
点
の
も
と
で
、
例
え
ば
、
超
法
規
的
緊
急
避
難
と
い
う

正
当
化
事
由
が
味
方
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
ま
ず
し
て
、
内
乱
、
外
患
な
い
し
戦
時
反
乱
（
軍
刑
法
五
七
条
）

で
有
罪

(143) 

だ
と
認
め
、
従
っ
て
死
刑
で
有
罪
と
す
べ
き
だ
と
信
じ
た
と
き
、
刑
法
の
観
点
か
ら
み
て
、
決
し
て
非
難
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

さ
て
、
身
分
裁
判
所
事
件
の
原
告
で
あ
っ
た
フ
ッ
ペ
ン
コ
ー
テ
ン
に
つ
い
て
は
、
起
訴
と
い
う
意
味
で
の
判
決
の
執
行
に
協
力
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
責
任
が
問
わ
れ
な
い
か
ど
う
か
を
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
フ
ロ
ッ
セ
ン
プ
ュ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
陪
審
裁
判
所

の
疑
い
の
余
地
な
き
認
定
に
よ
れ
ば
、
五
人
の
抵
抗
運
動
家
の
『
処
刑
』
は
、
身
分
裁
判
所
の
判
決
が
そ
の
宣
告
の
後
に
‘
_
|
＇
基
準
と

な
る
手
続
規
定
に
よ
っ
て
事
情
に
よ
っ
て
は
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
ー
、
確
認
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
執
行

さ
れ
た
」
。
確
認
を
不
必
要
と
す
る
例
外
的
事
情
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
被
告
人
フ
ッ
ペ
ン
コ
ー
テ
ン
に
は
、
知
ら
れ
て

い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
『
処
刑
』
を
阻
止
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
。
判
決
の
確
認
が
な
い
こ
と
は
、
直

へ
の
関
与
に
よ
っ
て
フ
ッ
ペ
ン
コ
ー
テ
ン
は
謀
殺
の
柑
助
と
し
て
有
罪
で
あ

(96) 
J
o
r
g
 Friedrich, F
r
e
i
s
p
r
u
c
h
 flir 
d
i
e
 
Nazi'Justiz• 

D
i
e
 U
r
t
e
i
l
e
 g
e
g
e
n
 N

S
 
,
 Ri
c
h
t
e
r
 seit 1
9
4
8
.
 
E
i
n
e
 D
o
k
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
 1
9
8
3
,
 
S. 
1
3
.
 

な
お
、
リ
ュ
ッ
ケ
ア
ル
は
、
軍
事
裁
判
所
と
特
別
裁
判
所
を
除
け
ば
、
一
万
六
千
以
上
の
死
刑
判
決
を
下
し
、
そ
の
う
ち
、
一
五
0
0
0
件
が
一

九
四
一
年
か
ら
一
九
四
四
年
の
間
に
下
さ
れ
た
と
い
う

(Riickerl,
N
S
 
,
 Ve
r
b
r
e
c
h
e
n
 v
o
r
 G
e
r
i
c
h
t
,
 S. 7
5
.
)

。

(97) 
Friedrich, a. 
a. 
0., S. 1
3
.
 

フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
「
司
法
」
の
被
害
者
も
、
裁
判
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
精
神
障
害
者
と
同
じ
よ
う
に
、

「
選
抜
さ
れ
」
「
殺
害
さ
れ
た
」
の
だ
と
い
う
。
「
選
抜
者
が
法
曹
国
家
試
験
に
合
格
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
事
情
に
関
係
が
な
い
」
。

(98) 
B
G
H
S
t
 9
,
3
0
5
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(117) 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
 a. 
a. 
0., S. 4
6
3
.
 

(118) 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
 a. 
a. 
0., S. 4
7
5
.
 

(119) 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 `
 
a. 
a. 
0., S. 4
7
6
.
 

(120) 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
 a. 
a
・
O
・
・
S
.
 4
6
8
.
 

刑
法
九
一
条
（
利
敵
行
為
）
は
、
第
一
項
「
内
国
に
お
い
て
ま
た
は
ド
イ
ツ
人
と
し
て
戦
争
中
に
ラ
イ
ヒ
に
対

し
て
ま
た
は
切
迫
し
た
戦
争
と
の
関
係
で
敵
国
を
援
助
し
よ
う
と
し
た
者
、
ま
た
は
ラ
イ
ヒ
の
戦
力
ま
た
は
そ
の
同
盟
国
の
戦
力
に
損
害
を
与
え

よ
う
と
し
た
者
は
死
刑
ま
た
は
終
身
の
重
懲
役
に
処
す
る
」
と
い
う
も
の
、
第
一
＿
項
「
行
為
が
ラ
イ
ヒ
ま
た
は
そ
の
同
盟
国
に
と
っ
て
重
要
で
な

い
損
害
、
お
よ
び
敵
国
に
重
要
で
な
い
利
益
を
与
え
た
に
す
ぎ
ず
、
重
大
な
結
果
を
招
き
う
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
き
は
、
一
一
年
を
下
回
る
こ
と

の
な
い
重
懲
役
が
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

戦
時
特
別
刑
法
命
令
五
条
は
、
第
一
項
で
は
「
次
の
者
は
、
防
衛
力
の
破
壊
の
ゆ
え
に
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。
一
．
公
然
と
、
ド
イ
ツ
軍
ま
た

は
同
盟
軍
に
お
け
る
兵
役
義
務
の
履
行
を
拒
否
す
る
よ
う
煽
動
し
、
ま
た
は
唆
し
た
者
、
そ
の
他
、
公
然
と
、
防
衛
上
の
自
己
主
張
に
対
す
る
ド

イ
ツ
民
族
ま
た
は
同
盟
国
の
国
民
の
意
思
を
麻
痺
さ
せ
、
ま
た
は
破
壊
し
よ
う
と
企
て
た
者
。
二
．
省
略
」
と
し
、
二
項
で
は
「
重
く
な
い
場
合

に
は
重
懲
役
ま
た
は
軽
懲
役
が
認
め
ら
れ
う
る
」
と
規
定
す
る
。

(121) 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
 a. 
a. 
0., S. 4
7
7
.
 

(122) 

F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
 a. 
a. 
0., S. 4
7
8
.
 

(123) 
B
G
H
S
t
 9
,
3
0
2
 

(124) 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
 a. 
a. 
0
 ., 
s. 4
9
1
.
 

(125) 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
 a. 
a. 
0., S. 4
9
2
.
 

(126) 
I. 
Mi.iller, 
F
u
r
c
h
t
b
a
r
e
 J
 uristen, 
S. 
2
8
4
f
.
 

(127)

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、

vgl.
F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
 a. 
a. 
0., S. 3
0
6
f
f
.
 ;
 
〔
民
族
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
は
〕

N
o
a
m
 ¥
 Kr
o
p
a
t
,
 Justiz u
n
d
 J
 ud
e
n
、

v
e
r
f
o
l
g
u
n
g
 B
d
.
 1
 J
 ud
e
n
 v
o
r
 G
e
r
i
c
h
t
 1
9
3
3
-
1
9
4
5
,
 
1
9
7
5
,
 
S. 
1
6
8
f
.
 
;
 
〔
呻
{
私
広
の
非
巫
判
i
に
つ
い
て
は
〕

dies., 
B
d
.
 2
 J
 ud
e
n
く

o
r
G
e
r
i
c
h
t
 

1
9
4
5
-
1
9
5
5
,
 1
9
7
8
,
 
S. 3
0
8
f
f
.
 ;
 Gi.inter S
p
e
n
d
e
l
,
 R
e
c
h
t
s
b
e
u
g
u
n
g
 <lurch R
e
c
h
t
s
p
r
e
c
h
u
n
g
,
 1
9
8
4
,
 
S. 3
f
f
.
 ;
 Miiller, a. 
a. 
0., S. 2
7
8
;
 

(128)

こ
の
判
決
の
抜
粋
は
、

B
u
n
d
e
s
m
i
n
i
s
t
e
r
d
e
r
 Justiz (
H
r
s
g
.
)
,
 I
m
 N
a
m
e
n
 d
e
s
 D
e
u
t
s
c
h
e
n
 V
o
l
k
e
s
.
 Justiz 
u
n
d
 N
a
t
i
o
n
a
l
s
o
z
i
a
l
i
s
m
u
s
,
 

1
9
8
9
,
 S
.
 4
2
7
f
.
 

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

―
―
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二
九
四
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

―
―
七

(129)

ハ
ッ
セ
ン
カ
ン
プ
は
、
一
八
七
八
年
生
ま
れ
。
一
九

0
七
年
ア
セ
ッ
ソ
ア
試
験
合
格
。
点
数
は
、

b
e
f
r
i
e
d
i
g
e
n
d
。
一
九
―
一
年
、
フ
ル
ダ
の

近
く
の
ノ
イ
ホ
フ
で
補
助
裁
判
官
と
な
る
。
一
九
二
六
年
カ
ッ
セ
ル
に
来
る
。
一
九
＿
―
-
三
年
に
特
別
裁
判
所
主
席
裁
判
官
に
な
る
。
彼
は
、
あ
ま

り
優
秀
で
な
い
裁
判
官
（
陪
審
裁
判
所
の
判
決
の
中
で
は
「
平
均
的
な
法
律
家
」
と
す
る
）
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
事
件
の
判
断
は
、
陪
席
判

事
に
任
せ
て
い
て
、
そ
の
見
解
に
従
う
の
が
常
で
あ
っ
た
。
上
司
に
は
彼
の
弱
点
が
知
ら
れ
て
い
た
の
で
、
彼
に
は
つ
ね
に
優
秀
な
陪
席
判
事
が

つ
け
ら
れ
て
い
た
。
一
九
三
三
年
五
月
に
ナ
チ
党
入
党
。

S
S
の
振
興
隊
員
と
し
て
月
々
一
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
を
払
っ
て
い
た
。

(130)

ケ
ス
ラ
ー
は
、
一
九

0
二
年
生
ま
れ
。
一
九
三
三
年
カ
ッ
セ
ル
の
区
お
よ
び
ラ
ン
ト
裁
判
所
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
る
。
少
年
事
件
に
と
く
に
関

心
を
も
つ
。
学
生
時
代
か
ら
目
を
患
っ
て
い
た
が
、
カ
ッ
セ
ル
で
は
優
秀
な
法
律
家
と
さ
れ
て
き
た
。
一
九
三
三
年
五
月
に
ナ
チ
党
入
党
。

(131) 
N
o
a
m
/
K
r
o
p
a
t
,
 Justiz u
n
d
 J
u
d
e
n
v
e
r
f
o
l
g
u
n
g
,
 B
d
.
 2, 
J
u
d
e
n
 v
o
r
 G
e
r
i
c
h
t
 1
9
4
5
 ,
 19
5
5
,
 1
9
7
8
,
 
s. 
308ff・ 

(132) 
N
o
a
m
/
K
r
o
p
a
t
,
 a. 
a. 
0., S. 
3
1
5
.
 

(133) 
N
o
a
m
/
K
r
o
p
a
t
,
 a. 
a. 
0., S. 
3
1
6
,
 318. 

(134) 
N
o
a
m
Kヽ
r
o
p
a
t
,
a. 
a. 
0
 ., 
s. 
320. 
〔
抜
粋
〕

(135)

こ
の

S
S
身
分
裁
判
事
件
に
つ
い
て
は
、

vgl.Spendel• 

R
e
c
h
t
s
b
e
u
g
u
n
g
 d
u
r
c
h
 R
e
c
h
t
s
s
p
r
e
c
h
u
n
g
,
 S. 
89ff. ;
 
ders•• 

F
 estschrift f
u
r
 

U
l
r
i
c
h
 K
l
u
g
,
 1
9
8
3
,
 B
d
.
 2, 
S. 
377££.; F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
 a. 
a. 
0., S. 
202££. 

(136) 
Fried~ich, 

a. 
a. 
0., S. 
203£. 

(137) 
B
G
H
S
t
 2, 
1
7
3
;
 F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
 a. 
a. 
0., S.204££. 

(138) 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
 a. 
a. 
0
 ., 
s. 
209£. 

(139) 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
 a. 
a. 
0., S. 
210ff・ 

(140) 
S
p
e
n
d
e
l
,
 a. 
a. 
0., S. 
106££ 
・; 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
 a. 
a. 
0., S. 
212ff. 

(141) 
S
p
e
n
d
e
l
,
 a. 
a. 
0., S. 
108ff.; F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
 a. 
a. 
0., S. 
218££. 
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
本
件
は
、
確
定
し
た
。

(142) 
S
p
e
n
d
e
l
,
 a. 
a. 
0., S. 
108££ • 

(143) 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
 a. 
a. 
0., S. 
2
1
8
£
.
;
 S
p
e
n
d
e
l
,
 a. 
a. 
0., S. 
110. 

(144) 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
 a. 
a. 
0., S. 
221. 
こ
の
よ
う
に
、
フ
ッ
ペ
ン
コ
ー
テ
ン
が
処
刑
の
執
行
に
関
与
し
た
点
で
違
法
で
あ
る
と
す
る
判
決
の
見
解
に
対

し
て
は
、
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
が
厳
し
く
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
フ
ロ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ル
ク
強
制
収
容
所
で
の
カ
ナ
ー
リ
ス
ら
の
「
有
罪
判
決
」
は
、

(
―
二
九
五
）



①
イ
エ
ー
ガ
ー
に
よ
る
ナ
チ
犯
罪
の
特
徴
づ
け

第
四
節

ナ
チ
犯
罪
の
刑
事
学
的
分
析

第
四
一
巻
第
四
号

「
裁
判
所
長
」

(
G
e
r
i
c
h
t
s
h
e
r
r
)

た
る
ヒ
ト
ラ
ー
、
あ
る
い
は
そ
の
委
託
を
受
け
た
カ
ル
テ
ン
プ
ル
ン
ナ
ー
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
の
が
違
法
で
あ
る
と
い
う
の
が
本
判
決
の
フ
ッ
ペ
ン
コ
ー
テ
ン
の
行
為
を
違
法
と
し
た
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、

違
法
性
の
問
題
を
、
「
身
分
裁
判
所
」
の
設
置
の
種
類
や
、
「
手
続
」
の
執
行
に
、
つ
ま
り
、
「
死
刑
判
決
」
に
至
っ
た
状
況
に
か
か
ら
せ
る
の
で

は
な
く
、
「
裁
判
所
長
」
に
よ
る
、
つ
ま
り
、
殺
人
の
起
因
者
（
教
唆
者
）
で
あ
る
ヒ
ト
ラ
）
ら
に
よ
る
「
確
認
」
に
か
か
ら
せ
る
こ
と
は
、
全

く
グ
ロ
テ
ス
ク
で
あ
る

(
S
p
e
n
d
e
l
,
a. 
a. 
0., S
.
 
1
1
2
£
.
)

。

カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、

(145) 

ナ
チ
犯
罪
を
「
国
家
行
政
に
よ
る
大
量
殺
人
犯
罪
」
と
特
徴
づ
け
た
が
、
そ
れ
は
、

ナ
チ
犯
罪
の
刑
事
学

的
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
ナ
チ
犯
罪
の
集
団
犯
と
し
て
の
刑
事
学
的
分
析
を
行
っ
た
刑
法
学
者
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
イ
エ
ー
ガ
ー
は
、

(146) 

チ
犯
罪
を
「
国
家
的
に
組
織
さ
れ
た
集
団
犯
罪
」
で
あ
っ
た
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。
イ
ェ
ー
ガ
ー
は
、

た
研
究
に
お
い
て
、

ナ

一
九
六
六
年
初
頭
ま
で
に
終
了
し

(
W
)
 

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス
ブ
ル
ク
・
セ
ン
タ
ー
の
資
料
を
駆
使
し
、
未
公
刊
の
裁
判
資
料
を
も
多
数
収
集
・
調
査
し
、

『
全
体
主
義
的
支
配
の
も
と
に
お
け
る
犯
罪
』
（
初
版
一
九
六
七
年
）
を
公
刊
し
た
。
上
の
ナ
チ
犯
罪
の
特
徴
づ
け
か
ら
も
明
白
な
よ
う

に
、
ナ
チ
犯
罪
は
、
国
家
犯
罪
で
あ
る
と
同
時
に
集
団
犯
罪
で
あ
る
と
い
う
側
面
を
も
つ
。
い
わ
ば
国
家
自
体
が
犯
罪
的
組
織
な
の
で
あ

(148) 

り
、
通
常
の
集
団
犯
と
は
、
そ
こ
に
差
異
が
見
ら
れ
る
。
別
の
機
会
に
書
か
れ
た
「
集
団
犯
罪
の
刑
事
学
に
関
す
る
思
考
」
と
題
す
る
論

文
に
お
い
て
、
イ
ェ
ー
ガ
ー
は
、
集
団
犯
に
特
徴
的
な
の
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
特
殊
性
で
あ
る
と
す
る
。

m道
徳
的
価
値
志
向
の
集

団
的
変
更
が
見
ら
れ
る
こ
と
。
そ
の
変
更
は
、
も
し
そ
れ
が
な
け
れ
ば
効
果
的
で
あ
る
よ
う
な
規
範
表
象
、
文
化
的
禁
止
、
阻
害
因
子
お

よ
び
責
任
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
弱
体
化
し
、
ま
た
は
完
全
に
停
止
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
②
個
人
を
、
自
ら

関
法

―
―
八

(
―
二
九
六
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

②
全
体
主
義
的
犯
罪
の
現
象
形
態
類
型

形
態
が
あ
り
う
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

―
―
九

の
発
意
で
は
決
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
行
為
へ
と
動
機
づ
け
る
状
況
上
の
影
響
、
外
部
的
行
為
条
件
お
よ
び
集
団
カ

動
的
な
適
応
強
制
に
特
殊
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
の
効
果
に
お
い
て
は
最
も
重
大
な
犯
罪
に
お
い
て
、

個
人
の
責
任
が
、
疑
問
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
集
団
的
に
実
現
さ
れ
た
損
害
の
全
体
に
つ
い
て
は
個
人
に
よ
っ
て
責
任

を
負
い
え
ず
、
そ
の
個
人
的
な
作
用
の
割
合
は
し
ば
し
ば
十
分
に
は
孤
立
化
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
イ
エ
ー
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、

「
命
令
に
よ
る
強
制
、
同
調
性
の
圧
力
、
集
団
力
学
、
そ
し
て
ま
た
不
法
の
意
識
の
低
下
に
よ
っ
て
主
観
的
責
任
の
追
及
も
困
難
に
な

(149) 
る
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、
ナ
チ
犯
罪
の
特
色
と
し
て
の
国
家
に
よ
る
犯
罪
と
い
う
側
面
を

無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
国
家
的
権
威
と
合
法
性
の
仮
装
な
ど
の
準
倫
理
的
正
当
化
要
素
も
加
わ
っ
て
、
個
人
の
責
任

意
識
は
よ
り
希
薄
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
準
正
当
性
を
も
っ
た
国
家
体
制
の
中
で
、
組
織
化
さ
れ
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
装
置
を
用
い
、

国
家
的
な
無
言
の
圧
力
の
中
で
、
個
人
は
「
小
さ
な
歯
車
」
と
な
っ
て
、
権
力
者
の
医
師
を
純
粋
に
機
能
的
に
遂
行
す
る
「
テ
ロ
」
の
道

具
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
不
法
国
家
の
中
の
犯
罪
に
つ
い
て
も
、
そ
の
組
織
の
内
外
で
の
関
与
の
形
態
に
関
し
、
さ
ま
ざ
ま
な

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
国
家
的
に
組
織
化
さ
れ
た
集
団
犯
罪
と
し
て
の
ナ
チ
犯
罪
を
刑
事
学
的
に
分
析
し
た
イ
ェ
ー
ガ
ー
は
、
こ
の
全
体

主
義
的
犯
罪
を
三
つ
の
現
象
形
態
に
分
類
し
た
。
①
命
令
さ
れ
て
い
な
い
犯
罪
（
過
剰
行
為
）
‘
②
命
令
遂
行
の
比
較
的
独
立
の
形
態

（
任
意
的
行
為
）
‘
③
事
象
に
対
す
る
個
人
的
影
響
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
遂
行
の
非
独
立
的
な
形
態
（
命
令
に
よ
る
行
為
）
が
、
そ

(150) 

れ
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
イ
エ
ー
ガ
ー
の
分
析
を
紹
介
し
て
、
ナ
チ
犯
罪
の
特
徴
的
な
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

(151) 

①
過
剰
行
為

（
―
二
九
七
）



捜
査
さ
れ
、
二

0
0
人
の
S
S
隊
員
が
有
罪
判
決
を
受
け
た
。

が
、
調
査
委
員
会
に
よ
っ
て
、
証
人
と
し
て
予
定
し
て
い
た
囚
人
が
も
は
や
生
き
て
い
な
い
こ
と
が
発
覚
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
委

員
会
は
、
明
ら
か
に
不
利
な
証
人
を
消
す
目
的
で
実
行
さ
れ
た
犯
罪
の
罪
跡
を
発
見
し
た
の
で
あ
っ
た
。
所
長
夫
妻
と
幾
人
か
の
看
守
が

逮
捕
さ
れ
、
部
分
的
に
は
S
S
裁
判
所
手
続
で
有
罪
と
さ
れ
た
。
捜
査
は
別
の
収
容
所
に
も
及
び
、
全
部
で
八

0
0
件
の
同
種
の
事
件
が

こ
の
種
の
事
件
に
は
、
明
ら
か
に
命
令
に
反
し
て
い
る
が
、
刑
事
上
訴
追
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
多
数
存
在
す
る
。
捜
査
機
関
に
検
挙

ヴ
ァ
ル
ト

法
行
為
だ
と
み
な
さ
れ
、
し
か
も
部
分
的
に
は
、
刑
事
訴
追
さ
れ
た
犯
罪
を
意
味
す
る
。
そ
の
数
は
、
も
と
よ
り
、
極
め
て
少
数
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
属
す
る
例
と
し
て
は
、
開
戦
後
初
期
の
専
断
的
に
行
わ
れ
た
テ
ロ
行
為
が
法
違
反
・
規
律
違
反
と
し
て
処
理
さ
れ
た
事
例
が

あ
る
。
例
え
ば
、
橋
の
修
理
の
た
め
に
徴
用
さ
れ
た
五

0
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
、
夕
方
、
作
業
の
後
に
シ
ナ
ゴ
ー
グ
に
連
れ
込
ん
で
、
突
然
、

射
殺
し
た
S
S
突
繋
隊
員
と
巡
査
に
つ
き
、
戦
時
裁
判
所
は
、
軽
い
自
由
刑
に
処
し
、
後
に
恩
赦
を
与
え
ら
れ
た
事
件
が
、
こ
れ
に
属
す

る
。
そ
の
他
、
テ
ロ
と
私
的
犯
罪
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
事
件
が
あ
る
。

か
ら
、
殺
人
行
為
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
調
壺
を
開
始
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
事
件
が
発
生
し
た
。
調
査
の
発
端
は
、
ブ
ー
ヘ
ン

(
B
u
c
h
e
n
w
a
l
d
)

強
制
収
容
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
所
長
が
戦
時
経
済
犯
罪
を
行
っ
た
と
い
う
疑
い
が
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る

(
a
)
 

後
楯
の
な
い
行
為

(
U
n
g
e
d
e
c
k
t
e
T
a
t
)
 

関
法

第
四
一
巻
第
四
号

為
で
は
あ
る
が
、
．
「
通
常
の
」
個
人
的
犯
罪
か
ら
は
、
そ
れ
が
、
刑
事
学
的
に
、

集
団
的
例
外
的
事
態
に
お
け
る
個
人
的
行
為
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
ら
れ
え
よ
う
。

（
ニ
―
九
八
）

ま
ず
何
ら
の
命
令
な
く
し
て
実
行
さ
れ
た
犯
罪
も
ナ
チ
犯
罪
に
属
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
自
身
の
動
機
か
ら
行
わ
れ
る
行

集
団
的
テ
ロ
、
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
大
衆
教
化
な
ど
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
区
別
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、

こ
れ
は
、
国
家
機
関
に
よ
っ
て
完
全
に
は
担
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、
許
さ
れ
ざ
る
不

一
九
四
三
年
後
半
に
、
強
制
収
容
所
に
お
け
る
汚
職
事
件
の
調
査

一
定
の
外
界
の
事
情
に
、

つ
ま
り
、
全
体
主
義
的
支
配
、

―二

0



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

の
参
加
そ
の
も
の
が
、

(

C

)

 

作
戦
行
動
の
際
の
過
剰
行
為

(
A
k
t
i
o
n
s
e
x
z
e
s
s
e
)

個
人
的
恣
意
的
行
為
は
、
収
容
所
の
恒
常
的
な
テ
ロ
と
だ
け
結
び
つ
く

(
b
)
 
恣
意
的
行
為

(Willktirakte)

の
関
心
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
、
職
務
規
律
の
遵
守
違
反
を
見
逃
す
と
い
う
一
般
的
実
務
が
こ
の
背
景
に
は
存
在
し
た
。

な
か
ん
ず
く
、
強
制
収
容
所
、
抹
殺
収
容
所
、

ゲ
ッ
ト
］
な
ど
に
お
い
て
、
暗
黙
の
う
ち
に

受
容
さ
れ
た
か
、
明
示
的
に
是
認
さ
れ
た
多
数
の
犯
罪
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
殺
害
行
為
は
、
囚
人
の
生
殺
与
奪
の
無
制
限
の
支
配
を

も
つ
全
く
統
制
で
き
な
い
権
力
的
地
位
の
行
使
と
し
て
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
全
く
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
、
日
常
行
為
と
し
て
、
ま

る
で
殺
人
が
蚊
を
殺
す
行
為
で
あ
る
か
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
。
多
数
の
犯
罪
が
さ
り
げ
な
く
行
わ
れ
、
な
ん
ら
の
外
部
的
な
行
為
に
至
る

契
機
も
な
い
場
合
も
稀
で
は
な
い
。
行
為
者
自
身
が
二

0
0
人
か
ら
三

0
0
人
の
被
害
者
を
出
し
た
と
自
白
し
た
事
件
が
あ
る
が
、
実
際

に
は
こ
の
何
倍
も
の
数
に
登
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
証
人
の
供
述
に
よ
れ
ば
、
「
虎
の
よ
う
に
」
残
忍
な
ト
レ
プ
リ
ン
カ
の
最
後
の
所

長
に
つ
い
て
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
陪
審
裁
判
所
は
、

口
頭
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
所
長
が
所
内
に
お
け
る
そ
の
権
力
を
恐
ろ
し
く
利

用
し
尽
く
し
た
こ
と
を
認
定
し
た
。
彼
は
、
囚
人
を
い
わ
れ
な
く
虐
待
し
、
殺
害
し
た
。
巡
回
と
点
呼
の
際
に
彼
は
射
殺
し
ガ
ス
室
に
送

る
囚
人
を
探
し
求
め
、
囚
人
に
飼
い
馴
ら
し
た
犬
を
け
し
か
け
、
銃
の
台
座
や
バ
ケ
ツ
で
殴
り
、
背
後
や
馬
上
か
ら
撃
っ
た
。

の
で
は
な
く
、
直
接
に
抹
殺
に
向
け
ら
れ
て
は
い
な
い
集
団
の
迫
害
行
動
1

例
え
ば
、

ユ
ダ
ヤ
人
街
の
手
入
れ
、
捜
索
、
ゲ
ッ
ト
ー
の

明
け
渡
し
、
収
容
所
へ
の
輸
送
ー
~
と
も
結
び
つ
い
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
命
令
状
況
は
、
こ
こ
で
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
作
戦
行
動
へ

一
般
に
、
命
令
に
起
源
を
も
つ
点
で
、
強
制
収
容
所
犯
罪
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
具
体
例
と
し
て
は
、

次
の
例
の
み
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
輸
送
列
車
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
途
中
の
駅
で
停
車
し
た
と
き
、
小
さ
な
女
の
子
が
列
車
か

ら
降
り
て
、
五
ズ
ロ
ッ
テ
ィ
ー
と
引
き
換
え
に
ス
プ
ー
ン
一
杯
の
水
が
欲
し
い
と
駅
員
に
懇
願
し
た
。
あ
る
ド
イ
ツ
人
の
駅
員
が
コ
ッ
プ

に
水
を
入
れ
て
持
っ
て
く
る
よ
う
に
命
令
し
た
。
そ
の
子
が
水
を
飲
ん
で
い
る
最
中
に
、
輸
送
係
長
は
、
手
に
持
っ
た
コ
ッ
プ
を
た
た
き

（
ニ
―
九
九
）



動
と
し
て
は
統
制
・
操
縦
さ
れ
て
い
る
が
、
個
別
行
為
に
関
し
て
は
、
比
較
的
恣
意
的
に
行
わ
れ
て
い
る
の
が
典
型
的
で
あ
る
。
そ
の
際
、

統
制
は
、
権
力
者
お
よ
び
そ
の
首
謀
者
が
、
そ
の
す
で
に
熱
狂
化
さ
れ
、
ま
た
は
計
画
的
に
煽
動
さ
れ
た
信
奉
者
の
攻
撃
性
に
、

方
向
を
与
え
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
テ
ロ
の
道
具
と
し
て
の
潜
在
的
な
犯
罪
準
備
性
に
役
立
て
る
点
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

(

e

)

 

ポ
グ
ロ
ム
ヘ
の
参
加

(
P
o
g
r
o
m
b
e
t
e
i
l
i
g
u
n
g
)

メ
ル
ク

適
応
と
い
う
こ
の
方
法
は
、

(
d
)
 
迎
合
行
為

(Willfiihrigkeitstaten)

落
と
し
、
そ
の
子
を
虐
待
し
始
め
た
。
列
車
か
ら
そ
の
子
の
父
親
が
駆
け
寄
り
、
慈
悲
を
嘆
願
し
た
。
係
長
は
、
ピ
ス
ト
ル
を
抜
い
て
そ

の
父
親
の
首
を
撃
っ
て
殺
害
し
た
。
こ
の
例
は
、
作
戦
行
動
の
際
の
過
剰
を
典
型
的
に
表
し
て
い
る
。

い
で
に
煽
動
し
た
り
、
希
望
、
ほ
の
め
か
し
ま
た
は
暗
号
で
表
現
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
上
、
そ
れ

が
部
下
に
よ
っ
て
「
感
じ
取
ら
れ
る
」
に
過
ぎ
な
い
場
合
も
あ
る
。
テ
ロ
・
シ
ス
テ
ム
は
、
命
令
に
よ
っ
て
の
み
統
御
さ
れ
る
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
体
制
の
意
味
に
お
い
て
「
正
し
い
」
行
動
が
単
純
に
命
令
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
部
下
に
よ
っ
て
解
釈
し
つ
つ
探
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
間
接
的
な
心
理
的
操
縦
方
法
に
も
依
拠
す
る
部
分
も
あ
る
の
で
あ
る
。
命
令
と
服
従
に
代
わ
る
間
接
的
影
響
と
迎
合
的

い
場
合
に
は
、
背
後
に
と
ど
ま
っ
て
、
明
示
的
な
命
令
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
例
と
し
て
、
次
の
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。

(
M
e
l
k
)
 
に
お
け
る
囚
人
収
容
所
分
室
長
が
、
病
気
の
囚
人
達
を
自
ら
の
手
で
多
数
絞
殺
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。
被
告
人

は
、
所
長
が
「
こ
の
分
室
に
は
無
駄
飯
食
い
が
多
す
ぎ
る
」
と
ほ
の
め
か
し
た
か
ら
、
明
ら
か
に
彼
に
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
し
よ
う

と
し
た
の
だ
と
述
べ
て
、
自
己
弁
護
し
た
。
そ
の
際
、
被
告
人
は
、

を
選
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

一
般
に
、
極
め
て
確
か
で
あ
っ
て
、
指
導
部
が
、
そ
の
犯
罪
的
行
動
に
あ
た
っ
て
公
式
に
姿
を
現
し
た
く
な

関
法

第
四
一
巻
第
四
号

~ 
（
一
三
0
0
)

一
定
の

上
官
の
意
思
に
合
わ
そ
う
と
し
て
犯
罪
に
出
る
場
合
も
あ
る
。
上
官
の
意
図
は
、

つ

い
つ
も
彼
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
も
は
や
長
く
生
き
れ
な
か
っ
た
囚
人

大
量
犯
罪
の
形
式
で
行
わ
れ
る
一
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
全
体
行



(
a
)
 

る。

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

な
事
例
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
経
過
で
は
な
く
、
ポ
グ
ロ
ム
の
惹
起
の
み
が
操
縦
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
個
々
の
行
為
者
は
、
特
定

一
定
の
緊
急
の
暴
力
的
傾
向
を
も
っ
た
大
衆
心
理
的
意
味
に
お
け
る
暗
示
的
な

一
九
三
八
年
―
一
月
の
ラ
イ
ヒ
水
晶
の
夜
の
ポ
グ
ロ
ム
を
例
と
し
て
、
こ
の
「
操
縦
さ
れ
た

―
一
月
九
日
の
行
動
は
、
中
央
で
指
揮
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
々
の
行
為

は
、
部
分
的
に
自
発
的
に
、
命
令
な
き
暴
行
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
っ
と
大
規
模
な
抹
殺
行
動
も
、
必
ず
し
も
大
量
抹
殺
の
シ
ス
テ
ム
1

例
え

ぱ
、
国
家
の
『
命
令
機
構
』
ー
_
—
に
う
ま
く
組
み
込
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
若
干
の
行
為
複
合
は
、
非
中
央
集
権
化
さ
れ
た
、
個
々
の

命
令
者
の
主
犯
性
が
証
明
可
能
で
あ
る
よ
う
な
組
織
的
に
独
自
の
集
団
犯
罪
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
、
そ

の
よ
う
な
集
団
的
過
剰
の
独
自
性
の
大
き
さ
は
、
多
様
で
あ
る
。
満
員
の
強
制
収
容
所
や
医
務
室
で
「
席
を
あ
け
る
」
た
め
に
、
労
働
不

能
な
囚
人
を
淘
汰
す
べ
く
、
ま
た
、
「
無
駄
飯
食
い
」
を
殺
害
す
る
た
め
に
、
囚
人
を
大
量
に
殺
害
す
る
こ
と
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

(152) 

②
自
発
的
行
為

(lnitiativtaten)

大
抵
の
犯
罪
ま
た
は
犯
罪
的
部
分
行
為
は
、
命
令
に
起
因
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
々
の
行
為
者
は
、
比
較
的
独
立
し
て
、

そ
れ
に
関
与
で
き
た
。
し
か
も
、
詳
し
く
見
る
と
、
そ
の
執
行
も
個
人
的
動
機
に
よ
っ
て
共
同
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ

任
意
の
関
与

(Freiwillige
Beteiligung) 

任
意
と
は
、
命
令
さ
れ
た
犯
罪
へ
の
命
令
さ
れ
ざ
る
関
与
を
表
す
。
例
え
ば
、

銃
殺
に
参
加
す
る
者
を
任
意
に
申
告
さ
せ
て
、
銃
殺
隊
を
組
織
す
る
場
合
が
そ
の
例
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
参
加
者
が
現
実
に
、
自
発
的

に
行
為
し
た
の
か
ど
う
か
、
全
体
主
義
的
状
況
に
と
っ
て
典
型
的
な
「
任
意
の
強
制
」

(Freiwilliger
Z
w
a
n
g
)

に
服
し
た
の
か
ど
う
か
、

(f) 
専
断
的
命
令

(
E
i
g
e
n
m
a
c
h
t
i
g
e
Befehle) 

自
発
性
」
の
機
序
が
と
く
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

集
団
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

の
、
そ
の
行
為
を
細
か
く
確
定
す
る
命
令
に
直
面
せ
ず
、

~ 
（ニ―
I
O
I
)



な
い
。
命
令
は
、

個
別
事
例
に
お
い
て
は
、

依
然
と
し
て
、

(
C
 

独
自
の
命
令
権
力

(
E
i
g
e
n
e
B
e
f
e
h
l
s
g
e
w
a
l
t
)
 

よ
っ
て
独
立
に
大
規
模
な
抹
殺
行
動
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

の
よ
う
な
行
動
の
経
過
中
に
、
実
行
さ
れ
た
犯
罪
が
全
く
自
発
的
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
の
よ
う
な
犯
罪
は
、
確
か
に
一
般
的
命

令
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
際
、
個
人
的
な
、
そ
し
て
ま
っ
た
＜
刹
那
的
な
動
機
か
ら
行
わ
れ
え
た
。
例
え
ば
、
「
捜
索

活
動
」
の
迫
っ
た
村
の
ユ
ダ
ヤ
人
達
が
、
う
ま
く
警
告
さ
れ
、
隠
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
赤
ん
坊
を
抱
い
た
老
婦
人
が
抹
殺
隊

の
手
に
落
ち
た
。
彼
女
が
隠
れ
た
人
々
の
隠
れ
場
所
を
白
状
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
、
隊
員
の
一
人
が
、
赤
ん
坊
を
そ
の
手
か
ら
奪

い
取
り
、
足
を
掴
ん
で
頭
を
ド
ア
の
柱
に
ぶ
つ
け
て
粉
砕
し
た
。
婦
人
は
、
全
く
動
転
し
て
、
隠
れ
場
所
を
喋
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
非

道
が
、
統
制
さ
れ
た
行
動
の
枠
内
で
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
な
命
令
に
起
因
し
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
出
撃
隊
に

撃
部
隊
が
、
命
令
さ
れ
た
処
刑
と
な
ら
ん
で
別
の
殺
裁
行
為
を
も
頼
ま
れ
て
行
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
出
撃
部
隊
C
は、

精
神
病
院
長
か
ら
二
七

0
人
の
不
治
の
患
者
を
抹
殺
し
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ま
れ
、
こ
の
願
い
を
聞
き
入
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
大
量
抹
殺

の
た
め
の
出
撃
の
内
部
で
の
、
と
く
に
命
令
さ
れ
て
い
な
い
自
発
的
行
動
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

し
た
と
い
え
る
。
「
最
終
的
解
決
」
は
、

隊
員
が
独
自
の
決
断
を
行
っ
た
に
違
い
な
い
場
合
に
も
、
自
発
性
は
存
在

ヒ
ト
ラ
ー
の
原
則
命
令
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
大
規
模
な
、
大
き

＜
枝
分
か
れ
し
た
抹
殺
行
動
は
、
単
純
に
、
個
人
の
影
響
力
が
全
く
な
い
、
中
央
で
統
御
さ
れ
た
機
械
的
な
遂
行
過
程
だ
と
は
み
な
し
え

一
層
の
具
体
化
、
予
見
で
き
な
い
状
況
や
変
化
す
る
利
害
へ
の
適
応
を
必
要

(
b
)
 

第
四
一
巻
第
四
号

（
一
三

0
二）

つ
ま
り
、
確
か
に
決
断
の
自
由
は
形
式
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
が
、
個
人
は
任
意
だ
と
主
張
し
て
断
る
の
が
む
づ
か
し
い
と
い
う
場
合
で

あ
っ
た
の
か
ど
う
か
が
い
つ
も
明
確
に
認
識
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。

独
立
の
個
別
行
為

(
S
e
l
b
s
t
a
n
d
i
g
e
E
i
n
z
e
l
t
a
t
e
n
)
 

関
法

個
人
が
、
命
令
に
基
づ
い
て
抹
殺
行
動
に
参
加
し
た
場
合
で
す
ら
、
そ

一
九
四
八
年
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
出
撃
部
隊
判
決
に
お
い
て
も
、
出

―
二
四



(
d
)
 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
国

上
に
向
か
っ
て
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ

(Initiative n
a
c
h
 o
b
e
n
)
 

―
二
五

大
量
殺
数
の
組
織
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
「
上
か
ら
下
へ
の
」

と
す
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
例
え
ば
、
抹
殺
の
範
囲
や
例
外
に
関
し
て
は
、
さ
ら
な
る
解
釈
を
必
要
と
し
た
。
す
で
に
、
労
働
搾
取
と
淘

汰
の
原
理
も
、
命
令
の
修
正
を
必
要
と
し
た
。
そ
れ
は
、
と
き
に
は
、
ど
の
原
理
が
優
先
す
る
か
に
つ
い
て
、
ラ
イ
ヒ
保
安
本
部
と
経

済
・
行
政
本
部
と
の
間
の
見
解
の
相
違
に
つ
な
が
っ
た
。
つ
ま
り
、

本
部
は
、

で
き
る
だ
け
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
根
絶
し
よ
う
と
し
、
経
済
・
行
政
本
部
は
、

た
の
で
あ
る
。
抹
殺
行
動
の
具
体
的
な
経
過
を
規
制
し
操
縦
す
る
に
は
、
原
則
的
命
令
は
、
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
に
す
ぎ
る
。
こ
れ
を
実

行
す
る
た
め
に
は
、
も
し
そ
れ
が
な
け
れ
ば
一
般
的
命
令
が
何
ら
の
効
果
を
生
ま
な
い
ま
ま
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
、
無
数
の

さ
ら
な
る
決
断
が
必
要
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
大
勢
の
高
い
地
位
に
い
る
幹
部
に
は
、
独
自
の
決
断
を
す
る
裁
量
の
余
地
が
あ
っ
た
。
例

と
し
て
は
、
出
撃
部
隊
の
部
隊
長
が
、
全
部
で
一
三
万
人
以
上
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
殺
害
の
命
令
を
実
行
し
た
と
い
う
出
撃
部
隊
犯
罪
に
関
し

て
、
例
外
的
に
労
働
者
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人

(Arbeitsjuden)

労
働
者
の
断
種
を
行
っ
て
、

厳
格
に
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
な
命
令
統
制
に
も
と
づ
い
て
の
み
機
能
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
上
に
向
か
っ
て
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
」
も
存
在

す
る
。
決
定
権
限
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
下
部
の
役
所
は
、
行
動
に
対
す
る
実
際
上
の
影
響
力
か
ら
事

態
に
対
す
る
中
心
的
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
上
司
の
決
定
は
、
む
し
ろ
授
権
と
許
可
と
い
う
性
格
を
も
つ
。

例
え
ば
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
根
絶
か
、
軍
需
産
業
の
利
益
か
で
あ
る
。
ラ
イ
ヒ
保
安

で
き
る
だ
け
多
く
の
労
働
力
を
確
保
し
た
か
っ

と
そ
の
家
族
の
殺
害
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
男
性
の

ユ
ダ
ヤ
人
の
生
殖
を
断
と
う
と
し
た
と
い
う
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ア
イ
ヒ
マ
ン
は
、
イ
エ
ル
サ
レ
ム
に
お
い
て
、
彼
の
部
下
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
担
当
官
が
占
領
地
区
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
処

置
が
「
実
際
上
そ
も
そ
も
実
行
可
能
か
」
を
報
告
し
、
許
可
さ
れ
る
か
批
判
さ
れ
る
か
の
要
約
的
報
告
を
行
っ
た
と
供
述
し
て
い
る
。
上

に
向
か
っ
て
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
は
、
と
く
に
専
門
家
の
犯
罪
1

例
え
ば
、
医
学
的
人
体
実
験
の
場
合
の
よ
う
に
ー
が
問
題
で
あ
る

（
一
三

0
三）



に
依
存
し
て
い
る
。

(f) 

装
置
の
考
案
が
あ
げ
ら
れ
る
。

れ
る
も
の
に
は
、
個
々
の
部
下
が
大
量
殺
数
を
促
進
し
た
多
く
の
行
為
寄
与
も
含
ま
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

行
為
が
命
令
可
能
な
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
疑
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
多
く
の
知
的
な
行
為
寄
与
は
、
そ
の
全
体

一
切
の
命
令
的
操
縦
が
剥
奪
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
部
下
は
確
か
に
射
殺
に
参
加
し
ろ
と
い
う
命
令
を
受
け
る
こ
と

は
で
き
る
。
し
か
し
、
い
か
に
抹
殺
が
技
術
的
に
最
も
う
ま
く
実
行
さ
れ
う
る
か
に
つ
き
、

さ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
参
加
の
一
定
の
形
式
は
、
協
力
的
に
の
み
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
協
力
へ
の
心
づ
も
り
を
前
提
と
す
る
。
こ
の

心
づ
も
り
が
い
か
な
る
意
義
を
も
っ
た
か
は
、
殺
数
の
方
法
が
原
則
的
命
令
に
よ
っ
て
す
で
に
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
ず
考
案
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
疑
う
場
合
に
は
、
明
ら
か
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
部
下
に
は
広
い
活
動
の
余
地
が
存
在
し
た
。
「
最
も
実

際
的
な
」
解
決
を
見
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
機
械
的
服
従
は
必
要
な
い
の
で
あ
っ
て
、
個
々
人
の
破
壊
的
な
技
術
的
・
組
織
的
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
を
必
要
と
す
る
。
ガ
ス
車
、
ガ
ス
室
、
死
の
浴
室
、
な
ど
の
装
置
は
、
す
べ
て
ま
ず
考
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

初
め
か
ら
存
在
し
た
も
の
で
は
な
い
。
例
と
し
て
は
、
元
刑
事

(
K
r
i
m
i
n
a
l
r
a
t
)

個
人
的
行
動

(
P
e
r
s
o
n
l
i
c
h
e
Aktivitiit) 

大
量
殺
数
の
規
模
と
迅
速
さ
は
、
部
下
が
そ
の
行
動
を
押
し
進
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

一
例
を
挙
げ
る
と
、
出
撃
隊
の
例
が
あ
る
。
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
の
開
始
直
後
に
、
テ
ィ
ル
ジ
ッ
ト
の
出
撃
隊
は
、
リ

ト
ア
ニ
ア
の
国
境
地
帯
で
「
粛
清
行
動
」
を
実
行
し
た
。
そ
の
際
、
五
千
五
百
二
人
の
人
が
被
害
に
会
っ
た
。
出
撃
隊
長
の
行
動
が
、
す

的
性
質
か
ら
し
て
、

(

e

)

 

協
力
的
態
度

(
K
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
s
V
 erh
a
l
t
e
n
)
 

か
ど
う
か
も
、
実
行
者
自
身
に
依
拠
す
る
。

と
き
に
、

第
四
一
巻
第
四
号

一
定
の
役
割
を
演
じ
る
。
こ
こ
で
は
、

関
法

い
か
な
る
実
験
を
行
お
う
と
す
る
か
、

一
定
の
観
念
や
思
い
つ
き
を
得
よ
と
は
強
制

（
一
三
0
四）

統
制
・
操
縦
さ
れ
た
行
動
の
内
部
で
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
と
み
な
さ

い
っ
た
ん
、
す
べ
て
の
人
間
の

の
ク
リ
ス
チ
ア
ン
・
ヴ
ィ
ル
ト
の
病
人
を
殺
数
す
る

一
定
の
実
験
が
そ
も
そ
も
望
ま
し
い
と
考
え
る

―
二
六



(
a
)
 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

確
信
行
為

(
U
b
e
r
z
e
u
g
u
n
g
s
t
a
t
e
n
)

況
に
基
づ
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。

(
g
 

執
行
行
為

(
A
u
s
f
o
h
r
u
n
g
s
v
e
r
h
a
l
t
e
n
)

異
議
を
退
け
た
。

―
二
七

で
に
、
極
端
な
個
人
的
行
動
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
彼
が
隊
に
命
令
を
伝
え
、
あ
ら
ゆ
る
準
備
を
し
、
大
量
殺
数
の
初
期
段
階
で
生
じ

る
困
難
を
す
べ
て
克
服
し
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
執
行
が
最
も
ス
ム
ー
ズ
に
行
く
か
に
つ
い
て
提
案
し
、
技
術
的
実
行
可
能
性
に
対
す
る

出
撃
隊
の
射
殺
行
動
に
あ
た
っ
て
、
例
え
ば
、
段
階
の
目
盛
り
は
、
極
端
な
精
神
的
負
担
の
状
況
か
ら
、
そ
の
途
上
で
付
加
的
な
残
虐
行

為
が
行
わ
れ
る
重
大
な
ポ
グ
ロ
ム
の
よ
う
な
違
反
行
為
に
ま
で
達
す
る
。
例
え
ば
、
妊
婦
の
下
腹
を
撃
た
れ
、
赤
ん
坊
が
空
中
に
投
げ
ら

れ
、
機
関
銃
で
撃
た
れ
、
文
字
通
り
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
事
案
が
あ
る
。
こ
の
種
の
犯
罪
は
、
中
央
の
操
縦
に
服
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、

遂
行
へ
の
直
接
の
加
担
者
の
自
発
的
な
非
道
行
為
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
命
令
行
為

(
B
e
f
e
h
l
s
t
a
t
e
n
)

殺
戦
の
最
終
段
階
で
も
ま
だ
、
個
人
の
行
為
の
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
ー
が
認
識
で
き
る
。

命
令
行
為
ま
た
は
服
従
行
為
と
い
え
る
の
は
、
個
人
の
行
為
が
命
令
に
よ
っ
て
厳
密
に
規
定
さ
れ
、
行
為
者
に
は
独
自
の
裁
量
の
余
地

が
全
く
存
在
し
な
い
全
く
独
立
性
の
な
い
犯
罪
の
事
案
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
細
分
化
は
、
こ
こ
で
は
、
受
命
者
の
異
な
っ
た
動
機
状

ま
ず
、
受
命
者
が
、
自
分
を
国
家
の
指
導
部
の
殺
数
計
画
と
同
一
視
す
る
場
合
が
つ

ね
に
存
在
す
る
。
と
い
う
の
は
、
か
れ
ら
は
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
根
絶
に
賛
成
し
、
体
制
を
支
持
し
よ
う
と
し
、
ま

た
は
大
量
粛
清
を
「
政
治
的
に
正
当
で
あ
り
、
戦
争
に
は
不
可
欠
で
あ
る
」
と
み
な
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
無
条
件
に
、
射

殺
へ
の
参
加
が
、
若
干
の
事
案
に
お
い
て
、
「
不
快
な
」
「
む
づ
か
し
い
」
任
務
で
あ
る
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
排
除
し
な
い
が
、
行
為
者
は
、

機
械
的
に
服
従
す
る
の
で
は
な
く
、
体
制
の
確
信
的
な
信
奉
者
と
し
て
行
動
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
一
三

0
五）



従
う
こ
と
は
全
く
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
強
制
状
態
だ
と
は
い
え
な
い
。
か
れ
ら
は
、

考
え
た
こ
と
が
な
く
、
外
部
か
ら
の
圧
力
の
下
で
行
為
し
て
い
る
と
い
う
意
識
も
な
い
。
例
え
ば
、

か
っ
た
」
と
い
う
。
「
総
統
自
ら
が
、
『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
最
終
的
解
決
』
を
命
令
さ
れ
た
な
ら
ば
、
古
い
ナ
チ
ス
ト
に
は
何
ら
考
え
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
S
S
指
導
者
に
と
っ
て
は
そ
う
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
の
服
従
の
型
に
と
っ
て
特
徴
的
な
の
は
、
自
己
の
判
断

の
排
除
で
あ
る
。
個
人
的
確
信
や
独
自
の
関
心
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
葛
藤
の
可
能
性
も
な
い
。
出
撃
部
隊
に
加
担
し
た
あ
る
被
告
人
は
、

「
我
々
は
道
具
化
さ
れ
、
機
能
化
さ
れ
て
い
た
…
…
内
面
的
に
は
私
は
、
こ
の
射
殺
を
確
か
に
拒
否
し
て
い
た
が
、
し
か
し
、
そ
う
機
能

為
を
、
服
従
の
観
点
の
も
と
で
の
み
、
見
る
こ
と
を
排
除
す
る
受
命
者
の
犯
罪
的
な
独
自
の
動
機
が
認
識
で
き
る
。
こ
れ
に
属
す
る
の
は
、

ま
ず
、
命
令
が
、
実
行
者
の
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
願
望
を
受
け
入
れ
る
事
案
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
行
為
者
に
あ
っ
て
は
、
命
令
さ
れ

た
犯
罪
の
ほ
か
に
、
過
剰
行
為
も
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
稀
で
は
な
い
。
典
型
的
な
例
は
、
プ
ー
ヒ
ェ
ン
ヴ
ァ
ル
ト
の
強
制
収
容
所
に
お
い

よ
っ
て
殺
害
し
た
ハ
ウ
プ
ト
シ
ャ
ル
フ
フ
ュ
ー
ラ
ー
の
事
件
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
極
め
て
残
虐
な
拷
問
と
虐
待
の
責
任
を
も
負
う
行
為

者
が
、
拘
束
的
な
服
従
か
ら
行
為
し
た
の
で
は
な
く
、
囚
人
を
苦
し
め
る
こ
と
に
独
自
の
関
心
を
も
ち
、
苦
し
め
殺
す
楽
し
み
か
ら
行
為

し
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
。
従
っ
て
、
行
為
者
が
進
ん
で
行
為
し
た
原
因
は
、
残
虐
さ
と
殺
害
欲
に
も
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
そ

の
他
、

て
所
長
の
命
令
で
少
な
く
と
も
二
五
人
の
囚
人
を
エ
ヴ
ィ
パ
ン

犯
罪
的
付
随
的
動
機

(Kriminelle
N
e
b
e
n
m
o
t
i
v
e
)
 

（
麻
薬
剤
）
、

フ
ェ
ノ
ー
ル

ユ
ダ
ヤ
人
の
迫
害
の
際
に
、
被
害
者
か
ら
貴
金
属
な
ど
を
略
奪
し
た
行
為
者
が
多
数
存
在
す
る
。
あ
る
警
察
事
務
員
は
、
取
り
調

（
石
炭
酸
）
お
よ
び
空
気
の
静
脈
内
注
射
に

(

C

)

 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。

ヘ
ス
は
、
「
当
時
は
何
も
考
え
な

一
度
と
し
て
執
行
か
ら
逃
れ
よ
う
と

(b) 
自
動
的
服
従

(
A
u
t
o
m
a
t
i
s
c
h
e
r
G
e
h
o
r
s
a
m
)
 

関
法

第
四
一
巻
第
四
号

服
従
の
一
定
の
形
式
に
あ
っ
て
は
、
す
で
に
行
為
者
に
と
っ
て
は
、
命
令
に

命
令
に
基
づ
い
て
実
行
さ
れ
た
若
干
の
犯
罪
に
あ
っ
て
は
、
彼
の
行

―
二
八

（
一
三

0
六）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

ぺ
ら
れ
た
際
に
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
行
動
は
、
意
思
に
反
し
て
実
行
さ
れ
た
の
だ
と
思
う
と
間
違
い
で
あ
る
。

み
が
大
き
く
、
そ
れ
は
復
響
で
あ
っ
て
、
金
銭
や
金
を
奪
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
」
と
強
調
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

日
和
見
主
義
と
集
団
適
応

(
O
p
p
o
r
t
u
n
i
s
m
u
s
u
n
d
 G
r
u
p
p
e
n
a
n
p
a
s
s
u
n
g
)
 

に
認
識
で
き
る
。
大
量
殺
戦
へ
の
積
極
的
な
関
与
と
は
、
出
世
と
昇
進
の
見
込
み
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
出
撃
隊
の
所
属
員
の
間
で
は
、

そ
の
「
東
部
出
撃
」
に
は
、
そ
の
後
の
職
業
上
の
出
世
に
有
利
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
出
世
の
可
能
性
と
も
、
ま
た
、
自
己

顕
示
欲
と
も
関
係
し
て
い
た
の
は
、
「
試
練
の
必
要
性
」

(Bewahrungsbedtirfnis)

味
に
お
い
て
「
完
全
に
役
立
つ
」
た
め
の
苛
酷
な
試
練
の
よ
う
に
「
耐
え
る
」
と
い
う
願
望
で
あ
る
。
従
っ
て
、
若
干
の
者
か
ら
は
、
大

量
殺
数
へ
の
参
加
は
か
れ
ら
が
「
タ
フ
」
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
「
チ
ャ
ン
ス
」
で
あ
る
か
に
経
験
さ
れ
た
。
タ
フ
で
あ
る
こ
と
は
、

S
S
の
エ
リ
ー
ト
の
資
質
で
あ
っ
た
。
「
軟
弱
」
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
ほ
ど
恐
れ
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
あ
る
S
S
の
シ
ャ
ル
フ

フ
ュ
ー
ラ
ー
は
、
な
ぜ
射
殺
に
参
加
す
る
こ
と
を
拒
ま
な
か
っ
た
の
か
と
尋
ね
ら
れ
た
と
き
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
「
私
は
、
自
分

が
意
気
地
無
し
だ
と
み
な
さ
れ
る
の
が
、
怖
か
っ
た
」
。
こ
の
よ
う
な
動
機
は
、
命
令
行
為
者
の
自
己
記
述
を
赤
い
糸
の
よ
う
に
貰
い
て

い
る
。
い
つ
も
、
隊
員
が
「
面
目
を
失
墜
し
な
い
」
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

葛
藤
事
例
と
さ
れ
る
の
は
、

――一九

ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
憎
し

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
量
殺
数
を
、
体
制
の
意

テ
ロ
の
圧
力
の
も
と
に
行
わ
れ
た
行
為
、

つ
ま
り
、
そ

の
際
、
行
為
者
が
、
彼
が
欲
し
て
も
い
な
い
し
、
是
認
し
て
も
い
な
い
行
為
へ
と
強
要
さ
れ
た
行
為
の
み
で
あ
る
。
極
端
な
場
合
に
は
、

危
険
状
況
に
応
じ
て
、
命
令
緊
急
非
難
に
お
け
る
行
為
が
問
題
に
な
り
う
る
。
段
階
的
に
み
る
と
、
葛
藤
状
況
は
、
極
め
て
多
様
で
あ
る
。

若
干
の
事
案
に
お
い
て
は
、
射
殺
へ
の
関
与
を
逃
れ
る
た
め
の
、
た
ん
に
う
わ
べ
だ
け
の
、
す
ぐ
に
諦
め
に
屈
す
る
試
み
が
見
出
さ
れ
る
。

ま
た
、
と
き
に
は
、
実
際
上
の
困
難
を
口
実
に
し
た
異
議
が
唱
え
ら
れ
た
が
、
最
終
的
に
は
、
目
立
た
ず
、
不
愉
快
な
こ
と
を
招
き
た
＜

(
e
)
 

d
)
 

葛
藤
状
況

(Konfliktsituationen)

（
一
三

0
七）

出
世
と
犯
罪
の
間
の
関
係
は
、
も
っ
と
明
白



事
案
の
比
較
的
少
数
部
分
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
と
す
る
。

以
上
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
ナ
チ
犯
罪
に
も
、
当
時
の
体
制
か
ら
も
禁
止
さ
れ
て
い
た
犯
罪
か
ら
強
要
さ
れ
た
犯
罪
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
形

態
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
イ
エ
ー
ガ
ー
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
留
保
を
つ
け
な
が
ら
、

的
推
定
を
行
う
と
、

一
九
五
八
年
八
月
か
ら
一
九
六
三
年
八
月
ま
で
の
五
年
間
に
、
有
罪
と
さ
れ
た
者
の
二

0
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
過
剰
行

為
者
、
二

0
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
自
発
的
行
為
者
、
六

0
パ
ー
セ
ン
ト
が
命
令
行
為
者
で
あ
る
と
い
引
れ
。
ま
た
、
葛
藤
行
為
者
の
割
合
は
、

調
査
し
た
資
料
の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二

0
パ
ー
セ
ン
ト
に
と
ど
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
若
干
の
極
め
て
少
数
の
葛
藤
事

例
が
命
令
緊
急
避
難
な
い
し
誤
想
緊
急
避
難
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ナ
チ
犯
罪
を
圧
倒
的
に
強
制
と

テ
ロ
の
結
果
で
あ
る
と
み
な
す
可
能
性
は
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
命
令
に
よ
る
圧
力
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
む
し
ろ

イ
エ
ー
ガ
ー
の
ナ
チ
権
力
犯
罪
へ
の
関
与
形
態
の
刑
事
学
的
分
析
は
、
全
体
主
義
的
体
制
の
中
で
行
わ
れ
る
集
団
犯
罪
の
特
色
を
よ
く

表
し
て
い
る
。
全
体
主
義
的
体
制
は
、
上
か
ら
下
へ
の
命
令
の
み
で
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
そ
れ
を
支
え
る
人
々
と
そ

(3) 

士
口糸

に
至
る
ま
で
に
及
ぶ
。

函）論

な
い
と
い
う
欲
求
が
こ
れ
を
押
さ
え
る
と
い
う
事
案
も
あ
る
。
と
き
に
は
、
自
己
の
良
心
の
呵
責
を
何
人
か
の
被
害
者
を
こ
っ
そ
り
釈
放

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
軽
減
す
る
と
い
う
努
力
も
認
め
ら
れ
る
。
出
撃
部
隊
の
隊
員
が
処
刑
を
遅
ら
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
最
後
に
、
兵
士

の
態
度
や
絶
対
服
従
と
服
従
忠
誠
に
関
す
る
一
定
の
観
念
の
意
味
で
、
大
量
殺
裁
が
非
難
す
べ
き
も
の
と
み
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

引
き
起
こ
さ
れ
た
真
の
良
心
の
葛
藤
も
存
在
し
た
。
反
応
の
段
階
の
幅
は
、
広
い
。
そ
れ
は
個
人
的
残
虐
性
が
爆
発
す
る
場
合
か
ら
、
冷

笑
的
な
無
関
心
、
ま
た
は
、
大
量
殺
裁
を
写
真
に
撮
る
と
い
っ
た
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
に
対
す
る
欲
求
を
通
っ
て
、
精
神
的
崩
壊

関
法

第
四
一
巻
第
四
号

―――
1
0
 

（ニニ
0
八）

ナ
チ
犯
罪
の
領
域
に
お
い
て
極
め
て
慎
重
を
統
計



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
田

の
中
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
感
じ
よ
う
と
す
る
人
間
、
あ
る
い
は
そ
の
中
で
権
力
機
構
の
上
方
に
向
っ
て
上
昇
し
よ
う
と
す
る
人
間
、

さ
ら
に
、
命
令
や
作
戦
行
動
の
機
会
を
利
用
し
て
、
残
虐
な
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
う
っ
積
を
晴
そ
う
と
す
る
人
間
な
ど
、
様
々
な

集
団
的
社
会
的
相
互
行
為
の
中
で
、
こ
の
分
析
に
現
わ
れ
た
よ
う
な
多
様
な
類
型
の
犯
罪
群
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
全
体

主
義
的
体
制
内
犯
罪
の
犯
罪
心
理
学
は
、

ナ
チ
犯
罪
の
共
犯
形
態
や
責
任
に
関
す
る
議
論
の
前
提
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

イ
ェ
ー
ガ
ー
は
、
命
令
緊
急
避
難
と
違
法
性
の
意
識
に
つ
い
て
も
、
多
数
の
事
例
を
も
と
に
分
析
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
省
略

ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
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S. 
1
3
6
f
f
.
 
~
~
、

ナ
チ
犯
罪
は
、
「
行
政
に
よ
る
大
量
殺
数
」
で
あ
る
。
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の
特
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を
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い
る
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し
刑
法
理
論
と
の
関
係
で
言
及
す
る
こ
と
に
す
る
。

口

未
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